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13  真の地方分権の推進について 

 

 

【提案・要望事項】 
 

「地方の元気なくして国の元気はない」との考え方に立って、地方が自らの判断と

責任で行政運営を行う個性豊かで活力に満ちた地域社会の実現に向け、より一層の地

方分権を推進すること。 

また、地方は徹底した行財政改革に率先して取り組んできていることを踏まえ、地

方が中長期的に自立的かつ持続可能な行財政運営ができるよう、地方財政措置を充実

すること。 

① 国と地方の役割分担を大胆に見直し、国は国際社会における国家としての存立に

関わる事務、国土保全や広域的な交通の確保など、本来国が責任を果たすべき役割

に専念し、その他の事務・事業は地方に権限と財源を一体的に移譲すること。また、

直轄事業負担金は、維持管理以外の部分についても早期に廃止すること。 

② 第 10 次一括法成立後は、事務・権限の移譲等までの具体的なスケジュールを地

方に直ちに示した上で、必要な政省令の整備を速やかに行うとともに、円滑な事

務・権限の移譲に必要かつ十分な財源措置、研修の実施及びマニュアル整備等を地

方の意見を十分に反映して検討し、地方の事務執行に支障を来さないよう早期に決

定・実施すること。 

③ 地方の効率的な行財政運営や政策目標の達成を阻害している規制の廃止や大幅

な緩和を図ること。特に、これまでの地方分権改革の中で一定の進捗が図られた「義

務付け・枠付けの見直し」については、引き続き、従うべき基準や計画策定義務の

あり方、同意・協議等の関与のあり方等について検討を行い、より一層の規制緩和

を推進すること。 

④ 「令和元年の地方からの提案等に関する対応方針」（令和元年 12月 23日閣議決定）

において今後「検討を行う」とされた事項については、検討状況を政府全体として

随時適切にフォローアップし、その結果については地方に速やかに情報提供するこ

と。また、「実現できなかったもの」とされた提案については、提案主体の納得が

得られるよう説明責任を果たすとともに、今後、検討を加えた上で再提案があった

ものについては、改めてその実現に向けて積極的に検討すること。 

⑤  これらの見直しに当たっては、法定された「国と地方との協議の場」を実効ある

仕組みとして最大限有効に活用し、必要な分科会の設置及びその活用を含め、企

画・立案の段階から地方と真摯に協議を重ねること。 
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【現状・課題】 

○ 平成 12年４月に地方分権一括法が施行され、事務・権限の移譲が進む中で、本県では、

徹底した行財政改革を断行するとともに、自主的な市町合併を推進するなど、地方分権

時代にふさわしい行政体制の整備を進めてきました。 

 

○ 今後、地方が自立した個性的な地域づくりを行っていくためには、国と地方の役割分

担の大幅な見直しと併せて、事務・権限の移譲や税財政面での改革、補助金等による国

の関与の廃止・縮減を進め、真の地方分権社会の実現に向けた改革を推進する必要があ

ります。 

 

○ 直轄事業負担金については、維持管理負担金が平成 22年度に廃止されましたが（完全

廃止は平成 23年度）、建設費負担金についても早急に見直し、廃止する必要があります。 

 

○ 平成 18年 12月に成立した地方分権改革推進法に基づく地方分権改革推進委員会の勧

告に基づき、これまで第１次から第９次までの一括法が成立しております。第 10次一括

法成立後は、国から地方へ移譲される権限・事務等について、住民サービスに支障が生

じることがないよう国と地方の間での円滑な引継ぎが行われることが重要です。 

 

○ さらに、これまでの地方分権改革において、義務付け・枠付けの見直し等が図られま

したが、個性を活かし自立した地方をつくるため、国においては不断の見直しを継続す

る必要があります。 

 

○ そのためには、地方の多様性を重んじた取組を推進することが重要であり、地方から

制度改革に関する提案を求める「提案募集方式」や、地方ごとの多様な事情への対応が

可能となる「手上げ方式」を有効に機能させることが必要です。 

 

○ これらの見直しに当たっては、地方分権に関する政策決定においても制度設計の段階

から地方の意見が適切に反映されるよう、実効性のある運営を行う必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【所管府省】内閣府（地方分権改革推進室）、総務省（自治行政局） 

【県関係課】政策課 
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14 南海トラフ地震や風水害等の大規模災害対策について 

（1）防災・減災対策に係る財政支援等の充実・強化 

 

【提案・要望事項】 
 

南海トラフ地震の発生確率が高まるなか、東日本大震災や平成 28 年熊本地震、さ

らには平成 30 年の大阪府北部地震や北海道胆振東部地震の教訓を踏まえ、各地方公

共団体においては、防災・減災に向けた取組が喫緊の課題となっており、対策に必要

な補助制度や地方債制度を拡充すること。 

また、各地方公共団体が南海トラフ地震の多様な発生形態に備えた防災対応を検討

するに当たり、南海トラフ地震臨時情報の内容を国民が正しく理解するための啓発

や、臨時情報発表時の事前避難に要する経費に対する財政支援を行うこと。 
 

 

【現状・課題】 

〇 南海トラフ地震の今後30年以内の発生確率が70％～80%と高まる中、本県は、中央防災

会議の「南海トラフ地震における具体的な応急対策活動に関する計画」において、重点

受援県（10県）の一つとなっています。 

 

〇 このため、本県では、国の防災・減災対策や本県の実情に即し、適宜、地域防災計画

の見直しを行っているほか、「香川県国土強靭化地域計画」や「香川県南海トラフ地震・

津波対策行動計画」を策定し、各種施策を総合的かつ計画的に進めております。 

 

○ 南海トラフ地震やそれに伴う津波等の大規模な災害による被害を最小限に抑えるため

には、河川・海岸堤防の整備、ため池や県有施設の耐震化のほか、自主防災組織や消防

団の充実・強化、災害時の情報伝達、さらには住宅の耐震化や家具の転倒防止対策を促

進させるための県民の防災意識の向上など、ハード・ソフト両面から着実に事業を推進

することが不可欠ですが、多額の事業費が見込まれることから、緊急防災・減災事業債

の延長をはじめ、対策に必要な補助制度や地方債制度を拡充するなど、これまで以上の

財政支援が必要です。 

 

○ また、昨年３月に国が策定した「南海トラフ地震の多様な発生形態に備えた防災対応

検討ガイドライン」に基づき、県及び市町がとるべき防災対応の方針を定めるとともに、

本県の地域防災計画へも反映させたところですが、住民に周知するに当たり、国におい

ても、関係省庁が連携して、国民が南海トラフ地震臨時情報を正しく理解するための啓

発を推進することが必要です。 
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○ さらに、臨時情報発表時には、市町村が避難所を開設し、避難者を受け入れることと

なりますが、市町村の費用負担が大きくなることから、国による財政的支援が必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【所管府省】内閣府（政策統括官［防災担当］）、総務省（消防庁国民保護・防災部） 

【県関係課】危機管理課 
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（2）地震・津波観測監視体制の充実・強化  

 

【提案・要望事項】 

高知県沖から日向灘海域へ至る南海トラフ海底地震津波観測網（Ｎ－ｎｅｔ）を早

期完成するとともに、観測データを防災・減災対策に有効活用するため、国において

最新の知見を用いたリアルタイムの津波の解析情報を配信すること。 

 

【現状・課題】 

○ 南海トラフ巨大地震による国の被害想定では、本県の最大震度は７、最大津波高は 

５ｍ、最悪の場合、死者数が約 3,500 人、負傷者数が約 23,000 人、建物全壊及び焼失が

約 55,000 棟と推計されております。 

 

○ 南海トラフ地震が発生した場合の被害を軽減させるためには、住民が迅速かつ確実に

避難することが重要であり、そのためには、気象庁が発表している地震・津波に関する

情報について、津波高や津波到達時間等の予測精度を向上させることが必要です。 

 

○ 近い将来、発生が予測されている南海トラフ地震に備えるためには、国において、地

震・津波を常時観測・監視するために必要な体制を早期に構築し、地震・津波発生のメ

カニズムの研究を進めるとともに、地方公共団体を含め関係機関と情報の共有化を図る

ことが必要です。 

  

○ このため、観測網の空白地帯である高知県沖から日向灘海域へ至る南海トラフ海底地

震津波観測網（Ｎ－ｎｅｔ）を早期完成するとともに、観測データを防災・減災対策に

有効活用するため、国において最新の知見を用いたリアルタイムの津波の解析情報を配

信することが必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

【所管府省】内閣府（政策統括官［防災担当］）、文部科学省( 研究開発局)  

【県関係課】危機管理課 
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（3）ヘリテレ映像受信地上設備の整備 

 

【提案・要望事項】 
 

災害時における迅速な被災者の救出救助等に備え、被災地の状況を的確に把握す

るために不可欠なヘリコプターテレビシステム映像を受信する地上設備を更新移

設整備すること。 
 

 

【現状・課題】 

○ 災害時における救出・救助活動を迅速に行うためには、家屋の倒壊や道路の損壊等の

正確な被災状況を把握することが最も重要であり、県警察ヘリコプターテレビシステム

による映像（以下「ヘリテレ映像」という。）を活用した上空からの情報収集が必要不

可欠です。 

  ヘリテレ映像は、国の災害対策本部に送信されるとともに、県の災害対策本部にも送

信されており、各種災害対策に有効活用されています。 

 

○ 県内のヘリテレ映像の受信設備（以下「地上設備」という。）は、平成 22年 12月県

西部にデジタル地上設備が整備され、県西部から愛媛県東部をカバーしているものの、

南海トラフ地震等による津波で大きな被害が予想される島しょ部及び県東部地域をカバ

ーする地上設備は、老朽化（平成 12年整備）のうえ、低標高地点（県庁本館屋上 地上

約 110m）に設置されています。 

そのため、不感地帯の範囲が広く、度々映像が中断するとともに、アナログ方式のた

め不鮮明な映像となっており、デジタル方式である機上設備の機能を生かせていません。  

実際に、平成 25年４月 13日の淡路島地震では、県内最大震度（震度５弱）であった

同エリア（東かがわ市及び小豆島）の映像送信中、度重なる中断が発生し、情報収集活

動等に支障が生じました。 

 

○ 本県南部に設置している無線中継所の適地にデジタル方式のヘリテレ地上設備を整備

することで、県東部エリア及び島しょ部の不感地帯を減少させるとともに、徳島県北部

エリアをカバーすることが可能となることから、早急な整備が必要です。 

 

 

 

 

【所管府省】警察庁（警備局、情報通信局） 

【県関係課】警察本部警備課 
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15 先端技術を活用した交通安全の推進について 

 

 

【提案・要望事項】 

交通事故の抑止に向けて、先進安全技術の性能認定制度の対象装置の拡充やサポカ

ー補助金の継続実施により、ＡＳＶ（先進安全自動車）の普及促進を図るとともに、

自動運転の早期実用化に向けて、技術開発の推進、安全性の確立に取り組むこと。 

 

【現状・課題】 

○ 本県の昨年の交通事故死者数は、人口 10 万人当たり全国ワースト３位で、特に、65

歳以上の高齢者が犠牲になる割合が半数を超えています。また、ここ数年、全事故に占

める高齢運転者の事故件数の割合は増加傾向にあり、高齢者の交通事故防止が重要な課

題となっています。 

 

○ このため本県では、平成 28年度から令和元年度に、県独自の「高齢者ＡＳＶ（先進安

全自動車）購入補助制度」により、衝突被害軽減ブレーキやペダル踏み間違い時加速抑

制装置等の予防安全技術を塔載したＡＳＶの普及促進を図り、高齢運転者の事故防止に

取り組んできたところです。 

 

○ 国では、高齢運転者の交通事故防止対策の一環として、衝突被害軽減ブレーキ等の性

能認定を行っているほか、令和元年度補正予算で実施しているサポカー補助金により、

安全運転サポート車や後付けのペダル踏み間違い急発進抑制装置の購入補助を行って

いるところですが、ＡＳＶをより一層普及させていくためには、性能認定制度の対象装

置の拡充やサポカー補助金の継続実施が望まれます。 

 

○ また、現在、自動運転の実用化に向けて、自動車メーカーによる技術開発や国が主導

する全国での実証実験など、官民挙げた取り組みが行われているほか、自動運転に対応

するための法整備が進められています。本県においても、昨年３月に、香川大学等が中

心となり県内で初めて自動運転の公道実験が行われたところです。 

 

○ 自動運転は、交通事故の減少や渋滞の緩和だけでなく、過疎地域における移動手段の

確保やドライバー不足の解消、新たなビジネスモデルの創出など、社会的課題の解決や

経済の活性化に繋がるものであり、国は、自動運転の早期実用化に向けて、技術開発の

推進や安全性の確立に取り組む必要があります。 

 

 

【所管府省】国土交通省（自動車局）、経済産業省（製造産業局） 

【県関係課】くらし安全安心課 
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16 消費者行政の積極的推進のための安定的な財源確保について 

 

 

【提案・要望事項】 

地方における消費者行政が推進されるよう、「地方消費者行政強化交付金」につい

て、安定した財源を確保するとともに、地方の実情に即した柔軟な財政支援制度を創

設すること。 

 

【現状・課題】 

○ 本県の消費者行政を推進し、県民の安全安心を確保していくためには、消費生活相談

窓口の機能強化をはじめ、幅広い年齢層を対象とした消費者教育の充実等の取組を一層

強化していく必要があると考えています。 

○ 国においては、「令和２年度交付金等の取扱いに関する説明会」の中で、「地方消費者

行政強化交付金」については、①令和２年度の予算案は２億円減だが、地方モデル事業

などの新規事業を創設、②地方消費者行政強化事業は、令和元年度と同様の運用を行い、

一定水準未満の地方公共団体は補助率を原則１/ ３とする、③地方消費者行政強化交付金

は、活用の少ない事業メニューの統合又は廃止を検討するなど抜本的な見直しを行う予

定との説明がありました。 

○ また、平成 31年１月から実施された「地方消費者行政強化キャラバンの都道府県訪問」

においては、宮腰大臣から知事に対し、市町村の見守りネットワークの設置や自主財源

の確保について要請がありましたが、本県財政は人口減少、高齢化等が一層進展するこ

とが見込まれる中、今後も厳しい財政状況が見込まれており、自主財源の確保は容易で

はないことから、本県が県内市町と一丸となって消費者行政の推進、拡充を図っていく

ためには、国の支援制度の活用は欠かせないものとなっています。 

○ そこで、国においては、「地方消費者行政強化交付金」について、安定した財源を確保

するとともに、地方公共団体が地域の実情に即した取組をより一層推進できるよう、柔

軟な支援制度を創設することが必要です。 

 

 

 

 

【所管府省】消費者庁（消費者教育・地方協力課） 

【県関係課】くらし安全安心課 



-  122 -  

 

17 過疎対策事業債及び辺地対策事業債の必要額の確保並びに新たな過疎対

策法の制定について 

 

【提案・要望事項】 
 

過疎地域の住民福祉の向上及び地域格差の是正並びに辺地とその他の地域との間

における住民の生活文化水準の著しい格差の是正を図るため、過疎対策事業債及び辺

地対策事業債の必要額を確保すること。 

本県においては、近年、県内市町からの要望が増加していることから、地域の実情

を踏まえた配分とすること。 

また、現行の「過疎地域自立促進特別措置法」が令和３年３月末に失効した後も、

引き続き総合的な過疎対策の充実・強化を図るため、令和３年度を初年度とする新た

な過疎対策法を制定すること。 
 

 

【現状・課題】 

○ 過疎・辺地地域では、人口減少や高齢化が一段と進展しており、多くの集落が消滅の

危機に瀕するなど、極めて深刻な状況に直面する中にあって、人口減少に歯止めをかけ、

大都市から地方へ人を分散させるには、過疎・辺地地域が活力と魅力あふれる地域とし

て維持されていくことが必要です。 

○ 一億総活躍の実現に向けたより一層の地方創生の推進や公共施設等の老朽化に対応し、

集約化、複合化、長寿命化など公共施設等の適正管理の積極的な推進が求められるなか、

本県の過疎・辺地地域においては、近年、統廃合に伴う学校等教育文化施設の整備など

が集中し、過疎対策事業債や辺地対策事業債の要望額が急増しています。 

○ さらに、合併市町においては、合併特例事業終了後も、引き続き、過疎化が進む周辺

部の振興対策を強く求められていることから、今後、過疎対策事業債や辺地対策事業債

の要望額は、より一層増加することが見込まれています。 

○ 加えて、景気の後退による税収の減少、社会問題となっている建築コストの高騰など

地方の公共工事にとって厳しい情勢が続くことが予想され、市町は厳しい財政状況に追

い込まれている状況にあります。 

○ 現行の「過疎地域自立促進特別措置法」が失効した場合、過疎地域の住民福祉の向上

等に著しい支障が生じることから、新たな過疎対策法の制定が必要です。 

 

 

【所管府省】総務省（自治財政局、自治行政局） 

【県関係課】地域活力推進課、自治振興課 
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18 女性の活躍推進について 

 

 

【提案・要望事項】 
 

① あらゆる分野における女性の活躍推進のため、地方自治体の主体的な取組を加速し、

地域の実情に合わせた独自の施策展開を継続的に支援する「地域女性活躍推進基金」

を創設すること。 
 

② 「性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センター」については、設置主

体を法律で位置づけ、運営の安定化及び質の向上を図るための財源を措置すること。 
 

 

【現状・課題】 

○ 本県の人口は、平成 11年の約 103万人をピークとして減少に転じ、令和元年の人口は

約 96 万人と、20 年連続の減少となっており、また、生産年齢人口も平成 27 年の約 55

万人が、令和 22年には 42万人程度まで減少すると予測されています。 

このように、人口減少と少子高齢化に伴う生産年齢人口の減少が進む中で、本県では、

25歳から 44歳の女性就業率が全国平均よりも高く、その割合も上昇傾向にあるものの、

家事や育児などが依然として女性に偏っている現状があることから、仕事と生活の調和

や意識改革等を図る事業を積極的に進めています。 

「女性活躍推進法」が施行され、女性の活躍は喫緊の課題であり、地域において、あ

らゆる分野における女性の活躍を推進し、独自の施策を継続的に展開するため、安定的

な財源を確保する必要があります。 

 

○ すべての女性が活躍できる社会を実現するために必要な、性暴力という困難に直面し

た女性を救う「性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センター」は、国の第

４次男女共同参画基本計画で設定された「平成 32年までに行政が関与する支援センター

設置数を各都道府県に最低１か所を設置する」という成果目標が、平成 30年 10月に達

成されました。 

本県では、平成 29年 4 月 1 日から性暴力被害者支援センター「オリーブかがわ」を開

設し、性暴力についての専門的な研修を受けた女性の相談員が電話相談、面接相談に応

じるとともに、産婦人科医療受診や警察の届出への付添支援を行うほか、臨床心理士等

によるカウンセリングや弁護士による法律相談を実施しています。 

各都道府県の支援センターが効果的かつ継続的に運営されるためには、設置主体を法

律で位置づけ、全国同一水準の被害者支援が実施されるよう平成 29 年度に創設された

「性犯罪・性暴力被害者支援促進交付金」が継続・拡充され、運営の安定化及び質の向

上を図るために十分な財源が措置される必要があります。 
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【所管府省】内閣府（男女共同参画局） 

【県関係課】男女参画・県民活動課、労働政策課、警察本部 
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19 安全・安心を確保するための基盤整備の充実・強化 

（1）災害対処機能の充実強化 

 

【提案・要望事項】 

大規模災害等緊急事態発生時における対処能力向上を図るため、機動隊員を増員す

るとともに、必要な装備資機材の整備と装備資機材・車両を収容できる倉庫を整備す

ること。 

 

【現状・課題】 

○ 本県の機動隊には、全国で 16都道府県に設置される広域緊急援助隊特別救助班の一つ

が設置されており、極めて高度な救出救助能力を必要とする災害現場において全国的な

運用に対応しているところであります。 

  しかしながら、小規模である本県警察においては、多くの隊員がテロ対策部隊や水難

救助部隊など他の専門部隊との兼務を余儀なくされ、専門的な訓練時間を確保すること

が難しくなっています。 

  近年の災害は、局地化や激甚化しており、過酷な災害現場において活動する広域緊急

援助隊特別救助班の重要性が増していることから、機動隊員を増員して兼務による負担

を軽減し、十分な訓練時間を確保することによって隊員ごとの対処能力を高度化させる

必要があります。 

 

○ 災害現場における活動では、迅速な救出救助活動はもちろん、隊員の安全を確保する

ことも重要であり、より充実した装備資機材の整備が不可欠であります。 

土砂災害対策や水害対策を念頭に、耐久性に優れたゴム製ボート、情報通信を確保す

るためのモバイルバッテリー等の装備資機材の整備が優先されますが、救助用車両等の

特殊車両や備蓄食料、装備資機材等を収納できる倉庫の整備も必要となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【所管府省】警察庁（警備局） 

【県関係課】警察本部機動隊 
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（2）高齢者の交通事故抑止対策のより一層の推進に向けた体制の整備 

 

【提案・要望事項】 

高齢者の交通事故抑止対策のより一層の推進に向けた体制を整備するため警察官

を増員すること。 

 

【現状・課題】 

○ 現在、警察庁では、高齢者の交通事故抑止対策が喫緊の課題であるとの認識のもと、

歩行中・自転車乗車中の高齢者の交通事故防止対策及び高齢運転者による事故の防止対

策に関する様々な検討がなされているところであります。 

 

○ 本県においても、本年に入り、全交通事故死者数に占める高齢者の割合は８割を超え、

高齢運転者が第一当事者となる事故の割合も年々増加しています。 

さらに、いわゆる「団塊の世代」が 70歳代を迎え、今後、高齢者講習対象者が大幅に

増加していくことが明らかであることから高齢者講習の体制を整備する必要があります。 

 

○ 本県警察では、これまでも高齢者の交通事故抑止のため、高齢者に対する各種施策を

推進してきたところでありますが、 これらの課題に適切に対応するためには、警察官を

増員し体制を整備した上で、被害側・加害側の両面から高齢者の交通事故抑止に向けた

より一層の対策を推進する必要があります。 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

【所管府省】警察庁（長官官房、交通局） 

【県関係課】警察本部企画課、交通企画課 
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（3）外国人運転者対策の推進に向けた体制の整備 

 

【提案・要望事項】 

出入国管理及び難民認定法の一部改正により、より一層の増加が見込まれる外国免

許の切替え事務に専従する警察官を増員すること。 

 

【現状・課題】 

○ 近年、国際化の進展により、外国人が自国の運転免許を日本の運転免許へ切り替える

ための取得審査（外国免許の切替え事務）が年々増加し、申請件数は、平成 29年が 112

件、30年が 134件（前年比 19.6％）、令和元年が 144件（前年比＋7.5％）となっていま

す。 

 

○  外国免許の切替え事務は、知識や経験に関する質問、運転に関する実技等、全国統一

基準に従い厳正かつ公正に実施しており事務負担が大きく、また、本県の運転免許セン

ター試験係の体制上、実施できるのは週３人から５人までが限度であり、予約制を採用

しているため、切替えが行われるのは予約から平均で４週間後となっています。 

 

○ さらに、出入国管理及び難民認定法の一部改正により、新たな外国人材受入れのため

の在留資格が創設されたことに伴い、当該事務のより一層の増加が見込まれています。 

 

○ 外国人労働者は、生産年齢人口が減少するなか、本県経済の持続的発展に必要不可欠

な人材となっており、外国免許の切替え事務の増加に、迅速・的確に対応するためには、

当該事務に専従する警察官の増員が必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【所管府省】警察庁（長官官房、交通局） 

【県関係課】警察本部企画課、運転免許課 
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（4）犯罪防止対策をより一層推進するための体制強化 

 

【提案・要望事項】 

県民の身近な犯罪や増加傾向にある犯罪の防止対策をより一層推進するための警

察官を増員すること。 

 

【現状・課題】 

○ 本県における令和元年中の刑法犯認知件数は、4,962 件と前年比 5.0％減少しましたが、

子供や女性が被害者となる凶悪事件の発生や、高齢者を狙った特殊詐欺が高水準で発生

するなど、県民の体感治安はいまだ十分に改善されていない状況にあります。 

 

○ また、通学路等において子供が被害者となる凶悪犯罪を防止するため、行政機関、地

域住民・団体等と連携し、官民一体となった各種未然防止対策を強化する必要がありま

す。 

 

○ このような県民に不安を生じさせる身近な犯罪等を防止するためには、犯罪発生の特

徴や実態をより緻密に調査・分析し、犯罪の抑止と検挙に結び付けていくことが必要で

あり、また、地域における犯罪の発生情報や特殊詐欺の最新の手口、対処策等の緊急性

の高い防犯情報を電子メールや県警察のホームページ等でタイムリーに発信し、情報に

接した地域住民等が、自ら防犯対策を講じる契機となるよう、具体的かつ訴求力のある

形で提供することが重要です。 

 

○ こうした犯罪防止対策を戦略的かつ効率的に行うためには、より一層の組織体制の充

実を図るとともに、犯罪発生実態の調査・分析及び警察署の支援に当たる警察官の増員

が必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

【所管府省】警察庁（長官官房、生活安全局） 

【県関係課】警察本部企画課、生活安全企画課 
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（5）児童虐待、ストーカー・ＤＶ事案などの人身安全関連事案に的確に 

対応するための体制強化 

【提案・要望事項】 

児童虐待、ストーカー・ＤＶ事案などの人身安全関連事案に的確に対応するための

警察官を増員すること。 

 

【現状・課題】 

○ 児童虐待の認知件数は、全国的に増加しており、本県においては６年連続で過去最多

を更新し、令和元年は前年比 85件増の 759件となっています。また、虐待により児童が

死亡する事件が相次いでおり、政府においては、児童虐待防止対策の強化に向けた緊急

総合対策（平成 30年７月 20日、児童虐待防止対策に関する関係閣僚会議）が決定され

るなど、全国を挙げて児童虐待防止の取組を進めているところであります。 

 

○ 児童虐待は潜在化しやすく、重大な結果をもたらす危険性を有しており、児童虐待が

疑われる事案を認知した際には、警察官が現場臨場して児童の安全を直接確認するよう

に努め、必要な捜査を積極的に行い、事態が深刻化する前に児童を救出・保護するとと

もに、関係機関と緊密に連携し、児童の安全を最優先とした対応を行うことが必要です。 

 

○ ストーカー・ＤＶ事案は、その態様から被害者及び関係者の生命身体に危険が及ぶ可

能性が極めて高く、事案も複雑多様化し思わぬ事態に進展するなど、事案に内在する危

険度が急激に増している現況から、認知の段階で生活安全部門と刑事部門が連携し、そ

の危険性を素早く見極め、関係法令を積極的に適用して加害者を検挙するなど迅速・的

確な対応を推進するとともに、継続的に被害関係者の保護と支援を行いながら、被害関

係者の安全確保を最優先に的確な捜査・調査を進めていくことが求められています。 

 

○ これらの人身安全関連事案は、ここ数年で大幅に増加していることから、被害関係者

の安全確保を最優先とした捜査、調査等の対応を迅速・的確に対応するための警察官を

増員し、より一層の体制の充実を図ることが必要です。 

 

 

 

 

【所管府省】警察庁（長官官房、生活安全局、刑事局） 

【県関係課】警察本部企画課、人身安全対策課、少年課、捜査第一課 
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（6）少年事件等に迅速・的確に対応するための体制強化 

 

【提案・要望事項】 

少年事件等への迅速・的確な対応のための警察官を増員すること。 

 

【現状・課題】 

○ 本県における非行少年総数は、平成 22年以降減少傾向にあるものの、昨年における刑

法犯少年の人口比（同年齢層人口 1,000 人当たりの検挙人員）は 3.0 人、共犯率は 31.2％

と全国平均を上回る状況にあります。また、令和元年中の児童虐待通告人数は 1,108 人

であり、前年より 60人増加し、５年前の約４倍となっています。 

 

○ いじめ及び児童虐待事案等は、事態が急展開し、児童等の生命・身体の安全が脅かさ

れる危険性があるため、少年係が個々の事案に迅速・的確に対応し、関係機関等と連携

を密にして、事件化と歩調を合わせた児童等の保護、立ち直り支援対策を強化すること

が重要であるところ、本県においては、少年係が専従する警察署は 12警察署中４警察署

であり、また、警察本部の少年事件係も２人という脆弱な体制のため、支援も限界にあ

ります。 

 

○ また、近年では、スマートフォンの普及により、全国に及ぶコミュニティサイト等に

起因する児童ポルノ事犯等性的搾取事案が急増しており、この種事案に対する迅速・的

確な対応が求められていることから業務負担が増加しています。 

 

○ このようなことから、個々の少年事案に、より迅速・的確に対応するためには、事案

の捜査・調査及び被害児童等の保護に専従する警察官の増員が必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【所管府省】警察庁（長官官房、生活安全局） 

【県関係課】警察本部企画課、少年課 
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（7）悪質・広域的な生活経済事犯に迅速・的確に対応するための体制強化 

 

【提案・要望事項】 

高齢者被害の悪質商法事犯やヤミ金融事犯等悪質・広域的な生活経済事犯に迅速・

的確に対応するための警察官を増員すること。 

 

【現状・課題】 

○ 近年、県民生活を脅かす生活経済事犯が社会問題化し、消費者保護の観点から発生の

予防・被害の拡大防止を意識した諸対策が求められています。 

特に、高齢者が被害に遭いやすい悪質商法事犯や、広域的に敢行される０９０ヤミ金

融事犯の被害は甚大であることに加え、悪質・広域的・巧妙な手口の犯罪が増加してい

ます。 

 

○ 令和元年中の県内における特定商取引事犯、ヤミ金融事犯等の利殖関連事犯にかかる

相談件数は 31件と、多くの相談を受けており、特に特定商取引事犯については、高齢者

が当事者となった事犯が多く、事件捜査を通じた被害回復と被害の拡大防止を意識した

重点的な取締りが必要です。 

 

○ 現在の生活経済事犯に対応する特別捜査係は２人という脆弱な体制でありながら、県

内事犯はもとより、全国規模で展開される専従捜査員として対応している状況です。 

 

○  また、この種事犯は、被害者保護の観点から、被害の拡大防止に向けた犯行助長サー

ビス対策や、広域かつ複雑・多岐にわたる事犯に対して迅速な捜査が求められることか

ら、本部及び署に配置する警察官を増員し、体制を強化することが必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【所管府省】警察庁（長官官房、生活安全局） 

【県関係課】警察本部企画課、生活環境課 
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（8）科学捜査力のより一層の強化 

 

【提案・要望事項】 

客観証拠の重要性が高まるなか、多様かつ増加する鑑定需要に迅速・的確に対応す

るため、高度な鑑定資機材への更新整備を図ること。 

 

【現状・課題】 

○ 裁判員裁判の導入等により、捜査・公判において客観証拠の重要性が高まるなか、  

犯罪現場やその周辺に残された資料を的確に収集・確保し、捜査により得られた資料を

科学的に分析することで犯人を特定し、あるいは犯行状況を解明することが必要不可欠

となっています。 

 

○ 高い精度で個人を識別し、殺人事件等の凶悪事件のほか、窃盗事件等の身近な犯罪に

も活用されているＤＮＡ型鑑定、覚醒剤、大麻等の薬物犯罪捜査のほか、犯罪死の見逃

し防止に不可欠となっている薬毒物鑑定、防犯カメラ等で撮影された人物と被疑者の顔

を照合し、個人を識別する顔画像鑑定等、科学鑑定は多種多様ですが、今後もさらに需

要が高まることが見込まれます。 

 

○ 鑑定資機材の中には、経年劣化により、感度、精度及び処理能力が低下しているもの

も多くなっていますが、現有の資機材を継続して使用した場合、鑑定の信頼性を損ない、

捜査・公判に重大な支障を来すことになります。 

とりわけ、ＤＮＡ型鑑定については、昨年度から鑑定試薬が新試薬に切り替わりまし

たが、新試薬に対応できる鑑定資機材が不足しており、現在の資機材では対応が限界に

達しているのが現状です。 

 

○ 鑑定資機材については、日々の技術の発展により性能の向上が図られておりますが、

高度化した科学技術を用いた鑑定資機材及び鑑定効率を高めることのできる鑑定資機材

を整備し、今後も増加が予想される鑑定需要に迅速・的確に対応できる態勢を整備する

ことが必要です。 

 

 

 

【所管府省】警察庁（刑事局） 

【県関係課】科学捜査研究所 
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（9）来日外国人犯罪対策のより一層の強化 

 

【提案・要望事項】 

来日外国人犯罪対策をより一層推進するための警察官を増員すること。 

 

【現状・課題】 

○ 令和元年６月末現在における全国の在留外国人数は、282 万 9,416 人で過去最高とな

り、今後も増加が見込まれます。 

本県においても、在留外国人は増加しており、国籍別ではベトナム、フィリピン、イ

ンドネシアの増加が顕著になっています。 

 

○ 本県の来日外国人犯罪による刑法犯、特別法犯の検挙件数は増加傾向にあり、令和元

年にナイジェリア人等犯罪組織による国際的詐欺事件やインドネシア人が絡む不法就労

助長等事件などを検挙しています。 

来日外国人犯罪は、ＳＮＳを通じてメンバーを募り犯行に及ぶなど、これまで以上に

組織化、広域化、複雑化しており、被疑者の特定が困難になっています。 

また、偽造クレジットカードを利用した窃盗や詐欺等の事件では、複数個所において

犯行を繰り返すことから、警察署が単独で捜査を行うことが極めて困難な状況になって

おり、出入国在留管理庁や税関等関係機関と連携した水際対策も必要です。 

 

○ 急増する外国人に対応するため、通訳需要が増加している言語の通訳官を育成すると

ともに、来日外国人犯罪対策を戦略的かつ効率的に行うため、専従の体制を充実し、  

県内の国際犯罪組織の動向把握、犯罪発生実態の調査・分析を一元化して、全国警察が

一体となった捜査を展開する必要があります。 

 

○ このような取組を強力に推進するためには、来日外国人犯罪対策に専従する警察官を

増員し、通訳官及び国際捜査官として育成することが必要です。 

 

 

 

 

 

【所管府省】警察庁（長官官房、組織犯罪対策部） 

【県関係課】警察本部企画課、組織犯罪対策課 
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20 再犯防止対策について 

 

 

【提案・要望事項】 

地方が地域の実情に合った、再犯防止対策を実施できるよう、長期的な視点での事

業の継続実施が可能な財政支援を行うこと。 

 

【現状・課題】 

○ 我が国の刑法犯の認知件数は、平成 14年をピークとして、平成 15年以降 16年連続で

減少し、平成 30年は戦後最少となりました。一方で、検挙人員に占める再犯者の人員の

比率は一貫して上昇し続け、約 50％を占めるに至っており、安全・安心な社会を実現す

るためには、再犯防止対策を推進することが重要となっています。 

 

○ こうしたなか、平成 28年 12月、「再犯の防止等の推進に関する法律」が制定・施行さ

れ、地方公共団体には、再犯の防止等に関し、国と適切な役割分担を踏まえて、その地

域の状況に応じた施策を策定して実施する責務が課せられています。 

 

○ 本県では、高齢や障害により特別な支援が必要な刑務所等出所予定者に対し、香川県

地域生活支援センターにおいて、出所後の福祉のサービスの利用についての調整等の支

援を行っています（出口支援）。 

 

○ しかしながら、再犯防止のためには、起訴猶予や執行猶予となる者等のうち高齢・障

害のある者に対しても、保健医療・福祉サービスが受けられるようにする支援（入口支

援）を行い、刑事司法の入口から出口までのあらゆる段階を通じた切れ目ない支援が必

要となっています。 

 

○ 本県では、平成 30年度から、国の「地域再犯防止推進モデル事業」を活用した再犯防

止対策に取り組んでおりますが、国、地方公共団体、民間協力者が一体となって息の長

い支援を行うため、当該モデル事業終了後も国においては地方への恒久的な財政支援を

する必要があります。 

  

 

 

 

 

【所管府省】法務省（大臣官房秘書課企画再犯防止推進室） 

【県関係課】こども政策課、障害福祉課 
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21 人権・同和行政の推進について 

 

 

【提案・要望事項】 

① 「人権教育及び人権啓発の推進に関する法律」や「人権教育・啓発に関する基

本計画」に基づき、同和問題をはじめとする様々な人権問題の解決のため、国に

おいては積極的な人権教育・啓発を推進するとともに、地方が積極的に施策展開

を行えるよう、必要な財政上の措置を講じること。 

② 同和問題をはじめとする様々な人権問題の解決に向け、人権侵害による被害の

救済を図るため、有効性のある人権救済に関する法律の制定について、国民の幅

広い議論を喚起し、地方の意見を十分聞いたうえで、早期制定に努めること。 

③ インターネット等を利用した差別行為や戸籍謄本等の不正取得など部落差別に

つながる行為の発生防止を図るため、「部落差別の解消の推進に関する法律」など

に基づき、人権擁護機関が実施している人権侵害につながる書き込みの削除要請

を着実に実施するとともに、地方自治体が国との適切な役割分担を踏まえて必要

な取組を行うことができるよう、法解釈のガイドラインなど、国としての考え方

を示し、法律の趣旨を踏まえ、実効性のある対策を講じること。 

④ 特定の民族や国籍の人々を排斥する差別的言動、いわゆるヘイトスピーチの解

消に向けて、「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推

進に関する法律」に基づき、実効性のある対策を講じること。 

 

【現状・課題】 

○ 国では、人権教育・啓発の事業については、「人権教育及び人権啓発の推進に関する

法律」に基づき、平成 14年３月に「人権教育・啓発に関する基本計画」を策定しました。

本県でも、平成 15年 12月に「香川県人権教育・啓発に関する基本計画」を策定し、人

権教育・啓発に努めていますが、法務省の啓発委託費が削減されてきており、十分な啓

発が難しくなっています。 

 

○ 人権救済制度の確立を目指した人権擁護法案が平成 14年に国会に提出されましたが、

廃案となっています。その後、平成 24年に「人権委員会設置法案」が国会に提出されま

したが、国会の解散により廃案になりました。 

 

○ 県においては、有効性のある人権救済に関する法律の必要性を認め、平成 13年度から

これまで国に対して要望しています。 

 また、県議会では、平成 17年３月、「人権擁護に関する法律」の早期制定を求める意
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見書を内閣総理大臣に提出していますが、平成 22年２月議会において、人権救済に関す

る法律の制定について、国民の幅広い議論を喚起するとともに、地方の意見を十分聞く

など、慎重な対応を求める意見書を採択しました。 

 

○ 最近では公然と特定の地域を被差別部落であると摘示するなどの不当な差別的取り扱

いを助長する行為が発生しています。 

こうした部落差別につながる行為の発生を防止するため、「部落差別の解消の推進に

関する法律」などに基づき、地方自治体が国との適切な役割分担を踏まえて必要な取組

を行うことができるよう、相談体制、教育及び啓発、部落差別の実態にかかる調査など

について、法解釈のガイドラインなど、国としての考え方を示すとともに、法律の趣旨

を踏まえ、実効性のある対策を講じることが必要です。 

 

○ 平成 13年に制定された、「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者

情報の開示に関する法律」いわゆるプロバイダ責任制限法に関しては、同法ガイドライ

ン等検討協議会によるガイドラインの改正により、平成 16年から人権侵害の被害者本人

が削除要請することが困難なときに、法務省の人権擁護機関がプロバイダに削除要請し

た場合の対応方針が明記されました。 

しかしながら、インターネットの匿名掲示板には、差別語などを使用し不特定多数の

者を侮蔑するような差別書き込みが跡を絶ちません。とりわけ、同和地区の所在地であ

るとする地名等や写真画像の情報を掲載する特定のウェブサイトが大きな問題となって

います。 

人権擁護機関が実施している人権侵害につながる書き込みの削除要請について、被害

者が特定できる場合だけでなく、不特定多数の者に対する書き込みにも対応し、着実に

実施することが必要です。 

 

○ 平成 19年の戸籍法等の改正により、戸籍謄本等の不正取得に対する罰則の強化等がな

されたにもかかわらず、依然として委任状を偽造して戸籍謄本等を不正取得する事件が

発生しており、司法書士・行政書士等をはじめとする国家資格の士業に対し、関係団体

への指導、人権教育の実施など、より一層の対策を講じることが必要です。 

 

○ 特定の民族や国籍の人々を排斥する差別的言動、いわゆるヘイトスピーチの解消に向

けて、「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法

律」に基づき、地方自治体が国との適切な役割分担を踏まえて必要な取組を行うことが

できるよう、相談体制の整備、教育の充実、啓発活動等の取組を推進するとともに、法

律の趣旨を踏まえ、実効性のある対策を講じることが必要です。 

 

【所管府省】法務省（人権擁護局）、総務省（自治行政局） 

【県関係課】人権・同和政策課、総務学事課、国際課 
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22 優れた教員を確保するための方策について 

 

 

【提案・要望事項】 

教員として優れた人材を確保できるよう、国において教員の処遇改善やイメージア

ップの取組を行うとともに、特に厳しい状況にある小学校教員確保のため、教員免許

制度の改正や教員採用試験を受けやすい環境の整備によって受験者増につなげるな

ど、地方における教育の質の向上に向けた取組を支援すること。 

 

【現状・課題】 

○ 教員の大量退職に伴い、近年、教員採用試験の募集数が著しく増加するなか、本県が

令和元年度に実施した採用試験では、小学校、中学校、高校、特別支援学校のすべての

校種で受験者数が減少し、中でも小学校の競争倍率は平成 20年度の 7.5 倍から 2.6 倍に

低下するなど憂慮すべき状況となっており、こうした人材不足は地方ではより深刻な状

況にあります。 

 

○ 多忙化による教職に対するマイナスイメージの広がりや、民間企業の新規採用数の増

加、就職に対する考え方の多様化などの影響により、教員を志す若者が減少するととも

に、大学等で教員免許を取得しながらも教職を避け、他職に就く者が増加していること

が教員不足の大きな要因であると考えられます。 

 

○ このため、職としての魅力を感じ、教員を志す若者が増えるよう、国において小学校

をはじめとした教員の処遇改善を図るとともに、中高生のキャリア教育に組み込めるよ

うな教職のイメージアップに資する教材や資料の提供や、保護者も対象とした広報啓発

キャンペーン活動の展開など全国規模での取組が必要です。 

 

○ また、小学校の競争倍率低下の要因としては、小学校の教員免許は教員養成系の学部

に限定されるため、小学校の教員免許取得者の総数が少ないにもかかわらず、採用者数

では小学校が最も多いことが一因であると考えられることから、中学校・高校の教員免

許取得者が小学校の教員免許を取得しやすくするなど教員免許制度を見直す必要があり

ます。 

 

○ さらに、教員採用試験は、試験内容が筆記・実技・面接など多岐にわたり各自治体ご

とにその内容が異なるため、受験者の負担が大きいとともに、各自治体にとっても問題

作成や試験の準備・実施が人材確保や経費面で負担となっています。 
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○ このため、国が教職に関する筆記・実技等に関する全国共通試験を実施し、各自治体

はその結果を踏まえ、地元自治体を希望する者に対して試験を実施することができるよ

うな採用システムの構築が有効と考えられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【所管府省】文部科学省（初等中等教育局） 

【県関係課】義務教育課、高校教育課 
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23 学校教育の充実について 

(1) きめ細かな教育を実現するための義務標準法の改正 

 

【提案・要望事項】 
 

令和３年度以降の教職員定数の改善に当たっては、新たな教職員定数改善計画を策

定するとともに、義務標準法の改正により早期に実現すること。 

① 少人数教育の推進 

新学習指導要領に的確に対応するため、全ての学年の学級編制基準を抜本的に

改正すること。 

②  栄養教諭等の定数の改善 

食に関する指導と学校給食のより一層の充実を図るとともに、食物アレルギーに

対応した給食の提供にもきめ細かく対応できるようにするために、栄養教諭等の定

数を改善すること。 
 

 

【現状・課題】 

① 少人数教育の推進 

○ 令和２年度から小学校で全面実施となった新学習指導要領では「主体的・対話的で

深い学び」が求められていますが、効果的なグループ活動を授業において積極的に取

り入れるためには、４～６人単位のグルーピングを行う必要があり、教室の座席配置

は縦６列×横６列が望ましいと考えます。しかし、現行の義務標準法では、小学校１

年のみ学級編制基準を 35人に改正して以降、他の学年については見直されておらず、

新学習指導要領に掲げる学びの実現、ひいては子どもたちの豊かな成長のためには、

義務標準法の学級編制の標準を抜本的に改正する必要があります。 

 

○ また、中央教育審議会（中教審）において「新しい時代の初等中等教育の在り方」

が議論され、その一つとして小学校高学年における教科担任制の導入が検討されてい

ますが、学級数に約 1.2 を乗じた数をその学校の教員の基礎定数とする現行の義務標

準法の算定方法では、高学年の複数の教科で教科担任制を実施することは困難な状況

にあります。 

 

○ さらに、平成 29年度より「加配定数の基礎定数化」が導入されていますが、これは

少子化・過疎化により学校減・学級減が進む地方にとっては、加配教員の自然減が進

行する仕組みであることから、地方においては、教育課題に対して中・長期的に安定

した教員数を確保することが厳しい状況にあります。 

 

 



-  140 -  

 

②  栄養教諭等の定数の改善 

○ 平成 17年の栄養教諭制度の創設時から、栄養教諭の職務には、児童生徒に対する食

に関する指導が位置付けられており、さらに、近年、食物アレルギー等個別の課題を

有する児童生徒が急速に増加し、栄養教諭は、アレルギー対応を踏まえた献立作成の

配慮や給食の各段階におけるチェック機能の強化、児童生徒ごとの個別対応プランの

作成など、食物アレルギー等を有する児童生徒について個々の状況に応じたきめ細か

な対応が求められています。 

 

○ このように、栄養教諭が担うべき業務が従来に比べて大幅に増加し、多様化してい

るにもかかわらず、定数の見直しはなされておらず、現行の義務標準法上の算定では、

6,000 人の給食を提供する大規模の共同調理場であっても配置される栄養教諭等の定

数は２人です。 

  本県では、令和元年度に３市町が連携し、中規模の調理場を統合し大規模の共同調

理場を設置した結果、栄養教諭の定数が５人から２人に減少し、19校 215学級 4,500

人の児童生徒を２人で指導している地域があります。こうした地域では、各学級での

食に関する指導が十分に行えなかったり、食物アレルギー等の個別の課題に対応した

給食の提供ができなかったりする状況が生じていることから、食に関する指導と学校

給食のより一層の充実を図るために、義務標準法の栄養教諭の定数を食数（児童生徒

数）だけでなく学校数等を基礎として算定するよう改善する必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【所管府省】文部科学省（初等中等教育局） 

【県関係課】義務教育課、保健体育課 
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(2) 専門スタッフ等の充実 

 

【提案・要望事項】 
 

①  スクールカウンセラー及びスクールソーシャルワーカーについて、義務標準法

において教職員定数として算定し、国庫負担の対象に含めるなど財政支援等を拡

充すること。 

 

② 教員の業務負担を軽減するためのスクールサポートスタッフや部活動指導員の

配置拡充ができるよう、補助事業の継続・拡充及び補助要件の見直しを行うこと。 

 

③ 公立小・中学校の学校司書の配置促進を図るため、学校司書配置にかかる地方交

付税措置を継続・拡充すること。 

 

④ ＡＬＴ（外国語指導助手）の生活支援等を行うＪＥＴプログラムコーディネータ

ーについて、地方交付税措置を拡充すること。 
 

 

【現状・課題】 

① スクールカウンセラー及びスクールソーシャルワーカーの財政支援の拡充 

○ 小・中学校においては、いじめや不登校、暴力行為など生徒指導上の課題が多様化・

深刻化するなかで、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーは、課題に

直面する子ども等を安定的に支援するうえで、重要な役割を果たしています。 
 

○ さらに、児童虐待、子どもの貧困、ネット・ゲーム依存など、子どもを取り巻く環

境が急速に変化するとともに複雑化しており、学校の教員だけでは解決することが困

難になっていることから、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーとの

連携が一層、重要になっています。 
 

○ 本県では、スクールカウンセラーは、令和２年度、52人の臨床心理士等を 218校全

ての小・中学校等に派遣していますが、その相談体制は、中学校では１校当たり週２

回４時間程度、小学校では月に１回４時間程度となっています。 
 

○ また、スクールソーシャルワーカーは、市町が配置するための経費を国費と県費で

補助して、配置を促進しており、令和元年度には８割を超える市町で配置しているも

のの、財政状況や人材の不足・偏在等の理由によって、安定的な人材の確保が困難に

なっています。 
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○ 課題や困難に直面する子どもを安定的に支援するためには、学校教育法等において

スクールカウンセラー及びスクールソーシャルワーカーを正規の職員として位置付け、

教職員定数として算定し、国庫負担の対象に含める必要があります。また、現行の補

助制度を継続する場合には、補助率のかさ上げや地方交付税措置を拡充することによ

って、より多くの人員配置が可能になります。 
 

② スクールサポートスタッフ及び部活動指導員の配置促進 

○ 本県では、令和元年度に国の補助事業を活用し、スクールサポートスタッフは全 17

市町のうち９市町に 114名が配置され、これまで教員が行っていた学習プリント等の

印刷・配布準備等をスタッフが担うことにより、教員の退庁時間が早まるなど、一定

の効果が表れています。 
 

○ 一方、中学校における部活動指導員については、人材不足のため配置に苦慮してい

る小規模自治体が多いこともあり、令和元年度の配置は、県立学校を含め 12名の配置

に止まっているため、同一部活動への配置は最長３年間とする等の補助要件を緩和し、

現在配置している指導員が継続して指導に当たることできるようにする必要がありま

す。 
 

○ さらに、教員の働き方改革をより一層推進するためには、スクールサポートスタッ

フや部活動指導員の配置をこれまで以上に促進する必要があり、そのためには国の補

助事業の継続と拡充、補助率のかさ上げ等の財政支援が必要となります。 
 

③ 学校司書の配置に係る地方交付税措置の拡充 

○ 学校教育においては、学校図書館の活用などを通じ、読書活動や言語活動、探究的

な学習等を充実し、児童生徒の確かな学力と豊かな人間性の育成を図っていくことが

求められており、そのため、司書教諭等と連携しながら学校における読書活動の推進

に向けた環境づくりを行う学校司書の役割は大変重要となっています。 
 

○ 国においては、学校図書館の利活用の一層の促進に資するため、平成 26年６月に学

校図書館法を改正して「学校司書」を明記し、市町が配置に努めることとされたとこ

ろであり、第５次学校図書館図書整備等５か年計画においても、学校司書にかかる地

方交付税措置が２校に１名程度から 1.5 校に１名程度の配置が可能な規模に拡大され

ています。 
 

○ 本県では、全ての市町において学校司書が配置されておりますが、１名の学校司書

が域内の小・中学校を兼務したり、数名で複数校を巡回するなど、国が示す水準には

達していないのが現状であり、県内の全小・中学校に学校司書を常勤配置するために

は、国のより一層の財政支援が必要となります。 
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④ ＪＥＴプログラムコーディネーターの配置にかかる財政支援の拡充 

○ 本県では、令和元年度に県内 17市町のうち８市町の小・中学校において、ＪＥＴ

プログラムにより 35人の外国人のＡＬＴが招致されています。 
 

○ こうしたＡＬＴを学校に円滑に受け入れるためには、ＪＥＴプログラムコーディネ

ーター等が住居手配などの生活支援を丁寧に行う必要があることから、平成２６年度

から行われているＪＥＴプログラムコーディネーターの配置費用に係る特別交付税

措置を拡充するなど、より一層の配置促進を図る必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【所管府省】文部科学省（初等中等教育局） 

【県関係課】義務教育課 



-  144 -  

 

 

(3) 教育の情報化の推進 

 

【提案・要望事項】 

① 学校のＩＣＴ環境整備や維持のための財政支援の拡充を図ること。 

②  教育のＩＣＴ化に対応した教員の研修・指導体制の充実を図ること。 

 

【現状・課題】 

① 学校のＩＣＴ環境整備や維持のための財政支援の充実 

○ 最先端のＩＣＴ環境を効果的に活用し、教師・児童生徒の力を最大限に引き出すた

めには、多様な子供たち一人一人に個別最適化され、資質・能力が一層確実に育成で

きる学校のＩＣＴ環境の一層の整備が不可欠です。 
 

○ 国においては、「教育のＩＣＴ化に向けた環境整備５か年計画（2018～2022年度）」

を策定し、高速大容量の通信ネットワークを整備するとともに、全ての小・中学校で

１人１台の端末が整備されるよう、ＧＩＧＡスクール構想の実現に向けた動きを加速

させています。 
 

○ しかしながら、全ての児童生徒がこうしたＩＣＴ機器を効果的に活用するためには、

機器導入時に多額の費用が必要となるだけでなく、導入後も一定の維持・更新費用が

必要となることから、ＩＣＴ環境整備５か年計画が終了し、地方交付税措置が終了す

る 2023年度以降も、国の継続的な財政支援が必要です。 
 

○ さらに、新型コロナウイルス感染防止のための臨時休業など、緊急事態時の学習面

からの児童生徒へのサポートとして、家庭におけるオンライン学習を促進するととも

に、学校同士を遠隔システムでつなぎ、離島の小規模校等の児童生徒が多様な意見や

考えに触れ、協働して学習に取り組むことができる先端技術を活用した遠隔教育を効

果的に実施するためには、ＩＣＴ環境のより一層の充実を図る必要があります。 
 

② 教育のＩＣＴ化に対応した教員の研修・指導体制の充実   

○ １人１台端末整備など急速に進展する教育のＩＣＴ化に対応するためには、指導を

行う教員自身がＩＣＴ機器を効果的に活用できるスキルを身に付けた上で、児童生徒

を指導する必要があります。 
  

○ 本県においては、国の教職員支援機構が実施する中央研修に毎年２名程度の指導主

事を派遣していますが、全ての教員のＩＣＴ活用スキルを向上させるためには、より

多くの教員指導の中核となるリーダーを養成する必要があるため、国の中央研修の参

加定員を増員し、研修内容の充実を図る必要があります。 
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○ また、教育のＩＣＴ化に対応した指導体制を構築するためには、教員に対し的確に

機器操作等の指導・助言ができる専門的知識を持つＩＣＴ支援員等を学校に配置する

必要があり、そのためには、国の補助制度の拡充などの財政支援が必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【所管府省】文部科学省（初等中等教育局）、総務省（情報流通行政局）、 

経済産業省（商務情報政策局） 

【県関係課】義務教育課、高校教育課、教委総務課 
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(4) ＳＮＳを活用した教育相談体制の充実 

 

【提案・要望事項】 
 

児童生徒を対象としたＳＮＳ教育相談体制については、国が一元化して構築し、通

年実施すること。 

また、国による一元化でのＳＮＳ教育相談体制の構築が実現するまでの間は、相談

体制の構築を希望する自治体に対する支援策の拡充を講じること。 

 

【現状・課題】 

○ いじめを含め、様々な悩みを抱える児童生徒に対して多様な相談窓口の選択肢を用意

し、問題の深刻化を未然に防止する必要があります。 

 

○ 本県では、電話、メール、ＦＡＸ及び面談による教育相談を実施しておりますが、若

年層のコミュニケーション手段として定着しているＳＮＳを活用した教育相談体制を

構築し、定着させることは、全国的にも喫緊の課題です。 

 

○ こうしたＳＮＳを活用した相談体制については、システム維持費や人件費など、多額

の費用を要するとともに、ＳＮＳ相談に関する専門知識やスキルを備えた相談員の確保

が必要であり、県単独による通年での実施は困難な状況です。また、文部科学省による

各都道府県におけるＳＮＳ相談体制構築のための補助制度はありますが、令和元年度に

続き、今年度も新規箇所は採択されないこととなっています。 

 

○ こうしたことから、児童生徒を対象としたＳＮＳ教育相談体制については、広域によ

るスケールメリットを活用し、費用面の縮減や、相談員の継続的な確保及び育成を図る

ため、国において一元化して構築し、通年で実施することを要望します。 

 

○ また、国による一元化が実現するまでの間は、相談体制の構築を希望する自治体に対

して、財政支援の拡充や、ＳＮＳによる相談に適切な対応ができるスキルを持つ相談員

の確保及び育成のための施策を講じることを要望します。 

 

 

 

【所管府省】文部科学省（初等中等教育局） 

【県関係課】教委総務課、義務教育課、高校教育課 
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（5）外国人児童生徒の受入体制の整備 

 

【提案・要望事項】 
 

① 外国人児童生徒が円滑に学校生活及び学習活動を行うことができるよう、学校へ

の日本語指導員派遣を幅広く行うための財政支援を拡充すること。 

② 日本語指導を担当する教員等の研修システムとともに、効果的に日本語指導を行

うためのデジタル教材を開発すること。 

③ 大学の教員養成課程での日本語指導にかかる指導体制を充実させ、単位を必履修

とすること。 
 

 

【現状・課題】 

○ 本県では、外国人児童生徒が最近５年間で約 1. 5 倍に増加しております。このよう

な中、外国人児童生徒が集住する地域には、国から加配措置された日本語指導のため

の教員を８名配置するとともに、国の補助事業を活用し、日本語や生活様式の基本を

学ぶ初期指導教室を設置して、日本語指導員を配置する取組を促進しています。 

 

○ 一方、県内には、1～２名の外国人児童生徒が在籍している学校が多数あり、こうし

た外国人児童生徒が散住する地域においても、個別の児童生徒の状況に応じた指導を

行うために、現在県から延べ 27名程度の日本語指導員を派遣していますが、十分とは

いえない状況にあります。今後外国人児童生徒は急速に増加することが見込まれるた

め、こうした日本語指導員の派遣をより一層推進する必要があり、そのためには国に

おいて新たな補助事業を創設するなどの財政支援の拡充が不可欠です。 

 

○ また、日本語指導を担当する教員等の資質向上のためには、国の教職員支援機構が

実施する中央研修の定員を増員し、学校において日本語指導の中心となるリーダーを

養成するとともに、専門知識が十分でない教員でも効果的に日本語指導を行うことが

できるように、教科書の本文を多様な母語へ翻訳したり、視覚的理解を促す動画を再

生できるデジタル教材を、国において開発する必要があります。 

 

○ さらに、教員に採用される前から日本語指導に関する知識等を習得し、学校での指

導に生かすことができるようにするため、大学の教員養成課程での日本語指導にかか

る指導体制を充実させ、単位を必履修とすることが必要です。 

 

【所管府省】文部科学省（総合教育政策局） 

【県関係課】義務教育課 
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(6) 魅力ある県立高校づくりの推進 

 

【提案・要望事項】 

「地域との協働による高等学校教育改革推進事業」について、意欲ある学校が確実

に教育改革に取り組むことができるよう指定校数を拡充するなど、県立高校魅力化推

進のための施策の充実を図ること。 

 

【現状・課題】 

○ 令和元年度からの新規事業である「地域との協働による高等学校教育改革推進事業」

は、生徒が予測不可能な未来を切り拓くために必要な資質・能力を身に付け、地域への

課題意識や貢献意識をもち、地域ならではの新しい価値を創造することなどを通して、

新たな時代を地域から支える人材の育成ができるという点で、今後ますます重要となる

事業であると考えています。 

 

〇 本県においては、昨年度、高松北高校がグローカル型に採択され、この事業に取り組

んでおりますが、県全体の高校教育改革を実現するためには、より多くの学校がこのよ

うな先進的な事業に取り組み、互いに刺激を受けながら切磋琢磨することも必要です。

平成１４年度に開始されたスーパー・サイエンス・ハイスクール（ＳＳＨ）事業では、

初年度には２６校であった指定校が、令和元年度には 212校まで拡充されており、本県

でもこれまで３校が指定を受け、県内の理数教育を牽引しています。 

 

○ 今後、多くの高校が、「地域との協働による高等学校教育改革推進事業」の指定校に採 

択されることで、各校の取組が有機的に関わり合い、教育改革を効果的に推進していく

ことができることから、事業の継続及び指定校数の拡充を要望します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【所管府省】文部科学省（初等中等教育局） 

【県関係課】高校教育課 
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24 特別支援教育の充実について 

 

 

【提案・要望事項】 
 

 ① 個々の障害の状況に応じたきめ細かな指導や支援を行うために、義務標準法に定

める特別支援学級や特別支援学校の学級編制基準を引き下げること。 

 

 ② 高校の特別支援教育推進のために、特別支援教育加配を創設するとともに、通級

の加配増をすること。 

 

 ③ 医療的ケアが必要な幼児児童生徒のための看護師配置のための補助を引き続き

拡充するとともに、医療的ケアを必要とする児童生徒が在籍する学校に看護師を定

数措置できるよう、学校教育法に位置付け、配置基準に新たに看護師を位置付ける

措置を講じること。 

 

 ④ 小・中学校の特別支援教育支援員の適切な人員の配置を図るため、地方交付税措

置の拡充とともに、特段の財政支援を行うこと。 

 

 ⑤ 障害のある児童生徒の個々のニーズや障害特性に応じた学習支援を行うために、

出入力支援機器を含む学校のＩＣＴ環境整備や維持のための財政支援の充実を図

ること。 

 

 ⑥ 特別支援学校の長寿命化改良事業や改築事業について、国庫補助の算定割合を引

き上げること。また、小豆島に新設する特別支援学校について、整備計画どおりに

事業を推進できるよう、当初予算において十分な財源を確保するとともに、校内に

整備する情報通信ネットワークの事業費についても国庫補助の対象とすること。 
 

 

【現状・課題】 

① 特別支援学校の学級編制基準の引き下げ 

○ 小・中学校において特別支援学級や通級による指導を受ける児童生徒が増加し、特

別支援学校を含めた学びの場では、障害の重度化と多様化が進んでおり、個別的な対

応が必要な児童生徒が増加しています。 

 

○ 特別支援教育の理念に基づき、障害の重度・重複化や多様化に適切に対応し、児童

生徒一人ひとりの教育的ニーズに応じた、きめ細かな適切な指導と支援を行うために

は、現在の学級編制基準による教員の配置では対応が困難になっています。 
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○ こうしたことから、特別支援学級や特別支援学校については、義務標準法に定める

学級編成基準を引き下げ、十分な特別支援教育ができる教員の配置を行う必要があり

ます。 

 

② 高校における特別支援教育加配の創設 

○ 多様な障害種や障害の程度の生徒が、高校という学びの場で学ぶようになってきて

いることから、それらの生徒への教育的支援を充実させることが課題となっており、

障害により教育上特別の支援が必要な生徒の多様なニーズに対応するために、通常の

学級での特別支援教育を推進・サポートするための教員の加配が必要です。 

 

 ○ また、これまで高校における特別支援教育を推進するために行われてきた、通級の

ための加配や特別支援教育支援員の配置にかかる交付税による財政措置を一層拡充

する必要があります。 

 

③ 学校に配置する看護師の待遇改善 

○ 医療的ケアが必要な児童生徒は、特別支援学校だけでなく、小・中学校においても

増加しており、専門性の高い看護師を確保するためには、学校に配置する看護師の待

遇の改善が大きな課題となっています。 

 

○ このため、学校教育法等において学校に配置する看護師を正規の職員として規定す

るとともに、義務標準法に基づき教職員定数として算定し、国庫負担の対象とするこ

とにより、学校に配置する看護師の報酬等を充実し、安定的な人材を確保する必要が

あります。 

 

④ 特別支援教育支援員の配置にかかる地方交付税措置の拡充等 

○ 本県の公立小・中学校における通常の学級に在籍する発達障害を含む特別な教育的

支援を必要とする児童生徒の割合は、県の実態調査によると、平成 26年度は 8.3％、

平成 29年度は 7.8％と依然として高い状況にあります。 

 

○ このような児童生徒に対する学校生活上の介助や学習活動上の支援などを行うた

めに、各市町が小・中学校に配置している特別支援教育支援員は、児童生徒の学習及

び生活習慣の形成や発達障害のある児童生徒への個に応じた対応等の面で成果を挙

げています。 

 

○ 平成 28 年度から障害者差別解消法が施行され、合理的配慮の提供が義務付けされ

るとともに、障害のある者に対する支援のために必要な教育環境が整備されることが

求められており、インクルーシブ教育システムの構築に向けては、特別支援教育支援
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員の果たす役割はますます重要になっています。 

 

○ こうしたことから、特別支援教育支援員については、小・中学校において適切な人

員の配置ができるように、地方交付税措置のより一層の拡充が必要です。 

 

⑤ 特別支援教育のＩＣＴ環境の整備 

○ 特別支援学校におけるＩＣＴ機器の整備については、教育のＩＣＴ化に向けた環境

整備５か年計画や令和元年度補正予算のＧＩＧＡスクール構想整備事業により、学校

の設置者が行う初期投資に一定の財政支援が実現し、学習活動の充実を図ることとし

ています。 

 

○ 特別支援教育へのＩＣＴ機器の導入、整備に当たっては、情報通信ネットワークの

整備やタブレット端末の導入に加えて、児童生徒一人ひとりの障害の状況に合わせて、

個々のニーズに応じた出入力支援機器が必要になります。 

 

○ こうしたことから、障害のある児童生徒に応じた出入力支援機器を整備するための

財政支援が必要になるとともに、ＩＣＴ機器については、導入後の維持や更新の費用

が必要となることから、令和３年度以降も国の財政措置の継続や拡充が必要です。 

 

⑥ 特別支援学校の施設整備にかかる財政支援 

○ 知的障害者である児童生徒に教育を行う特別支援学校については、児童生徒数が増

加し、特別教室を普通教室に転用する等により、教育上の支障が生じないように対応

しています。 

 

○ 特別支援学校の児童生徒数の増加に伴い、教室不足の解消を図るために余裕教室や

廃校等の既存施設を特別支援学校の施設に改修する場合は、令和２年度から６年度ま

での５年間に限り、国庫補助の算定割合が１／３から１／２に引き上げられ、国の財

政支援が拡充されています。 

 

 ○ 一方、特別支援学校については、今後、老朽化した校舎等の長寿命化改良事業が必

要になるとともに、長寿命化改良事業ができない校舎等は、やむを得ず改築しなけれ

ばならなくなることが見込まれます。 

 

○ 計画的に短期間で教室不足の解消を行うためには、並行して実施する長寿命化改良

事業や改築事業の国庫補助の算定割合の引き上げを行い、事業が円滑に実施できるよ

うにする必要があります。 
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 ○ また、本県では、離島（小豆島）における特別支援教育の充実を図るため、小豆島

に新しい特別支援学校を設置することを計画しており、令和５年４月の開校を目指し

て、本年度は造成工事や校舎等の設計を行い、令和３年度から４年度にかけて校舎等

の建築を行う予定で事業を推進しています。 

 

 ○ 小豆島に新設する特別支援学校について、整備計画どおりに校舎等が建築できるよ

う、当初予算において必要な財源を確保されるとともに、新設の特別支援学校につい

ても、令和元年度の国の補正予算と同様に、校内の情報通信ネットワーク整備事業費

を国庫補助の対象とすることを要望します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【所管府省】文部科学省（初等中等教育局、大臣官房文教施設企画・防災部）、 

総務省（自治財政局） 

【県関係課】特別支援教育課、義務教育課、高校教育課 
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25 公立学校施設の整備にかかる予算総額の確保について 

 

 

【提案・要望事項】 

公立学校施設の整備に当たっては、各自治体が年度当初から整備計画どおりに事業

を進めることができるよう、当初予算において十分な財源を確保すること。 

小中学校の体育館に空調設備を整備する自治体が、多額の自己財源を負担する必要

が生じないよう、学校施設環境改善交付金の制度を拡充すること。 

 

【現状・課題】 

○ 小中学校等における施設整備は、設置者負担の原則のもと、小中学校や特別支援学

校の小中学部の校舎、体育館、寄宿舎の新増築事業には国庫負担金制度が、また、耐

震化や老朽化対策、その他教育環境整備事業については交付金制度が国において設け

られており、各市町等では、これらの制度も活用しながら施設整備を進めています。 

 

○ 公立学校施設整備にかかる国の予算額は、平成 24年度以降減少傾向が続いており、

令和 2 年度当初予算においても、令和元年度当初予算と比較して 440億円以上減少し

ています。また、令和 2 年度当初予算のうちの約 4 割が令和 2 年度までの時限で臨時・

特別に措置された、防災・減災、国土強靭化関係に使途が限定された予算であること

から、その時限延長がない場合、3 年度当初予算はさらに厳しいものとなることが予

想されます。 

 

○ 今後、施設の老朽化対策や耐震化、学校統廃合等に伴い増大する施設整備に適切に

対応し、安全・安心かつ特色ある教育環境など学校施設の質的向上を図るため、新増

築事業はもとより、改築事業、長寿命化改良事業、大規模改造事業、給食施設整備等

について、各自治体が計画する全ての事業が年度の早期から確実に実施できるよう、

当初予算において必要な財源の確保を要望します。 

 

○ また、小中学校の体育館については、近年、夏場の記録的な猛暑が続いているなか

で、体育の授業や部活動中に熱中症となり救急搬送される事案なども発生しており、

児童生徒の健康を最優先に考え、安全に体育館を利用するためには、エアコン等の空

調設備を体育館に整備することが急務となっています。 

 

○ さらに、小中学校の体育館は、豪雨や地震等による災害発生時の避難所に指定され

ている施設が多く、発災の季節によっては、熱中症や低体温症の発症などが懸念され
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ることから、エアコン等の空調設備の整備が不可欠です。 

 

○ 小中学校の体育館への空調設備の整備については、学校施設環境改善交付金の対象

とされていますが、床面積当たりの補助単価は、施工単価が高額となる体育館の場合

でも、普通教室と同一の単価が適用されることから、整備する自治体が多額の負担を

要するため、学校施設環境改善交付金の制度の見直しを要望します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【所管府省】文部科学省（大臣官房文教施設企画・防災部） 

【県関係課】教委総務課 
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26 スポーツの振興について 

 

 

【提案・要望事項】 
 

①  都道府県が行う競技力向上対策や競技施設の充実に対する国の支援の強化を図

ること。 

 

②  「スポーツ・イン・ライフ」を推進するため、生涯スポーツ事業の充実に対する

国の支援の強化を図ること。 
 

 

【現状・課題】 

①  都道府県が行う競技力向上対策や競技施設の充実 

○  スポーツの国際大会等での郷土選手の活躍は、県民に勇気や感動を与えるものです。 

 

○ 東京オリンピック・パラリンピック競技大会に向け、国全体で選手の育成強化が進め

られています。本県としても、従前からの取組に加え、これを踏まえたトップアスリー

ト育成に向けた取組を強化しているところですが、大会終了後も、こうした取組が維持・

継承されていくことが重要と考えています。 

 

○ 本県では、国際舞台で活躍できる選手を育成するため、優れた素質を持つ小・中学生

を発掘し、継続して育成・強化を行い、日本代表へとつなぐシステムを先駆的に構築し

てきました。その成果として、陸上やフェンシングなどの競技種目で、東京オリンピッ

ク競技大会における活躍が期待できる選手を輩出しています。また、パラリンピックに

ついては、有望な選手を強化指定し、競技力向上の支援に取り組んでいます。こうした

取組は、我が国の競技力向上に寄与するものであり、東京オリンピック・パラリンピッ

ク大会終了後もこれを継続・発展させることは、我が国の競技力向上に大きく貢献する

と考えていることから、本県が実施している競技力向上対策に対する国の財政的支援を

要望します。 

 

○ また、競技力の向上を図るためには、レベルの高い試合を身近に観戦できる環境や、

各競技団体が要望する新たな競技大会を開催できる環境を整える必要があることから、 

県立スポーツ施設の充実や機能強化のための改修事業に対する国の財政的支援を要望し

ます。 
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②  生涯スポーツ事業の充実 

○ 国民が生涯にわたり健康で生きがいのある生活を送るためには、ライフステージに応

じたスポーツ活動に取り組める環境を整備していくことが重要です。誰もがスポーツに

興味・関心を持ち、生涯にわたりスポーツを楽しむことができる機会を提供するため、

本県では、スポーツ振興くじ助成を受け県民スポーツ・レクリエーション祭など、スポ

ーツイベントを開催しています。今後も、多様な事業を展開していくその財源として鍵

となる本助成金の拡充を要望します。 

 

○ 生涯スポーツ活動を推進していく上で、地域のスポーツ活動の拠点となる「総合型地

域スポーツクラブ」の役割は今後ますます重要になります。本県では、学校における運

動部活動の地域移行の受け皿としても大いに期待しているところであり、令和３年度か

ら運用開始される総合型地域スポーツクラブの登録・認証制度を推進するための体制づ

くりをはじめ、クラブの運営、活動支援を一層充実させるための財政的支援を要望しま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【所管府省】文部科学省（スポーツ庁） 

【県関係課】障害福祉課、保健体育課 
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27 少子化対策・子育て支援について 

（1）子ども・子育て支援制度の充実及び保育士人材等の確保 

 

【提案・要望事項】 
 

① 子ども・子育て支援制度の充実について 

子ども・子育て支援制度の充実に向けた財源確保を確実に行うこと。 

幼児教育・保育の無償化の実施に当たり、地方自治体における財政運営及び待機 

児童の解消等に支障が出ることがないよう、財源確保を確実に行うこと。 

 

② 保育士人材等の確保について 

保育施設や放課後児童クラブについては、共働き世帯の増加等により、入所定員 

を上回る需要が生じており、施設整備等を図っているものの、その需要に見合う保

育士や放課後児童支援員の確保が不十分であることから受入れに制約が生じてい

る。そのため、保育士等のさらなる処遇改善及び再就職支援等の多様な取組による

人材確保対策をさらに強化するとともに、これらの取組を行うための財源確保を確

実に行うこと。 

 

③ 感染症などの対策実施時における保育士等に対する支援について 

新型コロナウイルス感染症等の感染拡大防止のため、学校が臨時休業している場

合においても、保育所等及び放課後児童クラブにあっては、保護者が働いており、

家に一人でいることができない年齢の子どもが利用するものであることから、保育

の提供の縮小等を行いながらも、原則開所している。医療従事者や社会の機能を維

持するために就業を継続することが必要な者、ひとり親家庭などで仕事を休むこと

が困難な者の子ども等の保育を担っている保育士、放課後児童支援員等に、特殊勤

務手当の支給をするための財政措置を講じること。 
 

 

【現状・課題】 

① 子ども・子育て支援新制度の充実について 

○ 子ども・子育て支援新制度については、国会審議等を通じて、「量的拡充」と「質

の改善」を実現するため、１兆円超の財源が必要とされていますが、国と地方あわせ

て消費増税分 0.7 兆円程度が確保されたのみであり、不足する 0.3 兆円超分の確保の

目処が立っていないことから、財源を確実に確保する必要があります。 

 

○ 幼児教育・保育の無償化については、令和元年 10月 1 日から３歳から５歳までの児

童を対象に実施されていますが、幼児教育・保育の質と量の確保を図るとともに、地

方に実質的な負担が生じないよう、必要な安定的財源を確実に確保する必要がありま

す。 
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② 保育士人材等の確保について 

○ 本県では、保育士研修事業や保育士人材バンク等の事業を行い、保育士の確保など

に努めているところですが、保育士不足により保育所等での受け入れ体制に制約が生

じていること等から、保育所等利用待機児童が発生しております。 

 

○ 子ども・子育て支援制度における教育・保育の提供体制を整え、待機児童を解消す

るためには、全職種と保育士の賃金格差を是正し、保育士のさらなる処遇改善を図る

とともに、潜在保育士の再就職支援事業等の多様な取組を継続的に強化する必要があ

ります。 

 

○ 特に、保育士の処遇改善については、平成 25年度からこれまでに約 14パーセント

の賃金改善が行われ、加えて、平成 29年度から、リーダー的役割を担う職員に対し月

額最大４万円の加算が行われていますが、令和元年６月の賃金構造基本統計調査によ

ると、本県の月間給与額は、全産業の約 31万円に対し、保育士は約 22万円と、依然

として差があることから、なお改善の必要があります。 

 

○ また、放課後児童クラブにおいても、施設整備等を図っているものの、放課後児童

支援員の不足により受け入れ体制に制約が生じていることから、待機児童が発生して

おり、支援員の処遇改善等人材確保のための取組を支援する必要があります。 

 

○ こうしたことから、国においては、これらの取組を支援する恒久的な財源を早急に

確保する必要があります。 

 

③ 感染症などの対策実施時における保育士等に対する支援について 

○ 新型コロナウイルス感染症等の感染拡大防止のため学校が休業した場合においても、

保育所等及び放課後児童クラブにあっては、保護者が働いており

齢の子どもが利用するものであることから、登園や利用の自粛を働き

 

 

○ 特に、医療従事者や社会の機能を維持するために就業を継続することが必要な者、

ひ 休むことが困難な者の子ども等の保育の確保は、新型コロ

保に不可欠です。 

 

○ 保育士や放課後児童支援員等は感染防止対策の徹底に努めていますが、感染のリス

クが高いと言われる３密（密閉・密集・密接）の状態を避けながら保育を実施するの

は、業務の性質上、大変困難な状況です。 
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○ このように、感染のリスクに晒されながらも、国民生活を支えるため業務に従事し

ている保育士や放課後児童支援員等について、処遇改善をはじめとする支援の必要が

あります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【所管府省】厚生労働省（子ども家庭局）、内閣府（子ども・子育て本部） 

【県関係課】子ども家庭課、総務学事課、義務教育課 
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（2）結婚から妊娠・出産を経て子育てまでの切れ目のない支援 

 

【提案・要望事項】 

① 地域の少子化対策への財政支援について 

地域の実情に応じた真に必要な少子化対策を継続・強化して実施できるよう、地

域少子化対策重点推進交付金の拡充と運用の弾力化を行うこと。 

② 子育て支援の充実について 

子育て支援施策に対する支援の拡充を行うこと。特に、少子化対策のためには多

子世帯への支援が非常に重要であることから、多子世帯に対する経済的負担の軽減

に重点を置いた支援となるようにすること。 

③ 乳幼児医療の国における制度化について 

国の責任において、子どもの医療に関わる全国一律の制度を創設すること。 

④ 子どもの貧困対策の推進について 

地域の実情に応じた子どもの貧困対策が継続的に推進できるよう、地域子供の未

来応援交付金の恒久化と運用の弾力化を行うとともに、都道府県別に比較できる子

どもの貧困にかかる基礎データの算出と情報提供を行うこと。 

 

【現状・課題】 

① 地域の少子化対策への財政支援について 

○ 国において、少子化は喫緊の課題と認識されているところですが、地方においても

少子化対策は切実な問題であり、地域のニーズに応じ、地域の資源を活用した取組を

推進することが求められています。 

 

○ 地域の実情に応じた結婚支援などの少子化対策の強化に向けて、「地域少子化対策

重点推進交付金」等による支援制度がありますが、複数年度にわたる同一事業を対象

とするなど、長期的な視点での事業の継続実施が可能な財政的支援が望まれます。 

 

② 子育て支援の充実について 

○ 本県では、第３子以降の就学前児童の保育料について所得に応じた減免や、第２子

３歳未満児及び第３子以降就学前児童を対象とした病児・病後児保育料の無料化を行

ってきました。 

  また、昨年 10月からは、幼児教育・保育の無償化が実施され、保育所等利用者の負

担が一定軽減されたものの、子育てにかかる経済的負担の解消には至っていないこと

から、効果的な少子化対策について幅広く検討し、特に、多子世帯における経済的負



-  161 -  

 

担のより一層の軽減措置等、子育て支援の充実のための新たな措置を講じる必要があ

ります。 

 

③ 乳幼児医療の国における制度化について 

○ 本県では、独自の乳幼児医療費助成制度を設けて市町への補助を行っていますが、

国においても、子育て家庭に対する経済的支援の充実を図るため、国の責任において、

子どもの医療に関わる全国一律の制度を創設する必要があります。 

 

④ 子どもの貧困対策の推進について 

○ 地域の実情に応じた子どもの貧困対策に取り組むためには、「地域子供の未来応援

交付金」の恒久化や弾力的な運用等を行う必要があります。 

 

○ 子どもの貧困対策を総合的に推進するため、本県では、「第２期香川県子どもの貧

困対策推進計画」を策定し、様々な施策に取り組んでいるところですが、より効果的

な支援施策を実施するためには、国が主体となって、都道府県別に比較できる基礎デ

ータを算出し、自治体への情報提供を行う必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【所管府省】厚生労働省（子ども家庭局）、内閣府（子ども・子育て本部） 

【県関係課】子ども政策課、子ども家庭課 
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（3）児童虐待防止対策の強化 

 

【提案・要望事項】 
 

児童虐待防止対策の強化に向け、児童相談所及び市町村の体制強化、専門性の強化

に資する財政措置も含め、一層の支援を行うこと。また、切れ目のない相談・支援体

制を確保するため、全国の児童相談所などで共通して活用できるアセスメントツール

の開発など、自治体をまたがる児童虐待事案に確実に対応できる仕組みづくりを行う

こと。 

児童相談所への医師の配置については、地域の実情に沿ったものとするとともに、

国の責任において十分な確保対策及び財政措置を講じること。 

また、児童入所施設措置費に係る財政措置を充実させ、社会的養育体制の充実を図

ること。 
 

 

【現状・課題】 

○ 児童相談所における児童福祉司等の配置については、地方交付税措置の改善が一定

図られてきましたが、児童虐待相談対応件数が年々増加するとともに、昨年４月に施

行された改正児童福祉法施行令において、児童福祉司等の配置標準がさらに引き上げ

られたことから、一層の体制強化及び専門性強化に向け、支援策の検討及び財政措置

を含めた環境整備が求められます。 

○ また、「児童虐待防止対策体制総合強化プラン」（新プラン）により、全ての市町村

は、児童等に対する必要な支援を行う「子ども家庭総合支援拠点」を令和４年度まで

に設置するとされたことから、市町職員の専門性向上のための支援を促進することが

必要です。 

○ さらに、自治体をまたがる転居を伴う児童虐待事案については、全国的に共通の認

識のもとで、確実に対応する必要性があることから、児童相談所と関係機関の間でリ

スク評価の統一を図るためのアセスメントツールの開発、虐待対応に係る判断基準の

作成などの環境整備が必要です。 

○ 改正児童福祉法において求められる、児童相談所への医師の配置については、地方

によっては偏在が大きく、虐待等に精通した人材の確保が困難であることから、非常

勤や兼務による配置を認めるなど、地域の実情に沿ったものとするとともに、国の責

任において、十分な確保対策及び財政措置を講じることが必要です。 
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 ○ また、児童虐待への対応強化に伴い、一時保護や施設入所措置、里親委託等の必要

な児童の増加が見込まれることから、社会的養育体制の充実に向け、児童入所施設措

置費について、さらなる財政措置の充実が求められます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【所管府省】厚生労働省（子ども家庭局） 

【県関係課】子ども家庭課 
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28 認知症施策の推進について 

 

 

【提案・要望事項】 
 

① 認知症施策推進大綱に沿った認知症施策を着実に推進できるよう十分な財源措

置を講じること。 

② 国において認知症予防に関する研究を進め、認知症の発症予防に関する取組手法

の確立を図ること。 

③ 認知症初期集中支援チーム員や認知症地域支援推進員の研修体制の充実を図る

とともに、財政措置の充実確保を図ること。 

④ 認知症疾患医療センターの運営財源を確保すること。 

⑤ 若年性認知症支援コーディネーターの運営に関する支援を行うとともに、若年性

認知症の人の発症初期段階から本人の症状にあわせた就労支援等を行うこと。 
 

 

【現状・課題】 

○ 高齢化の進展に伴い、本県においても認知症高齢者が増加しており、第７期香川県高

齢者保健福祉計画の策定に当たり、厚生労働省の将来推計を参考に試算したところ、本

県における認知症高齢者の数は、令和２年には約５万１千人、令和７年には約５万６千

人となる見込みです。 

国においては、認知症の発症を遅らせ、認知症になっても希望を持って日常生活を過

ごせる社会を目指し、認知症の人や家族の視点を重視しながら「共生」と「予防」を車

の両輪として施策を推進する「認知症施策推進大綱」に基づき、認知症施策が総合的に

推進されているところであり、今後も認知症施策を着実に推進できるよう十分な財源措

置を講じることが必要です。 

 

○ 認知症については、正しい知識と理解に基づく本人や家族への支援や早期からの適切

な診断や対応はもとより、認知症の発症を遅らせるよう早くから予防に取り組むことが

必要です。本県では、平成 28年度から、新オレンジプランにおいて認知症予防に効果が

あるとされる「運動・栄養・社会交流」の三位一体による認知症予防を全県展開・普及

する「認知症予防三位一体推進事業」に取り組んでいます。国においては、いまだ病態

解明が不十分である認知症の根本的治療薬や予防法についての研究を強力に進める必要

があります。 
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○ 市町村の地域支援事業の包括的支援事業として位置付けられている認知症総合支援事

業に関し、早期診断・早期対応を担う認知症初期集中支援チームや、医療機関・介護事

業所間の連携、認知症の人や家族の支援などを行う認知症地域支援推進員について、必

要な地域に配置できるよう研修体制の充実と財政措置が必要です。 

 

○ 地域の認知症治療の中核となる認知症疾患医療センターの運営にかかる補助金につい

ては、医療機関との信頼関係や事業の執行に支障がないよう、引き続き、十分な財源措

置を講じ、運営財源が確保されることが必要です。 

 

○ 認知症施策推進大綱において、若年性認知症の人の医療・福祉・就労の総合的な支援

を実施するため、「若年性認知症支援コーディネーター」を都道府県ごとに設置すること

とされ、本県においても平成 29年度から設置しているところです。若年性認知症の人に

ついては、生活費や子どもの教育費など経済的な問題も大きく、障害者手帳を受ける前

の発症初期段階から雇用の継続、就労などについて適切な支援が必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【所管府省】厚生労働省（老健局） 

【県関係課】長寿社会対策課 
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29 健康づくりの推進について 

 

 

【提案・要望事項】 

① 生活習慣病を予防し、健康の保持増進と医療費の適正化を図るためには、子ども

の頃からの生活習慣病予防対策が必要である。本県では、小学生及び中学生を対象

とした血液検査を実施するなど、生活習慣の改善に向けた先駆的な取組を進めてお

り、国において財政的、技術的支援を行うこと。 

② 小・中学生を対象とした血液検査については、全国的規模で調査を行うことが 

より有効な対策の検討につながるため、国において制度化を検討すること。 

③ 血液検査により得られたデータを分析のうえ、各学校における指導を充実させる

ために、これを担う養護教諭や栄養教諭の増員などについても支援を検討するこ

と。 

④ ＨＰＶワクチンは予防接種法に基づく定期接種のワクチンであることを､接種対

象年齢の者に対して情報提供を行うこと。 

 

【現状・課題】 

○ 生活習慣病による死亡割合や医療費に占める割合が高いなか、生活習慣病対策は喫緊

の課題です。生活習慣病を予防するためには、子どもの頃から望ましい生活習慣を身に

つけるとともに、指導が必要な子どもに対しては、早期に対応して健康な状態に戻す必

要があります。 

 

○ 本県では、平成 24年度から、市町が実施する小学生を対象とした生活習慣病予防健診

の血液検査に要する経費に対して補助を行っており、こうした取組の中で、約１割の子

どもに肥満や脂質異常があり、これらは、不適切な食習慣や運動不足と関連が深いこと

が判明しました。この結果を受けて、学校保健と地域保健が連携協力して、効果的な保

健指導を行うための学校関係者等に対する研修や保護者・児童に対する出前講座などの

取組を進めるとともに、本県で作成した健康教育用のＤＶＤ等を活用して予防健診の事

前・事後指導なども全県的に展開しているところです。 

 

○ 加えて、小学生の時から思春期に至るまでの肥満の改善が、将来の２型糖尿病の発症

に大きく影響することから、令和元年度からは、中学生にも対象を拡大し小児生活習慣

病予防健診を実施しており、未来を担う子どもたちの健康を守るための先駆的な取組と

して国の財政的・技術的支援が必要です。 
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○ また、香川大学医学部においては、本県の小児生活習慣病予防健診を活用して、家族

性高コレステロール血症を早期に発見し、治療を行う臨床研究を進めており、今後国に

おいて、全国的な規模で小・中学生の血液検査を行うことにより、より有効な対策の検

討や研究の一層の進展につながるという効果が期待できます。 

 

○ 学校においては、血液検査の結果と生活習慣が深く関連していることを児童生徒や保

護者に提示することができ、食生活の改善や運動習慣を身につけさせる指導がより一層

効果的に行えます。そのためには、これを担う養護教諭や栄養教諭の増員が必要であり、

国の支援をお願いします。 

 

○ ＨＰＶワクチンの接種は現在積極的勧奨を行っていませんが、定期接種であることを

知らない対象者及び保護者が多い状況を踏まえ、対象年齢であれば自己負担なしで接種

できることを､国において情報提供することをお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【所管府省】厚生労働省（健康局、子ども家庭局）、文部科学省（初等中等教育局） 

【県関係課】健康福祉総務課、保健体育課 
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30  医療・介護の総合的な充実確保について 

（1）地域医療介護総合確保基金の柔軟な活用 

 

【提案・要望事項】 
 

① 地域医療介護総合確保基金については、医療従事者の確保や介護施設の整備な

ど、地域の医療や介護の課題解決に資する事業を継続して実施するため、地方負

担のない制度とするとともに、事業執行に必要な財源を確保すること。 

 

② 対象事業について、市町や関係団体等と十分な検討・調整のうえ、年度当初か

ら事業執行できるよう、事業メニュー提示から交付決定までの国のスケジュール

をできるだけ早期化すること。 

 

③ 当該基金の執行に当たっては、地域の実情に応じて、事業区分間や年度間での

調整を柔軟にできる制度とすること。特に、医療分においては、区分１「地域医

療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する事業」に重点配分

する方針が示されているが、地域医療構想の達成には、区分１のほか、「居宅等

における医療の提供に関する事業」（区分２）、「医療従事者の確保に関する事

業」（区分４）も併せて実施する必要があることから、区分間の配分は、都道府

県の要望額に応じたものとすること。 

 

④ 個別の基金事業は、国が設定した標準事業例や標準単価（補助単価）等を基に、

地域の実情に応じて自主性を反映した自由度の高いものとすること。 
 

 

【現状・課題】 

○ 地域医療介護総合確保基金は、消費税増収分を活用し、地域における医療及び介護を

総合的に確保するため、平成 26年度に各都道府県において設置され、国２／３、都道府

県１／３の負担割合で同基金への積み立てが行われていますが、医療従事者の確保や介

護施設等の整備など、地域の医療や介護の課題解決に資する重要な事業に継続的・計画

的に取り組むため、地方負担のない制度とするとともに、事業執行に必要な額を確保す

ることが必要です。 

 

〇 また、基金にかかる毎年度の国の交付金の内示及び交付決定は、これまでのところ、

多くは年度後半となっており、基金事業を年度当初から早期に執行することができませ

ん。基金事業を実効性のあるものにするため、国のスケジュールをできるだけ早期化す

る必要があります。 

 

○ さらに、地域医療介護総合確保基金の執行に当たっては、６つの事業区分間や、年度

間の調整を柔軟にすることにより、基金制度のメリットを生かせるよう、地域の実情に

応じた自由度の高いものとする必要があります。特に、医療分においては、区分１に重
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点配分する方針が示されており、都道府県の区分２及び４の要望額は全国的に大幅な減

額調整が行われ、真に必要な額を確保することが困難な状況です。病床の機能分化・連

携を進めるためには、居宅等における医療の提供や医療従事者の確保についても併せて

推進する必要があり、区分１のみを重点配分するのではなく、都道府県の要望額に応じ

た配分とする必要があります。 

 

〇 医療分については、平成 29年度計画から、原則として国が設定した標準事業例や標準

単価に基づき事業を計上することとされており、地域の実情に応じた基金事業の実施に

支障がでる懸念があります。また、介護従事者確保分については、一部の事業メニュー

において、従前の国庫補助事業の振替事業に限定されていたり、事業所等への補助要件

や補助金額が国で設定されるなど、地域がそれぞれの実情に応じて実施することが困難

な場合があります。個別の基金事業の実施に当たっては、地域の実情に応じた自由度の

高いものとする必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【所管府省】厚生労働省（医政局、老健局） 

【県関係課】医務国保課、長寿社会対策課 
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（2）地域医療構想及び病床機能報告 

 

【提案・要望事項】 
 

① 地域医療構想の実現に向けた取組や、病床の機能分化や在宅医療の充実等を促

進するため、さらなる診療報酬上のインセンティブ等の実効性のある措置につい

て、国は、引き続き都道府県と十分に協議のうえで検討すること。 

 

② 地域医療介護総合確保基金を活用し、地域医療構想の達成に向けて医療機関の

事業縮小を行う場合に、既に国庫補助金等の交付を受けて取得した財産の処分に

ついて、国庫納付を条件とせずに、財産処分の承認をすること。 

 

③ 病床機能報告制度について、都道府県間で比較可能な形で定量的な基準を導入

し、実情をより反映できるような報告制度とするために、国として一定のガイド

ラインを示すこと。 
 

 

【現状・課題】 

○ 平成 27年度以降、都道府県は、医療介護総合確保推進法に基づき、医療計画において

地域医療構想に関する事項を定めるものとされ、本県においても、平成 28年 10月に香

川県地域医療構想を策定し、その構想の実現に向けて、診療に関する学識経験者の団体

その他の医療関係者、医療保険者その他の関係者との協議の場である地域医療構想調整

会議を設け、地域医療構想の達成を推進するために必要な事項について協議を行うこと

としています。 

 

〇 地域医療構想で目指すべき将来像は、急性期から、回復期、慢性期、在宅医療・介護

に至るまで一連のサービスが切れ目なく、また過不足なく提供される体制の確保とされ

ていますが、国においては、その実現に向けた取組や、病床の機能分化や在宅医療の充

実を推進するための診療報酬上のインセンティブ等の実効性のある措置について、引き

続き、都道府県と十分に協議のうえで検討する必要があります。 

 

○ 国においては、地域医療構想の達成に向けた取組を推進するため、地域医療介護総合

確保基金の対象事業の取り扱いを整理し、地域医療構想の達成に向けた医療機関の事業

縮小の際に要する費用についても、対象事業としたところであります。 

しかし、既に国庫補助金等の交付を受けた建物の改修、取壊しが想定されることから、

事業の円滑な推進を図り、地域医療構想の達成に向けた取組を推進するためには、国庫

納付を条件とせず、財産処分を承認する必要があります。 
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○ 地域医療構想調整会議では、毎年度の病床機能報告制度の報告内容と地域医療構想に

おける必要病床数を比較して、どの機能の病床が不足しているか等を検討し、医療機関

相互の協議により、機能分化・連携について議論・調整していくこととなります。 

しかし、現状の病床機能報告制度については、病床の機能を区分する定量的な基準が

ないこと、病棟単位の報告となっていること等、地域医療構想における必要病床数と比

較する上で課題があります。 

 

○ 国の通知によると、病床機能報告について、各都道府県で地域の実情に応じた定量的

な基準を導入するとされています。これを受けて、本県では、令和元年度から、入院患

者実績調査を実施し、病床単位で入院実績を基に機能別の病床数を把握し、今後の地域

医療構想調整会議での協議に活用しております。しかしながら、都道府県ごとに異なる

定量的な基準が導入され、都道府県間での地域医療構想の推進状況の比較が困難となる

ことや、病床機能報告制度が現状のままであることで、定量的な基準を適切に病床機能

報告に反映できない事態が想定されます。 

 

○ 今後、国においては、病床機能報告制度について、医療機関の有する医療機能の実情

をより反映できる制度となるよう、また、将来的には、都道府県間の基準に大きな差が生

じない定量的な基準に基づく客観的な報告制度とすべく、病床機能報告に定量的な基準を

導入するに当たっての一定のガイドラインを示す必要があると考えます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【所管府省】厚生労働省（医政局） 

【県関係課】医務国保課 
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（3）看護職員の確保対策の充実・強化 

 

【提案・要望事項】 
 

①  看護職員の確保事業については、令和元年度に策定された看護職員需給推計結果

（中間とりまとめ）を基に、具体的な看護職員確保対策を講じること。 

 

②  都道府県が実施する看護職員確保に向けた取組に対し、地域医療介護総合確保基

金による支援を継続するととともに、長期的な観点から財政支援措置を充実するこ

と。 

 

③ 現在、新型コロナウイルス感染症への対応に腐心するなかではあるが、感染症など

の対策に対応する看護職員への支援として、以下の措置を講じること。 

 ・ 新型コロナウイルスに感染した患者に対応した、又は対応する可能性が高い看護

職員一人ひとりに対して、危険手当を支給するとともに当該看護職員が、感染拡大

のリスクを考慮して、ホテル等に宿泊して通勤した場合、宿泊費の補助を行うこと。 

 ・ 医療機関（病院又は診療所）が妊娠中の看護職員の休業に伴って代替職員を雇用

した場合に、その所要経費（賃金等）に対する補助を行うこと。 
 

 

【現状・課題】 

○ 本県の人口 10万人当たりの看護職員数は、平成 30年 12月末時点で約 1,600 人と、全

国平均の約 1,200 人を上回っていますが、大川圏域では全国平均を下回るなど、依然、

地域的な偏在があります。香川県看護協会が平成 30 年７月に県内病院を対象に実施し

た調査では、52.5 パーセントの病院が看護職員の不足感を表明しています。 

 

○ 本県の看護職員全体の離職率は、全国を下回っていますが、新卒看護職員の離職率は

全国に比べて高い状況にあるのに加え、看護職員の高齢化も進行しており、引き続き若

手看護職員の確保や医療技術の高度化・専門化に対応できる質の高い看護師を養成する

ことが求められています。 

 

○ 国が示すツールを用いて推計した令和 7 年における看護職員の需給推計では、本県の

看護職員総数は充足されるように見えていますが、地域医療構想との整合性が保たれて

いないことから、医政局看護課に対して県独自の推計も提出しています。 

 

○ 国が需給推計を基に実施する、新規養成、離職防止、復職支援等の総合的な対策が、

将来の看護職員の確保策や地域偏在対策等のより具体的な対策となりうるため、県独自

の推計を提出した事情も踏まえて、看護職員の確保対策の充実・強化を図ることが必要
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です。 

 

○ また、看護職員の地域偏在や、新卒看護職員の離職率の動向など、本県における課題

に対して、地域医療介護総合確保基金を活用して、看護職員の資質向上を図るための研

修や離職防止をはじめとする看護職員の確保の推進、医療機関と連携した看護職員確保

対策の推進、看護職員の就労環境改善のための体制整備を行っており、今後とも、対策

を継続的、安定的に実施できるよう財源確保を図る必要があります。 

 

○ さらに、全国的な感染拡大をみせる新型コロナウイルス感染症については、県民・医

療関係者が一体となって拡大防止に努めており、とりわけ医療従事者は、自身が感染す

るかもしれない不安や恐怖を感じながら職務に当たっています。なかでも 24時間、365

日患者に関わり、感染に対するリスクが甚大な中、自らの危険を顧みずに業務に従事し

ている看護職員への処遇改善をはじめとする支援が必要です。 

 

○ 加えて、４月１日に厚生労働省より「妊婦の方々などに向けた新型コロナウイルス感

染症対策」が発出され、職場での配慮等について要請されていますが、医療従事者につ

いては、テレワークが不可能なことから、妊娠中の看護職員は出勤せざるを得ない状況

があります。一般的には妊婦が肺炎を発症すると重症化する可能性があることから、妊

娠中の看護職員の休業に伴う代替職員の確保に要する経費（賃金等）に対し補助を行う

など、休みやすい勤務環境整備のための支援が必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【所管府省】厚生労働省（医政局） 

【県関係課】医務国保課 
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（4）介護人材の処遇改善 

 

【提案・要望事項】 

 
【現状・課題】 

○ 本県では、団塊の世代すべてが 75歳以上となる令和７年には介護職員は 2,465 人不足

することが予想されています。介護業務は、身体的負担が大きく、その仕事内容に比較

して賃金水準や社会的評価が低いことなどにより離職率が高い状況にあり、今後の労働

力人口の減少に伴い、人材不足が深刻化するものと懸念されます。 

 

○ 賃金改善の対策としては、平成 21年度に導入された「介護職員処遇改善交付金」が、

平成 24 年度からは介護報酬の中で人件費を加算する「介護職員処遇改善加算」として

継続され、平成 27 年度からは、従来の介護職員処遇改善加算を維持したうえで、一定

要件を満たす場合に月額１万２千円相当が上乗せされ、平成 29 年度からは、介護報酬

の改定を１年前倒しし、経験や資格等に応じ昇給制度を導入する場合さらに月額１万円

相当額が上乗せされたところです。 

さらに、令和元年度の介護報酬改定では、介護職員等特定処遇改善加算を創設し、リ

ーダー級の介護職員について、他産業と遜色ない賃金水準を実現し、経験・技能のある

介護職員に重点化を図りつつ、介護職員のより一層の処遇改善が図られてきました 。 

 

○ 厚生労働省の発表資料によれば、平成 30年９月時点の「介護職員処遇改善加算」を取

得している介護事業所で働く常勤介護職員の平均給与額は 300,970円で、前年同月に比

べ 10,850 円の増となっており、一定の成果は見られますが、加算を取得していない事

業所における「加算を取得しない理由」の 53. 2%が「事務作業が煩雑」、33. 1％が「利用

者負担の発生」となっています。 

 

○ 国においては、これら加算等の効果を十分に検証し、各事業所における処遇改善の効 

 果を介護職員が実感し、介護職員の確保・定着につながるよう、必要な見直し等を講じ  

 るとともに、介護職員の処遇改善に対して恒久的支援策を講じる必要があります。 
 

【所管府省】厚生労働省（老健局） 

【県関係課】長寿社会対策課 

労働力人口が減少するなか、介護人材の不足は、必要な介護サービスに支障を生じ、

介護保険制度の持続を困難とすることから、介護職員の安定的確保のため、処遇改善

に向けた恒久的かつ事務作業が容易な支援策を講じるとともに、各事業者における処

遇改善の効果が確実に介護職員に及ぶよう、また、利用者負担が発生しないよう、適

宜制度の見直しを行うこと。 
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（5）持続可能な介護保険制度の構築等 

 

【提案・要望事項】 

① 介護保険財源にかかる保険料と国・地方の負担割合を見直すこと。 

 

② 介護離職ゼロ施策推進に伴う介護保険料上昇の抑制にかかる配慮をすること。 

 

③ 介護保険制度の見直しにおいては、地方の意見を尊重すること。 

 

④ 保険者機能強化推進交付金及び介護保険保険者努力支援交付金について、当該年

度に余剰となった交付金については、基金に積み立てて次年度以降にも活用を認め

るなどの弾力的な措置を講じること。  

 

⑤ 認定調査員研修について、講義はｅラーニングを標準とし、その統一プログラム

を国において構築すること。 

 

 

【現状・課題】 

○ 本県では、高齢化が進展する中、要介護等認定者数も年々増加しており、総給付費に

ついても、団塊の世代すべてが 75 歳以上となる令和 7 年度には、制度開始当初の平成

12年度と比較して約 3.2 倍に膨れ上がる見込みです。 

要介護等認定者やサービス見込量は、今後もさらに増加すると見込まれており、費用

額の増大に伴い、高齢者の介護保険料負担や税財源の乏しい自治体の負担が大きくなり、

このままでは介護保険財政自体が破綻することが懸念されています。 

 

○ 本県においても、「介護離職ゼロ」を目指す政府の方針も踏まえ、施設サービスと在宅

サービスの役割分担やバランスを図りながら計画的な基盤整備を進めてまいりますが、

一方で、施設等の整備に伴う各市町の介護保険料の急激な上昇を懸念する意見もありま

す。 

 

○ 現実に生じる深刻な課題への対応については、地方の意見を十分に尊重して、地域包

括ケアシステムの構築を一層推進し、介護保険制度が将来にわたり安定したものとなる

よう、今後とも制度の改善を図る必要があります。 

 

○ 保険者機能強化推進交付金については、これまで高齢者の自立支援・重度化防止等に

向けた保険者の取組を支援するための各種事業の事業費に充当してきたところです。ま
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た、令和２年度からは、介護保険保険者努力支援交付金が新たに創設されたところです。 

  しかしながら、市町村への交付金と異なり、都道府県への交付金の場合、当該年度事

業の事業費に充当しなかった交付金については国へ返還することとされており、市町村

を安定的に支援するためには、当該年度に余剰となった交付金について、基金に積み立

てて次年度以降も活用を認めるなど、弾力的な措置を講じることが必要です。 

 

○ 認定調査は全国統一の基準で実施されることとなっており、国からは、認定調査員研

修を実施するに当たって、「要介護認定等に関する基本的な考え方」及び「認定調査の実

施方法」については講義形式により、また、「事例検討」については検討会方式により実

施することとされ、研修時間については新規研修では４時間以上を目安とするようされ

ています。 

   同研修のうち講義形式について長時間に及ぶ研修は受講生にとって知識、情報の定着

率が低いとの声があり、また、研修を実施する県担当者の負担にもなっており、認定調

査員研修の講義形式については、国の統一プログラムによる e- ラーニングを標準とする

ことが認定調査を全国統一の基準で実施するという観点からも必要であると考えます。

この方式は今回のような新型コロナウイルス感染症対策としても有効です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【所管府省】厚生労働省（老健局） 

【県関係課】長寿社会対策課 
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（6）国民健康保険制度の改革 

 

【提案・要望事項】 
 

① 国民健康保険の都道府県単位化について 

国民健康保険制度については、財政の安定化や保険料の平準化を図る観点から、

国が全国レベルで一元化すべきものである。平成 30年度から都道府県が財政運営の

責任主体となっているが、新制度の運用状況をかんがみ、必要な見直しを行うとと

もに、平成 28年 12月 22日社会保障制度改革推進本部決定により確約した財政支援

について、国の責任において確実に実施し、今後の医療費の増嵩に耐えうる財政基

盤の確立を図るため、様々な財政支援の方策を講じること。 

また、国民健康保険制度の抱える構造的な課題を解消するためには、普通調整交

付金が担う自治体間の所得調整機能は大変重要であることから、令和３年度以降も

その機能を引き続き維持すること。 

 

② 地方単独事業にかかる国庫負担金減額調整措置の廃止について 

就学後の子ども医療、ひとり親家庭等医療、重度心身障害者等医療など地方単独

事業の実施に伴う療養給付費等負担金及び調整交付金の減額措置は極めて不合理な

措置であるため、直ちにすべて廃止すること。 

 

③ 不正請求を行った保険医療機関の処分について 

処分を受けた保険医療機関が不正請求した額等を保険者に確実に返還させること

により、不正請求に対する経済上の抑止措置が実効性を伴うものとなるよう、保険

医療機関の処分のあり方を改善すること。 

また、国においては、保険診療等の質的向上及び適正化を図るため、指導・監査

の人員体制を強化すること。 

 

④ 不正請求にかかる保険者への診療報酬返還金のうち国庫負担分の取扱いについて 

医療法人等の破産手続等により不正請求にかかる返還金等の回収が不可能となっ

た場合、不正請求にかかる保険者への返還金等のうち国庫負担部分について、保険

者が財政負担を強いられることがないよう国庫への返還を求めないこと。 

 

⑤ 子どもに係る均等割保険料軽減措置の導入について 

国民健康保険の保険料均等割については、年齢や所得に関係なく被扶養者も含め

一律に定額が賦課されており、子育て支援の観点から子どもに係る均等割保険料軽

減措置の導入について、国の責任と負担による見直しの結論を速やかにとりまとめ

ること。 
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⑥ 紹介状なしでの病院外来受診時における定額負担の対象範囲について 

国民健康保険診療施設は、地域に密着した医療に加えて保健（健康づくり）、介護、

福祉サービスまでを総合的、一体的に提供する「地域包括ケアシステム」の拠点と

して活動しており、紹介状なしでの外来受診時に生じる定額負担の対象範囲を、一

定の病床数以上の病院に一律に拡大することは、こうした役割を担う病院への患者

のアクセスを過度に制限するケースが懸念されるため、配慮すること。 
 

 

【現状・課題】 

① 国民健康保険の都道府県単位化について 

○ 平成 30年度から国民健康保険制度が都道府県単位化され、都道府県は財政運営の中

心的な役割を担うこととなりましたが、新制度の運用状況をかんがみ、必要な見直し

を行うとともに、平成 28年 12月 22日社会保障制度改革推進本部決定により確約した

財政支援について、今後も国の責任において確実に実施することが必要です。 

 

○ 今後の医療費の増嵩に耐えうる財政基盤の確立を図るため、様々な財政支援の方策

を講じることが必要です。 

 

○ 国民健康保険制度の抱える構造的な課題を解消するためには、普通調整交付金が担

う自治体間の所得調整機能は大変重要です。 

 

② 地方単独事業にかかる国庫負担金減額調整措置の廃止について 

○ 地方単独事業にかかる国庫負担金減額調整措置は、乳幼児医療、ひとり親家庭等医

療、重度心身障害者等医療など本県でも推進している福祉施策の非常に大きな阻害要

因となっています。 

 

○ 本県においては、国保の減額調整措置による影響は、平成 30年度は 478,223千円（重

度心身障害者 416,575千円、母子 43,313 千円、乳幼児・小児 18,335 千円）であり、

依然として減額調整措置は国保財政に重大な影響を及ぼしています。 

 

○ 地方自治体の懸命な取組を阻害する極めて不合理な措置であるため直ちに廃止すべ

きです。 

 

③ 不正請求を行った保険医療機関の処分について 

○ 不正請求を行った保険医療機関が指定の取消処分を受け、保険者から不正請求にか

かる診療報酬等の返還を請求した場合、当該保険医療機関は、保険診療による収入が

得られないことから、債務超過を理由とする破産手続を余儀なくされています。 
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○ 保険者は、当該保険医療機関が破産することで、不正請求にかかる診療報酬等を回

収することが事実上困難又は不可能となり、回収不能となった診療報酬等は、保険者

の大きな負担となっています。 

 

○ 不正請求を行った保険医療機関の破産により、保険者が不正請求にかかる診療報酬

等を回収できないことのないよう、例えば、監査要綱に定められた行政上の処分（指

定取消、戒告、注意）に、一定期間の保険診療の停止等を加えることが考えられます。 

 

○ 香川県内において、不正請求を行った保険医療機関が指定の取消処分を受ける事例

が続いています。保険診療等の質的向上及び適正化を図るため、保険医療機関等及び

保険医等に対する診療の内容又は診療報酬の請求に関する指導を十分に行えるよう、

国においては、指導・監査の人員体制を強化することが必要です。 

 

④ 不正請求にかかる保険者への診療報酬返還金のうち国庫負担分の取扱いについて 

○ 不正請求にかかる保険者への診療報酬返還金については、保険者が不正請求を行っ

た保険医療機関から回収できたかどうかにかかわらず、当該返還金のうち国庫負担分

は、保険者から国庫へ返還すべきものとされています。 

 

○ 不正請求を行った保険医療機関の破産により、保険者が不正請求にかかる診療報酬

返還金を回収することが事実上困難又は不可能となった場合、保険者は、保険医療機

関の指導監査を行う権限を有していないにもかかわらず、不正請求を行った保険医療

機関の代わりに国庫負担分相当額を負担することとなります。 

 

⑤ 子どもに係る均等割保険料軽減措置の導入について 

○ 国民健康保険の保険料均等割の算定については、被用者保険と異なり、年齢や所得

に関係なく被扶養者も含め一律に定額が賦課されております。 

 

○ 平成 27年 2 月の国民健康保険制度の基盤強化に関する国と地方の協議（国保基盤強

化協議会）における議論のとりまとめにより、子どもに係る均等割保険料の軽減措置

の導入について引き続き議論されているところでありますが、医療保険制度間の公平

と子育て支援の観点から、子どもに係る均等割保険料軽減措置の導入について、国の

責任と負担による見直しとする結論を速やかにとりまとめる必要があります。 

 

⑥ 紹介状なしでの病院外来受診時における定額負担の対象範囲について 

○ 国民健康保険診療施設は、無医地区等の医師不足の地域をなくす目的で設置された

医療機関として、かかりつけ医機能をはじめとする地域に密着した医療サービスを提
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供するほか、医療に加えて保健( 健康づくり) 、介護、福祉サービスまでを総合的、一

体的に提供する「地域包括ケアシステム」の拠点として活動することを目標としてい

ます。 

 

○ こうした病院において外来受診時定額負担が導入されると、地域住民の医療機関へ

のアクセスを過度に制限しかねないケースがあることから、一定の配慮を行う必要が

あります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【所管府省】厚生労働省（保険局） 

【県関係課】医務国保課  
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（7）救急医療対策の充実 

 

【提案・要望事項】 
 

① 二次救急医療機関と三次救急医療機関の間の救急医療体制における役割分担を

踏まえ、地域の救急医療への貢献度に応じた収入が確保できるよう、診療報酬制度

等を見直すこと。 

② 重篤な小児救急患者を 24 時間体制で受け入れる小児救命救急センターのうち医

療計画に位置付けられている医療機関については、地域にとって必要な役割を果た

せるよう、救命救急入院料の算定を可能とするなど、支援を行うこと。 

 

【現状・課題】 

○ 救急医療については、「救急医療体制基本問題検討会報告書」（平成９年 12月厚生省）

に基づき、一次救急医療機関、二次救急医療機関、三次救急医療機関が役割分担しつつ

協力して対応することとされています。国においては、この役割分担を前提として、救

急医療機関に対する補助金や診療報酬などの支援措置を講じています。 

 

○ 医療の高度化に伴い、二次救急医療機関については、相当に高度な医療が提供できる

医療機関がある一方、重症度の高い患者には対応できない医療機関もあり、地域の救急

医療体制において果たしている役割にばらつきがあります。 

 

○ このため、高度な医療の提供できる二次救急医療機関については、三次救急医療機関

と同程度の医療を提供しているにもかかわらず、他の二次救急医療機関と同程度の診療

報酬制度等しか受けられないため、地域の救急医療体制において果たしている役割に比

して支援が不十分となっています。 

 

○ また、小児救命救急センターの設置数は、全国で 17（R2.4.1 時点）と少ないなか、当

県では近県も含め、重篤な小児救急患者を 24時間体制で受け入れる四国で唯一の小児救

命救急センターを設置している医療機関があります。 

 

○ 当該病院は、小児医療分野における救命救急センターであるものの、救命救急入院料

の算定ができず、地域の救急医療への貢献度に応じた支援が受けられない状況にありま

す。 

 

【所管府省】厚生労働省（医政局） 

【県関係課】医務国保課 



-  182 -  

 

 

（8）骨髄等移植ドナーに対する支援の充実 

 

【提案・要望事項】 

骨髄等の移植を一層推進するため、ドナー休暇制度の法整備化を図るとともに、ド

ナー助成制度を創設すること。 

 

【現状・課題】 

○ 骨髄バンク事業は、公益財団法人日本骨髄バンクが主体となり実施されており、骨髄

等の提供に際しての検査、入院等に伴う交通費、医療費等に係るドナーの自己負担はな

く、万一、骨髄等の提供に伴い健康被害が生じた場合であっても日本骨髄バンクの団体

傷害保険が適用されるなど、ドナーの物心両面における負担軽減について様々な取組が

行われています。 

 

○ そのようななか、骨髄バンクのドナー登録者の患者とのＨＬＡ適合率は９割を超えて

いますが、そのうち移植に至るのは６割程度に留まっています。 

その原因としては、ドナーの健康上の問題のほかに、提供に係る事前の通院や入院等

のためのドナー休暇制度の導入が、一部の企業等にとどまっていることなどに問題があ

るとされています。そこで、香川県においては、ドナー休暇制度を持つ県内企業を広く

県民に周知するなど、ドナー休暇制度の普及促進に取り組んでいます。 

 

○ また、骨髄等を提供する善意の意思が尊重されるよう、現在、地方自治体においてド

ナー助成制度を設ける動きが広がっており、香川県においても、平成 30年度より助成制

度を設け、当該助成事業を実施する県内市町への補助を実施しています。 

 

○ 骨髄バンクはそもそも全国的な仕組みであり、骨髄等の移植を一層推進するためには、

国において、ドナーが骨髄等の提供を行いやすい環境整備を図ることが必要です。 

 

 

 

 

 

 

【所管府省】厚生労働省（健康局） 

【県関係課】医務国保課 
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（9）歯周疾患検診の対象年齢の拡大 

 

【提案・要望事項】 

 高齢期において健康を維持し、食べる楽しみを享受できるよう、歯科疾患や歯の喪

失を予防することを目的として、健康増進法に基づく歯周疾患検診について、現在の

対象年齢（40歳、50歳、60歳、70歳）を拡大するなど、国において、歯周病の早期

発見および予防を図るための制度の拡充を検討するとともに、財政的支援を行うこ

と。 

 

【現状・課題】 

○ 歯周病は、糖尿病、心疾患、誤嚥性肺炎など、身体のさまざまな病気に関わっている

ことから、歯と口腔の健康を維持することは生活習慣病等を予防および改善するうえで

も極めて重要です。 

 

○ 本県の調査では、25～34歳における進行した歯周炎を有する者の割合は 30.4％であり、

厚生労働省の平成 28 年歯科疾患実態調査においても、25～34 歳における進行した歯周

炎を有する者の割合は 32.4％という状況です。また、県の調査では 50 歳代における進

行した歯周炎を有する者の割合は 57.1％、国の調査においても 50～54 歳における進行

した歯周炎を有する者の割合は 54.1％で、50歳代において 2 人に 1 人以上が進行した歯

周炎を有しています。 

 

○ このような状況にかかわらず、高校卒業後から 39歳までの者に対しては現在、健康増

進法において歯周疾患検診の対象とされておらず、歯科健診体制が十分整備されていま

せん。また、40歳以上に対しては、歯科健診や適切な保健指導を行う機会を増やすこと

により、歯周病有病率の減少を図ることが必要です。 

 

○ これらのことから、国において、歯周疾患検診の対象年齢を 40歳より前の年齢にも拡

大するとともに、５歳刻みの年齢で実施するなど、歯科健診および適切な保健指導を行

う機会を拡充するとともに、適切な財政的支援が必要です。 

 

 

 

【所管府省】厚生労働省（健康局、医政局） 

【県関係課】健康福祉総務課 
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31 障害者支援の充実について 

（1）地域生活支援事業の財源確保 

 

【提案・要望事項】 

障害者総合支援法に基づく地域生活支援事業は、事業費の増加が見込まれるが、国

の国庫補助金にかかる予算が地方の実情を反映した規模に達していないため、地方が

安定的かつ積極的に施策展開を行えるよう必要かつ十分な財源措置をとること。 

 

【現状・課題】 

○ 障害者総合支援法に基づく地域生活支援事業は、障害者等がその有する能力や適性に

応じ自立した日常生活や社会生活を営むことができるよう、地域で生活する障害者等の

ニーズを踏まえ、県及び市町が地域の実情に応じた柔軟な事業形態により実施する事業

であり、国は、同法第 95条第２項第２号の規定により、予算の範囲内において、その費

用の 100分の 50以内を補助することとされています。 

 

○ 本県の地域生活支援事業の実施状況をみると、地域生活支援事業の補助対象となる事

業内容が追加されるなか、県及び市町ともに、多額の事業費を計上しており、今後も、

障害者等が地域で安心して暮らせるための支援を充実させていくことが必要であること

から、地域生活支援事業の事業費は増加することが見込まれます。 

 

○ しかしながら、本県の令和元年度決算見込みにおける地域生活支援事業の総事業費に

占める国庫補助金の割合は、31.6％となっており、国における財源措置が地方の実情を

反映した規模に達していないため、県及び市町の負担が増大し、地方財政が圧迫されて

います。 

 

○ こうしたことから、地方が安定的かつ積極的に施策展開を行えるよう、障害者総合支

援法の趣旨にかんがみ、地域生活支援事業について、国において必要かつ十分な財政支

援措置を講じる必要があります。 

 

 

 

 

 

【所管府省】 厚生労働省（社会・援護局） 

【県関係課】 障害福祉課 
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（2）精神科救急医療体制整備事業にかかる予算の確保 

 

【提案・要望事項】 

緊急な医療を必要とする精神障害者に対し、迅速かつ適切な医療を提供できるよ

う、地域の実情に応じた精神科救急医療体制を整備するため、精神科救急医療体制整

備事業にかかる十分な予算の確保を安定的に行うこと。 

 

【現状・課題】 

○ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定により、都道府県は、精神障害者の

救急医療が適切かつ効率的に提供されるよう、地域の実情に応じた体制の整備を図るよ

う努めるものとされ、本県では、24時間 365日対応するため、精神科医療相談窓口の設

置や、精神科病院の輪番制による精神科救急医療事業等を実施しています。 

 

○ 国においては、精神科救急医療体制整備事業実施要綱に基づき、都道府県の精神科救

急医療事業に対して補助しており、本県も同補助金を活用して、精神障害者に対する救

急医療にかかる事業を実施していますが、同補助金にかかる国の予算総額は、平成 26

年度に比べて、平成 27年度は 70％、平成 28年度は 75％、平成 29年度は 82％と、平成

30 年度から令和２年度は 89％となっており、改善傾向はあるが、個別の補助対象ごと

の国庫補助基準額についても、平成 26 年度に比べて減額が引き続き見込まれ、事業の

円滑な実施に支障を来す懸念があります。 

   また、同補助金のうち、「精神医療相談事業」については、令和２年度より、地域施

生活支援促進事業で実施されることとなりましたが、今後も地域生活支援促進事業とし

て必要な財源の確保をお願いします。 

 

○ 地域の精神科救急医療体制を安定的かつ確実に維持し、緊急な医療を必要とする精神

障害者に対し、迅速かつ適切な医療を提供できるよう、国において必要かつ十分な予算

の確保を安定的に行う必要があります。 

 

 

 

 

 

【所管府省】 厚生労働省（社会・援護局） 

【県関係課】 障害福祉課 
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（3）障害福祉人材の処遇改善 

 

【提案・要望事項】 

労働力人口が減少するなか、障害福祉人材の不足は、必要な障害福祉サービス等の

提供に支障を生じ、障害福祉制度の持続を困難とすることから、福祉・介護職員の安

定的確保のため、処遇改善に向けた恒久的かつ事務作業が容易な支援策を講じるとと

もに、各事業者における処遇改善の効果が確実に福祉・介護職員に及ぶよう、適宜制

度の見直しを行うこと。 

 

【現状・課題】 

○ 平成 18年度の障害者自立支援法施行以降、全国的に障害福祉サービス等の利用者は増

加してきており、サービス量の増加に伴い障害福祉分野の福祉・介護職員数も 10 年間

で２倍に増加しています。しかし、介護業務は、身体的負担が大きく、その仕事内容に

比較して賃金水準や社会的評価が低いことなどにより離職率が高い状況にあり、今後の

労働力人口の減少に伴い、人材不足が深刻化するものと懸念されます。 

 

○ 賃金改善の対策としては、平成 21年度に導入された「福祉・介護職員処遇改善交付金」

が、平成 24 年度からは障害福祉サービス等報酬の中で人件費を加算する「福祉・介護

職員処遇改善加算」として継続され、平成 27 年度からは、従来の福祉・介護職員処遇

改善加算を維持したうえで、一定要件を満たす場合に月額１万２千円相当が上乗せされ、

平成 29 年度からは、障害福祉サービス等報酬の改定を１年前倒しし、技能・経験等に

応じた昇給制度を導入する場合さらに月額１万円相当額が上乗せされたところです。 

さらに、令和元年度の障害福祉サービス等報酬改定では、リーダー級の障害福祉人材

について他産業と遜色ない賃金水準を目指し、経験・技能のある職員に重点化しつつ、

障害福祉人材の更なる処遇改善を行われております。 

 

○ 厚生労働省の発表資料によれば、平成 30年 9 月時点の「福祉・介護職員処遇改善加算」

を取得している障害福祉サービス事業所等で働く福祉・介護職員（常勤）の平均給与額

は 297,761 円で、前年同月に比べ 13,045 円の増となっており、一定の成果は見られま

すが、加算を取得していない事業所における「加算を取得しない理由」の 25.6%が「事

務作業が煩雑」、15.1％が「対象職種の制約のため困難」となっています。 

 

○ 国においては、これら加算等の効果を十分に検証し、各事業所における処遇改善の効

果を福祉・介護職員が実感し、福祉・介護職員の確保・定着につながるよう、必要な見
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直し等を講じるとともに、福祉・介護職員の処遇改善に対して恒久的支援策を講じる必

要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【所管府省】厚生労働省（社会・援護局） 

【県関係課】障害福祉課 
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32 香川用水施設緊急対策事業予算の確保について 

 

 

【提案・要望事項】 

香川用水高瀬支線の共用区間（水道用水、農業用水）については、通水開始から 40

年以上が経過し、これまで抜本的な老朽化対策がなされていないため、漏水事故が繰

り返し発生している。地域住民の生活や受益地域の農業に甚大な影響が生じないよう

高瀬支線の老朽化対策と併せて耐震対策を一体的に実施する「香川用水施設緊急対策

事業」の早期完了に向け、必要な予算を確保すること。 

 

【現状・課題】 

○ 吉野川総合開発計画の一環として昭和 50年に完成した香川用水は、現在、県人口の約

９割に水道用水の供給を、ほぼ県全域の農地に農業用水の供給を行っており、本県経済

や農業の発展、また、県民の日常生活に欠かせない施設として、極めて重要な役割を担

っています。 

 

○ 香川用水の安定供給のためには施設の適切な保全整備が重要であることから、これま

で、農業専用区間については、国において、「国営造成土地改良施設整備事業」や「国営

かんがい排水事業」に取り組んでおり、共用区間についても、水資源機構において、平

成 11年度から平成 17年度にかけて、水路の老朽化対策として「香川用水施設緊急改築

事業」を実施してきたところです。 

 

○ そうした中、香川用水高瀬支線のうち農業専用区間については、現在実施中である「国

営かんがい排水事業」により施設の保全整備が進められておりますが、共用区間につい

ては老朽化対策が実施されていないため、漏水事故が繰り返し発生しており、近年、そ

の頻度が増加するとともに、規模も大きなものとなってきています。 

 

○ 特に、平成 29年 10月および令和元年 11月に発生した漏水事故は管本体の破裂という

非常に重大な事故であり、幸いにも農業用水の需要量が減少している時期であったため、

宝山湖の活用により用水供給に大きな影響は生じませんでしたが、同規模の事故が水需

要の大きな時期に発生した場合、地域住民の生活や受益地域の農業に甚大な影響が生じ

るだけでなく、広い範囲に被害が及ぶことが危惧されます。 

 

○ さらに、今後 30 年以内に南海トラフ大規模地震が 70～80％の確率で発生するとされ

ており、人命・財産、特に、地域の経済活動や生活機能への影響が大きい香川用水施設

での大規模地震対策への取り組みも急務となっています。 
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○ このため、( 独) 水資源機構において、老朽化が著しい高瀬支線の緊急対策と併せて施

設の耐震対策を一体的に実施する「香川用水緊急対策事業」に令和 2 年度から着手した

ところであり、本事業の計画的な事業実施と早期完了に向け、必要な予算を確保する必

要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【所管府省】厚生労働省（医薬・生活衛生局）、農林水産省（農村振興局） 

【県関係課】水資源対策課、土地改良課 
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33 農地中間管理事業による農地集積の推進について 

 

 

【提案・要望事項】 
 

① 農地中間管理事業については、引き続き担い手への農地の集積・集約化の支援に重

点的に取り組むため、必要な予算を確保し、地方に新たな財政負担が生じることのな

いようにすること。 

 

② 農地中間管理機構への農地の貸付けを促進するため設けられている機構集積協力

金の 10 年以上とされている貸付期間要件について、農地所有者の意向や地域の実情

に応じて短縮し、単価調整を行うことで許容するなど、弾力的な運用を行うこと。 

 

③ 担い手への農地集積を加速化させるため、借り受けた農地の生産性の向上を図るた

めの土壌改良や簡易な排水対策などに必要な経費を農地の受け手に対して支援する

ための交付金を創設すること。 
 

 

【現状・課題】 

○ 本県では、担い手への農地集積や集約化を促進させるため、平成 26年度から農地中間

管理事業を推進し、全国に先駆けて配置した農地集積専門員によるマッチング活動や農

地の受け手に対する助成など、県独自のきめ細かな取組を実施してきたところですが、

平成 30 年度末の農地集積率は 28.5％と全国平均（56.2%）よりも低い状況にあり、令和

5 年度の目標 67％に向けては、より一層の加速化が必要です。 

 

○ 農地中間管理事業については、法律の施行から５年が経過したことから、農地の集積・

集約の加速化に向け、昨年、事務手続の簡素化や地域の話し合いの活性化などを柱とす

る改正法が成立し、法に基づき、農地中間管理機構のほか、県や市町、農業委員会等に

おいて事務の見直しを行うとともに、人・農地プランの実質化に向けた取組を進めてい

るところです。  

 

○ 農地中間管理事業にかかる予算については、平成 28年度以降、農地の出し手に交付す

る機構集積協力金の交付単価の減額や機構の事業推進費における３割相当の県費負担措

置等、これまでも国における財政措置の見直しに伴い、県での対応が求められてきまし

たが、昨年度からは、機構集積協力金の算定方法が更に見直され、大幅に削減されたと

ころです。 

 

〇 こうしたなか、機構の事業推進費については、貸借件数の増加等に伴い年々増加して

いるところであり、事業の加速化に向けては、地方に新たな財政負担が生じることのな
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いよう、引き続き国において現行の財政措置が継続され、必要な予算が確保されること

が重要です。 

 

〇 なお、機構集積協力金の交付要件の一つとして、10 年以上機構に農地を貸し付けるこ

ととされていますが、本県の農地所有者の中には、10 年は長過ぎるとの意見があり、機

構集積協力金の活用が低調となっています。今後、機構への貸付けを促進するためには、

期間要件を農地所有者の意向や地域の実情に応じて短縮するなど、弾力的な運用が必要

です。 

 

〇 さらに、本県においては、狭小な農地やため池に依存した特殊な水利慣行などにより、

農地の集積・集約化が進みにくく、これまで、市町に農地集積専門員を配置するなど、

現場の実情に合わせたきめ細かなマッチング活動を実施してきたところですが、担い手

への農地集積を加速化させるためには、農地の出し手だけでなく、受け手に対するイン

センティブの設定が必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【所管府省】農林水産省（経営局） 

【県関係課】農業経営課 
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34 産業として成り立つ農業の振興について 

（1）経済連携協定等の対応 
 

【提案・要望事項】 

各国・地域との経済連携協定や自由貿易協定の交渉に当たっては、地域の農水産

業が持続的に発展していけるように、我が国として守るべきは守り、攻めるべきは

攻め、確実に再生産が可能となる必要な措置を確保するとともに、交渉状況等につ

いて十分な情報提供と明確な説明を行うこと。 

 

【現状・課題】 

○ 我が国においては、各国・地域との経済連携協定等の締結が相次いでおり、平成 30

年 12月にＴＰＰ１１が、平成 31年２月には日ＥＵ・ＥＰＡが、令和２年１月には日米

貿易協定が発効したところです。また、東アジア地域のＲＣＥＰ交渉も進められており、

国際環境は大きく変化しています。 

 

○ 本県では、こうした情勢のなか、「新・せとうち田園都市創造計画」に基づき、力強い

担い手の確保・育成、消費者ニーズに即した魅力ある農水産物の生産・流通・販売、強

くしなやかな生産基盤の整備及び豊かな地域資源を活かした農水産業の活性化などに取

り組んでいるところです。 

 

○ また、本県では、１経営体当たりの経営耕地面積が全国平均（2.5ha）の半分以下（1.0ha）

と経営規模が零細で、ため池ごとに異なる水利慣行があるなど、本県独自の課題がある

一方、県土に占める耕地面積比率（15.9%、全国 9 位）や農家世帯比率（8.8%、全国 12

位）は全国上位に位置しており、重要な産業の一つとなっています。 

 

○ 各国・地域との経済連携協定等の交渉に当たっては、地域の基幹産業である農水産業

が犠牲となることのないように、我が国として守るべきは守り、攻めるべきは攻め、確

実に再生産が可能となる措置の確保が必要です。 

 

○ また、交渉状況や国の対応等に関して、現場への十分な情報提供と明確な説明が必要

です。 

 

 

【所管府省】農林水産省（大臣官房） 

【県関係課】農政課、農業経営課、農業生産流通課、畜産課、土地改良課、農村整備課、 

水産課 
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（2）新規就農者対策の充実 

 

【提案・要望事項】 
 

 新規就農者の確保が重要であることから、農業次世代人材投資資金が確実に交付で

きるよう、必要な予算措置を行うこと。 

 

【現状・課題】 

○ 本県では、基幹的農業従事者のうち、65歳以上の割合が 70%を超えているなか、新規

就農者数は、平成 23年度までの 100人弱から、近年は毎年 150人程度まで増加しており、

令和２年度までの５年間に新規就農者数 700人を確保するという、本県目標に向けて順

調に推移してきているところです。 

 

〇 これには、次世代を担う意欲ある新規就農者に対し、研修から経営確立までに必要な

資金を交付する「農業次世代人材投資事業」による効果が大きいと考えております。ま

た、土地や資金などの資本を持たない人が就農初期を乗り越えて定着し、地域を牽引す

る若手リーダーとなって活躍し、その姿を見て新たな就農希望者が現れるという好循環

も生まれてきています。 

 

〇 このように大きな役割を果たしている本事業ですが、令和元年度の本県への当初配分

は、要望額の 75%となったため、調整に苦慮したところであります。また、これまでの

度重なる実施要綱の変更や 1 年目の交付から就農状況報告の完了まで長期（最大 12年）

であることから、事務処理が煩雑で膨大となっています。 

 

○ こうしたことから、新規就農者の確保に重要である農業次世代人材投資事業の事務の

簡素化と十分な予算措置を要望します。 

 

 

 

 

 

 

 

【所管府省】農林水産省（経営局） 

【県関係課】農業経営課 
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（3）地域の課題に対応した試験研究の充実・強化のための予算の確保 

 

【提案・要望事項】 
 

国産農林水産物の競争力の強化と地方創生を図るため、地方における試験研究の充

実・強化や新たに開発された品種や技術等の生産現場への社会実装を促進するための

予算を確保すること。特に、ＩＣＴ技術等を活用した農業の効率化・省力化等を実現

するスマート農業の社会実装は喫緊の課題となっているので、加速化に必要な予算措

置を講じること。 
 

 

【現状・課題】 

○ 農業試験場では、本県の農業特性や消費者ニーズを踏まえ、他県にはない県オリジナ

ル品種の育成をはじめ、低コスト・高付加価値化技術の開発に努めてきたほか、国や他

県との共同研究により、地域の実情に応じて社会実装に向けた試験研究テーマに取り組

んでいます。 

 

○ また、国の「まち・ひと・しごと創生本部」による政府等機関の地方移転に関連し、

令和２年度から、本県と農研機構が連携し、西日本地域における施設野菜の革新的大規

模経営システムの確立のための共同研究を開始しています。 

 

○ このようななか、農業就業人口の減少や高齢化、世界的な気候変動や国際情勢の変化

等に対応し、農業を若者にとって魅力のある成長産業として発展させるためには、地域

の実情や農業者のニーズに応じた新たな農業技術の研究・開発を切れ目なく実施すると

ともに、これらの試験・研究で得られた研究成果を速やかに地域に普及し、次代を担う

若い世代の就農促進や力強い担い手への経営発展を強力に支援する必要があります。 

 

○ このため、普及組織や担い手等と連携した研究開発を推進するとともに、産学官連携

の促進によるＩＣＴなど先端技術を活用したスマート農業の社会実装、地球温暖化に対

応した新技術・新品種の開発などへの取組を強化するとともに、四国研究拠点の整備を

はじめ、本県からの研究者派遣を含めた研究体制の構築に向け、引き続き、地方におけ

る試験研究に関する予算の確保が必要です。 

 

 

【所管府省】農林水産省（技術会議） 

【県関係課】農業経営課 
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（4）協同農業普及事業の円滑な実施と研究成果の速やかな普及のための 

予算の確保 

【提案・要望事項】 

国産農林水産物の競争力の強化を図るため、新たに開発された品種や技術等の生

産現場への迅速な普及並びに、その時々の農政課題を踏まえた協同農業普及事業の

円滑な実施のための予算を確保すること。 

 

【現状・課題】 

○ 県と国とが協同して行う協同農業普及事業については、農林水産省がその時々の重要

農政課題等を踏まえて一部改正を行う「協同農業普及事業の実施についての考え方( ガイ

ドライン) 」で示される具体的な実施方法に沿って実施しているところであり、今般、国

際水準のＧＡＰの普及・拡大、ＩＣＴ等を取り入れた新たな農業の展開及び中山間地域

の特色を生かした農業の展開等が新たに重点的に推進する取組として明記されたところ

です。 

 

○ さらには、農林水産省からは、ロボット、ＡＩ、ＩｏＴ等の先端技術を活用したスマ

ート農業の社会実装を加速化するため、普及指導員がスマート農業に関する知識を集積

するとともに、実践的にスマート農業技術の有効性や活用方法を習得し、令和４年度に

は、農家の相談に直接対応するための相談窓口を全普及指導センターに置くとの目標が

示されました。 

 

○ 農業就業人口の減少や高齢化、世界的な気候変動や国際情勢の変化等に対応し、農業

を若者にとって魅力のある成長産業として発展させるためには、農政課題に対応した活

動に加え、地域独自の課題解決や試験・研究で得られた研究成果の速やかな普及により、

次代を担う若い世代の就農促進や力強い担い手への経営発展を強力に支援する必要があ

ります。 

 

○ このため、スマート農業など革新的技術やＧＡＰ等に関する普及指導員の資質向上、

普及機材の導入など、普及機能の充実・強化を図るために県が行う協同農業普及事業に

関する予算の確保が必要です。 

 

 

【所管府省】農林水産省（生産局） 

【県関係課】農業経営課 
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（5）米麦の経営安定と円滑な米の需給調整 

 

【提案・要望事項】 

経営所得安定対策等については、農業者が計画的に農業経営に取り組めるよう着

実に実施すること。また、全国的な米の需給調整が今後も円滑に機能するよう対応

を行うとともに、水田活用の直接支払交付金については、恒久的な制度として予算

の確保や麦などの交付単価を維持するなど必要な対策を実施すること。 

 

【現状・課題】 

〇 米の消費量が減少する中で、需要に応じた米の生産とともに水田の維持や農業経営

の安定を図るためには、水田のフル活用による麦、園芸作物等の推進が必要です。 

 

○ 本県においては、県オリジナル品種「おいでまい」を核とした売れる米づくりを推 

進するとともに、二毛作による麦や園芸作物の作付拡大の推進などにより、水田農業の

持続的発展に努めているところです。 

 

〇 今後の水田農業の持続的発展を図るためには、意欲ある米麦の農業者が中長期的な視

点に立って経営発展を目指すことが重要であり、「収入減少影響緩和対策」や「畑作物の

直接支払交付金」の経営所得安定対策を着実に実施することが必要です。 

 

○ また、全国的な米の需給調整が今後も円滑に機能するよう、生産現場の実態・実情を

踏まえた対応を行うとともに、米価の安定を図るためには、二毛作による麦等の作付拡

大に取り組んでいくことが必要です。 

 

○ このため、産地交付金を含めた「水田活用の直接支払交付金」については、麦など

戦略作物への支援を明確に位置づけて恒久的な制度とするとともに、予算の確保や麦な

どの交付単価の維持など必要な対策を実施し、将来に向けた継続的な支援が必要です。 

 

 

 

 

 

 

【所管府省】農林水産省（政策統括官） 

【県関係課】農業生産流通課 
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（6）国際水準のＧＡＰ認証の取得拡大 

 

【提案・要望事項】 
 

若手農業者を中心に、国際水準ＧＡＰ認証の取得を目指す農業者が増加しており、

令和３年度以降においても、現在実施されている認証取得に必要な環境整備や審査費

用等に対する助成措置について十分な予算を確保すること。 

 

【現状・課題】 

〇 ＧＡＰは、農産物の食品としての安全性や農業者の労働安全を確保するとともに、

環境への負荷を低減させるために有効な取組であり、若手農業者を中心に、国際水準

のＧＡＰ認証の取得を目指す農業者が増加しています。 

 

〇 このため、本県では、認定農業者や若手農業者等を対象とした研修会を開催すると

ともに、国の交付金を活用して、農業改良普及センター等の職員を対象に指導員資格

の取得を進めるなど、農業者のニーズに的確に対応できる人材の育成にも努めている

ところです。 

 

〇 今後、原則としてすべての食品等事業者団体がＨＡＣＣＰに沿った衛生管理を行う

なか、ＧＡＰに取り組んでいる食材の需要はますます高まっています。さらなるＧＡ

Ｐ認証取得の動きが活発化することが見込まれていますが、認証取得等に要する経費

が農業者の負担となっています。審査費などの一定の費用助成については、国の交付

金の支援対象となっており、令和元年度まで県を通じて行っていた農業者への費用助

成は、令和２年度から民間団体を通じて交付されることとなったものの、引き続き予

算の確保が必要です。 

 

〇 また、農業者への継続的な指導を行うため、普及員等のＧＡＰ指導員資格にかかる

新規取得・更新の費用助成について、予算の確保が必要です。 

 

 

 

 

 

【所管府省】農林水産省（生産局） 

【県関係課】農業経営課、農業生産流通課、畜産課 



-  198 -  

 

 

（7）園芸産地の生産振興 

 

【提案・要望事項】 

担い手の生産の効率化に向け、高性能な集出荷施設の計画的な整備を図るため、

「強い農業・担い手づくり総合支援交付金」と「産地生産基盤パワーアップ事業」の

予算を継続的に確保するとともに、地域の実情に即した仕組みとなるよう規模要件の

緩和を行うこと。 

 

【現状・課題】 

○ 本県は、恵まれた気象条件等を生かし、米と園芸作物を組み合わせた複合的な経営や、

施設園芸などの集約的な経営により、経営規模の零細性を補う土地生産性の高い農業が

展開され、平成 30 年の農業産出額の 41％を園芸作物が占めるなど、本県農業の基幹品

目となっています。近年、新規就農者は増加しているものの、規模拡大に必要な共同集

出荷施設の整備など、需要に応じた生産体制の確立が十分ではありません。 

 

○ そこで、より高度で効率的な選別･調製が可能な選別施設を計画的に整備し、産地を維

持、発展させるためには、「強い農業・担い手づくり総合支援交付金」と「産地生産基盤

パワーアップ事業」の予算を継続的に確保する必要があります。 

 

○  また、産地生産基盤パワーアップ事業では、令和２年度からの運用の見直しにおいて、

複合品目で取り組む場合、その合計面積が、最も面積要件の大きい品目の面積を満たせ

ばよい等の要件緩和がなされ、現場からの期待も高まっているところですが、本県では

「さぬき讃フルーツ」やブロッコリーの氷詰め出荷に見られるように、品質の高い果実

や野菜などの多様な品目の組合せによる複合経営が多く、産地規模も小さいなど、規模

等の採択要件が達成できず、依然として事業に取り組めない産地も見られることから、

より多くの生産者が事業に取り組めるよう、引き続き地域の実情に即した採択要件の緩

和が必要です。  

 

 

 

 

 

【所管府省】農林水産省（生産局） 

【県関係課】農業生産流通課 
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（8）盆栽の輸出振興 

 

【提案・要望事項】 
 

本県特産の黒松盆栽について、輸出拡大を促進するため、引き続き植物検疫など、

輸出環境の見直しに向けた交渉を加速化すること。 

 

【現状・課題】 

○ 本県特産の盆栽は、国内需要が長期にわたり低迷しており、担い手の確保育成を図

るためには、需要が見込まれる海外への輸出を増加させることが喫緊の課題となって

います。 

 

○ 特に、本県の主要盆栽である黒松盆栽について、ＥＵでは、植物検疫により輸出が

認められていない品目であることから、輸出解禁に向け、引き続き、ＥＵとの輸出交

渉を加速化することが必要です。 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【所管府省】農林水産省（消費・安全局、生産局） 

【県関係課】農業経営課、農業生産流通課 
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（9）花き産業及び花き文化の振興 

 

【提案・要望事項】 

「花きの振興に関する法律」に基づき、花き産業及び花き文化の振興を加速化する

ため、「次世代国産花き産業確立推進事業」等の花き振興の予算を確保すること。 

 

【現状・課題】 

〇 花き産業は、農地や農業の担い手の確保を図るうえで重要な位置を占めるとともに、

その国際競争力の強化が重要な課題となっています。また、花きに関する伝統と文化は、

生活に深く浸透し、心豊かな生活の実現に重要な役割を担っています。 

 

〇 本県では、「花きの振興に関する法律」に即して平成 28年に策定した「香川県花き産

業及び花き文化の振興に関する計画」に基づき、国の予算を活用してフラワーフェステ

ィバルや高校生花いけバトル等を開催するなど、新たな花き文化の振興と需要の創出に

取り組んでいます。 

 

○ 人口減少社会の到来や経済情勢の変化などにより、花きの需要が低下傾向にある中、

国において、花き産業及び花き文化の振興を図るため、安定的かつ十分な花き振興予算

の確保が必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

【所管省庁】農林水産省（生産局） 

【県関係課】農業生産流通課 
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（10）野菜価格安定対策 

 

【提案・要望事項】 

野菜生産農家の経営の安定を図るため、野菜価格安定制度の継続と予算確保を行う

こと。 

 

【現状・課題】 

○ 本県の野菜は、水田裏作を主体とした輸送園芸産地として発展し、野菜指定産地を中

心に主産地が形成されています。しかしながら、近年の栽培面積は、高齢化や価格低迷

等により全体として減少傾向にあります。 

 

○ 平成 29年の栽培面積（主要９品目）は 2,986haで、品目別の作付動向を見ると、消費

の多様化等を反映して、ブロッコリー、にんにくなどの軽量品目が堅調に推移している

反面、たまねぎなどの重量野菜や多くの管理労力を要するきゅうり、なすなどの果菜類

などが減少傾向にあります。また、農業産出額（平成 30 年）に占める野菜類の割合は

30％で本県農業の主要部門となっています。 

 

 

○  野菜価格安定対策は、野菜生産農家の経営の安定と消費者への野菜の安定供給を図る

ための重要な制度であることから、制度の継続と予算の確保が必要です。 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

【所管府省】農林水産省（生産局） 

【県関係課】農業生産流通課 
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（11）水稲、麦の生産振興 

 

【提案・要望事項】 

① 「強い農業・担い手づくり総合支援交付金」の予算を継続的に確保すること。 

② 麦の振興を図るため、水田活用の直接支払交付金の必要な予算を確保するととも

に、二毛作による麦の作付拡大を考慮した産地交付金の本県への配分額を増額する

こと。 

③ 小麦「さぬきの夢 2009」の生産拡大のため、麦の品質評価基準の見直しを行う  

こと。 

【現状・課題】 

○ 本県においては、県オリジナル品種「おいでまい」を核とした売れる米作りを推進す

るとともに、飼料用米などの多様な水稲の作付推進を図り、需要に応じた米生産を行っ

ています。麦についても、水田を有効活用した二毛作の推進等により、さぬきうどん用

小麦として育成した県オリジナル品種「さぬきの夢 2009」の普及などに努めています。 

 

○ 本県の大規模乾燥調製施設は、米麦の生産における基幹施設となっており、今後とも、

米麦の効率的な生産体制を確立するためには、大規模乾燥調製施設の計画的な再編や高

機能化が必要であり、「強い農業・担い手づくり総合支援交付金」の予算の継続的な確保

が必要です。 

 

○ また、米麦農家の経営の安定化等を図るためには、米などの後作として産地交付金を

活用した麦の二毛作を推進することが必要であり、「水田活用の直接支払交付金」に必要

な予算の確保と二毛作による麦の作付拡大を考慮した産地交付金の本県への配分額の増

額が必要です。  

 

○ さらに、本県で育成したさぬきうどん用小麦「さぬきの夢 2009」は、実需者から高い

評価を得ているものの、品種特性や栽培特性から品質評価基準に基づくランク区分がＢ

ランクに位置付けられ、経営所得安定対策の数量払い単価がＡランク小麦に比較して低

い状態にあります。 

実需者の評価とランク区分上の評価が異なることから、作付拡大を推進するためには、

用途に応じた品質評価の基準を見直す必要があります。 

 

【所管府省】農林水産省（生産局、政策統括官） 

【県関係課】農業生産流通課 
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（12）畜産経営における生産基盤の強化 

 

【提案・要望事項】 

畜産農家の経営の安定を図るため、畜産クラスター事業関連の予算を確保するこ

と。 

 

【現状・課題】 

○ 本県では、高齢化や後継者不足等により、畜産農家戸数が減少傾向にあり、国際化の

進展や産地間競争等の影響も懸念される中、消費者ニーズに即した魅力ある畜産物の生

産拡大や、新技術の導入による生産コストの低減・品質向上が図られるよう、畜産クラ

スター事業等を活用した生産基盤強化の推進に取り組んでいます。 

 

○ 県内には、畜産クラスター計画を策定している協議会が 13協議会あり、このうち６協

議会が畜舎等の施設整備事業を行い、11協議会が自動給餌機や飼料収穫機等の機械装置

を導入しています。また、増産や生産性向上の推進に取り組もうとする動きもあります。 

 

○ このように、地域の収益力を向上させ、また、中小規模農家の規模拡大を後押しする

当事業については畜産農家からの要望が多く、さらに、オリーブ畜産物の生産振興や、

耕種農家との連携による堆肥及び自給飼料の生産を推進する上においても、引き続き、

事業の継続と予算の確保が必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【所管府省】農林水産省（生産局） 

【県関係課】畜産課 
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35 農業農村整備事業関連予算の確保について 

 

 

【提案・要望事項】 

①  農業農村整備事業は、農業競争力の強化や国土強靭化の観点から、地域の実態に

即し、計画的に進める必要があるので、農業農村整備事業関連予算について、安定

した予算を確保すること。 

② 継続中の国営土地改良事業及び水資源機構営事業について、計画的な事業実施に

向けた必要な予算を確保すること。 

③ 多面的機能支払交付金については、本県の農地、農業用施設を適切に保全管理し、

担い手への農地集積等を後押しするため、法制化に基づく安定的かつ継続的な予算

を確保するとともに、事務手続きの簡素化を図ること。 

④ 中山間地域等直接支払交付金については、農業従事者の減少や高齢化の進行等に

より、協定の継続を断念する集落が増加し、持続的な農業生産活動の低下が懸念さ

れることから、制度のより一層の要件緩和を実施すること。 

⑤ 土地改良区の体制強化を図るため、土地改良区の統合整備への支援を拡充すると

ともに、土地改良法改正に伴う事務負担の軽減に向けた必要な予算を確保するこ

と。 

 

【現状・課題】 

① 農業農村整備事業関係予算の確保 

○ 本県では、平成 28年度から新たな「香川県農業・農村基本計画」に基づき、予算の

重点化や効率化などに取り組みながら、計画的な事業推進を目指しています。 

 

○ 農業農村整備事業は、ほ場・水利施設の整備などにより、良好な営農条件を整備し、

農業競争力の強化を図るほか、農村の生活環境整備や多面的機能の発揮による地域の

振興、国土強靭化の観点からも重要な事業です。 

 

○ 国の農業農村整備事業関係予算は、増額基調のなか、令和元年度補正予算と臨時・

特別の措置を含めた令和 2 年度予算を合わせると、平成 21年度当初予算の水準を上回

っていますが、各種事業を計画的に推進するには臨時・特別の措置が終了した後にお

いても、これに代わる措置を講じるなどにより、継続的に安定した予算の確保が必要

です。 
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○ このため、農村地域の要望に応えた事業推進には、農山漁村地域整備交付金や非公

共事業を含めた農業農村整備事業関係予算を、安定的に確保する必要があります。 

 

② 国営土地改良事業等予算の確保 

○ 現在、国営かんがい排水事業「香川用水二期地区」が実施されており、今年度から

水資源機構営香川用水施設緊急対策事業が新規採択されています。これらの事業は、

農業用水の安定供給及び維持管理費の軽減による農業経営の安定上、地域にとって重

要な事業です。 

 

○ 「香川用水二期地区」は、約 23kmの老朽化した農業用水路等の補修に併せ、必要な

耐震化整備について、令和 5 年度の完了に向けて実施されることとなっています。ま

た、「香川用水施設緊急対策事業」は、現在まで抜本的な改修事業がなされていなかっ

た高瀬支線水路を中心に約 4kmの補修工事と、幹線水路上の取水工や法面等の耐震化

整備を実施するため、令和 2 年度の新規事業として採択されました。 

 

◯ 本県において香川用水は、本県農業を支える重要な施設であるため、計画的な事業

実施と早期完了に向けた必要な予算を確保する必要があります。 

 

③ 多面的機能支払交付金の予算確保 

○ 近年、高齢化や農業従事者の減少による集落機能の脆弱化に伴い、農業農村の多面

的機能の低下が懸念されています。 

 

○ このようななか、令和元年度は、制度創設後、初めて取組面積が減少となったが、

県下の 342組織、約 13,071haにおいて、本制度に取り組んでおり、法制化に伴う安定

的な制度となったことなどから、本制度に対する期待は大きく、特に、施設の補修・

更新が可能な長寿命化の要望が増加する一方、事務手続きの煩雑さから活動の継続を

断念する組織も発生している状況です。 

 

○ このため、本県の農地、農業用施設を適切に保全・管理し、多面的機能の維持・発

揮を促進するため、今後とも多面的機能支払交付金の予算を安定的かつ継続的に確保

するとともに、事務手続きの簡素化を図っていく必要があります。 

 

④ 中山間地域等直接支払交付金の制度要件緩和 

○ 近年、中山間地域においては平地部に増して農業従事者の減少や高齢化の進行によ

る耕作放棄地の増大、また、集落機能の脆弱化に伴う、農業農村の多面的機能の低下

が懸念されています。 

 

○ これまでの取組により、順調に協定締結の実施エリアを拡大してきましたが、第４

期対策の初年度である平成 27 年度については、高齢化の進行により継続を断念する
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集落の増加等から 57集落協定、415㏊の大幅な減少となり、令和元年度は、第４期対

策期間中の 5 年間で 9 集落協定、49㏊の微増にとどまり、国の現行制度では、面積増

加につながらず、次期対策での大幅な減少が見込まれ、地域農業の維持が困難となる

ことが懸念されます。 

 

○ このため、本県の中山間地域の耕作放棄地の発生を未然防止するとともに、農業生

産活動などにより農地、農業用施設を適切に保全・管理するため、本県の事情に即し

た小規模な集落にも対応した制度の要件緩和を要望します。 

 

⑤ 土地改良区への支援の拡充 

◯ 農業者の高齢化や後継者不足等により、土地改良区の運営は厳しい状況が続いてお

り、農業用施設の維持管理が困難になってきているほか、専任職員を配置できない土

地改良区もあるため、土地改良区の統合整備を促進し、その運営基盤の強化を図る必

要があります。 

 

◯ しかしながら、本県の土地改良区は、特に統合整備が必要な地区面積が 100ヘクタ

ール未満である小規模な土地改良区が全体の約 4 分の 1 を占めており、土地改良区統

合再編整備事業の補助要件を満たさない統合整備が見込まれるほか、合同事務所の設

置に対する同事業の補助が低額にとどまるなど、統合整備の誘因となっていない状況

があります。 

 

◯ このようななか、土地改良法改正により、土地改良区の管理による総代選挙の実施

や員外監事による監査体制の強化、貸借対照表の作成、さらには土地改良施設の資産

評価などが新たに課され、土地改良区には大きな事務負担となっています。 

 

◯ このため、土地改良区の体制強化に向けて、統合整備に対する補助の要件緩和や補

助金の増額を行うとともに、土地改良法の改正に伴う新たな事務の負担を軽減するた

め、土地改良区への支援の拡充を図っていく必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【所管府省】農林水産省（農村振興局） 

【県関係課】土地改良課、農村整備課 
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36 有害鳥獣対策の充実・強化について 

 

 

【提案・要望事項】 

① 鳥獣被害防止総合対策について 

鳥獣被害防止総合対策交付金について、令和３年度以降も継続するとともに、被

害防止対策の一層の強化に必要な予算を確保すること。特に、鳥獣被害防止施設等

の整備とともに、本県では捕獲の取組を強化していることから、鳥獣被害防止緊急

捕獲活動支援事業による捕獲奨励金について、不足しないよう重点的に予算確保す

ること。 

 

② 指定管理鳥獣捕獲等事業の助成措置の継続と対象の拡充について 

「指定管理鳥獣捕獲等事業」について、今後も都道府県への助成措置を継続する

とともに、「指定管理鳥獣捕獲等事業」の対象となる「指定管理鳥獣」にニホンザ

ルを追加し、事業の拡充を図ること。また、市街地等に出没したイノシシなどの野

生鳥獣による人身被害を防止するため、県や市町が行う市街地等での被害防止対策

を支援する事業を創設すること。 
 

 

【現状・課題】 

① 鳥獣被害防止総合対策について  

〇 イノシシやサルなどの有害鳥獣による農作物の被害は、過疎化・高齢化の進展等に

よる耕作放棄地の増加や集落コミュニティの脆弱化に伴い、中山間地域はもとより平

野部においても拡大するなど、県内全域で深刻化しています。 

 

〇 県では、市町被害防止対策協議会などと連携して、追い払い活動と放棄された果樹

の伐採など有害鳥獣を集落に寄せ付けない環境づくりに加え、侵入防止柵の設置や緩

衝帯を整備する侵入防止対策と捕獲活動を組み合わせた取組を進めており、その結果、

モデル的な集落も育成され、他地区への普及にも努めているところですが、それでも

なお、平成 30年度の農作物被害金額は１億４７３万円に及ぶなど、甚大な被害が継続

しています。 

 

〇 今後、さらに対策を一層強化すべく、侵入防止施設の整備を進めるとともに、国が

目標とする令和５年度までの個体数半減の達成に向けて、県としても捕獲活動を強化

するため、有害捕獲奨励金の通年交付やシカを対象獣に追加するなど拡充・強化を図

ったところです。 
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○ 鳥獣被害防止総合対策交付金については、これまでも不足が懸念される状況が続い

ていることから、計画的な鳥獣被害防止施設の設置や有害捕獲が実施できるよう、令

和３年度以降も必要な予算が不足することのないよう確保することを要望します。 

 

② 指定管理鳥獣捕獲等事業の助成措置の継続と対象の拡充について 

○ 近年、ニホンジカやイノシシなどの野生鳥獣については、急速に生息数が増加、生  

息範囲が拡大しており、農林水産業や生活環境への被害が深刻化しています。これら

の野生鳥獣による被害に対しては、侵入防止施設の整備や有害鳥獣捕獲による対策で

は限界があり、積極的な捕獲による個体群管理が不可欠となっています。 

 

○ こうした状況を踏まえ、国は平成 26年５月に「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関す

る法律」を「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」に改正し、「鳥獣

の管理」が法の目的として明確に位置付けられたところです。 

 

○ この改正において、「指定管理鳥獣捕獲等事業」が創設され、集中的かつ広域的に管

理を図る必要がある「指定管理鳥獣」にニホンジカとイノシシが指定され、都道府県

が主体となって捕獲を行うことが可能となりました。国におかれては、野生鳥獣によ

る被害対策を推進するため、今後も都道府県への助成措置を継続するとともに、「指定

管理鳥獣」に、全国的に被害の甚大な鳥獣であるニホンザルを追加することで、事業

の拡充を図る必要があります。 

 

○ また、市街地に出没するイノシシ等の野生鳥獣による人身被害が全国的に問題とな

っており、本県においても、令和元年度には市街地等でのイノシシによる人身被害件

数が過去最多を更新するなど、状況が深刻化していることから、緊急に対策を講じる

必要があります。国におかれては、人身被害防止を目的とした侵入防止施設の整備、

市街地に出没した個体や市街地周辺に生息する個体を捕獲するために必要な資機材の

購入、イノシシの出没経路の調査等に対する補助制度を創設するなど、新たな支援が

必要です。 

 

 

 

 

 

 

【所管府省】農林水産省（農村振興局）、環境省（自然環境局） 

【県関係課】農業経営課、みどり保全課 
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37 魅力ある水産物の生産・流通・販売で元気な浜の復活について 

（1）新規漁業就業者への給付金支給制度の拡充 

 

【提案・要望事項】 

① 農業における経営開始型の農業次世代人材投資事業と同様に、漁業においても、

経営が不安定な漁業就業直後の所得を確保し、経営の確立をサポートする給付金制

度（次世代人材投資事業（経営開始型））の創設を図ること。 

② 全国各地で漁業学校等の設置による新規就業者確保の取組が強化されているこ

とから、次世代人材投資事業（準備型）についても、予算拡充を図ること。 

 

【現状・課題】 

○ 漁業を持続的に発展させていくためには、意欲のある新規漁業就業者の確保が重要で

すが、漁業に就業する場合、その特性上、技術・知識の習得を含め、操業準備に多大な

時間と費用を要することや、就業後の一定期間は経営が不安定であることなどから、安

心して就業できるようにするための支援措置が必要です。 

 

○ このため、国において平成 25 年度から就業準備資金として青年就業準備給付金制度

（現 次世代人材投資事業（準備型））が創設されたところです。本県では漁業就業者数

の減少が著しいことから、平成 27年度に「かがわ漁業塾」事業を創設し、給付金を支給

できる環境を整えるとともに、平成 28年度には新たに県単独施策として「新規就業者生

活給付金事業」（現 新規漁業就業者独立給付金事業）を創設したところです。 

 

○ しかしながら、農業においては農業次世代人材投資事業( 経営開始型) といった、経営

開始型の自らの経営の確立を支援するような国の制度が確立されていますが、水産業に

おいてはこのような給付金制度が未整備であり、国と県が一層連携した対策が必要です。 

 

○ 漁業収入安定対策事業においては、新規就業者に対する支援が拡充されたものの、新

規漁業就業者の確保のためには、就業準備から就業・定着までの一貫した担い手確保対

策をサポートする国の制度創設が必要と考えます。 

 

○ そこで、水産業においても、自らの経営の確立を一定期間支援する給付金制度( 次世代

人材投資事業( 経営開始型) ) による支援を行う必要があります。また、準備型についても、

漁業学校等で知識の取得等を行う若者全員の支援のため、十分な予算の確保が必要です。 

 

 

【所管府省】水産庁（漁政部） 

【県関係課】水産課 
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（2）養殖魚の餌料安定供給対策 

 

【提案・要望事項】 

①魚類養殖業における生餌の安定供給体制の構築に対する支援を継続すること。 

②漁業経営セーフティーネット構築事業（配合飼料）を継続すること。 

 

【現状・課題】 

○ 本県の漁場は冬場の水温が低いことから、ブリ類養殖期間が限定されるので、短期間

で成長を確保する必要があり、現時点では一定量の生餌の使用が不可欠となっています。 

 一方、近年クロマグロ養殖の増加によるサバ等生餌をめぐる競合や生餌として利用さ

れるイワシ等多獲性魚種の漁獲変動等により、生餌の供給量が不安定となり、買取価格

が上がるなど、生餌の必要量の確保や餌代の高騰に悩まされています。 

 

○ 国では、平成 27年度補正予算により、「広域浜プラン緊急対策事業（養殖生餌供給安

定対策支援）」が創設され、平成 28～令和元年度には本県でも当該事業を活用しました。

当該事業は、県漁連が生餌を安定供給するため、新たな産地からの調達や突発的に漁獲

された魚種を生餌として供給する実証的な取組を支援する制度となっています。今後も、

安心して魚類養殖業を行うために必要不可欠な生餌の安定供給体制の構築に大変有効で

あることから、継続的な実施が必要です。 

 

○ 一方、養殖用配合飼料については、平成 22年度から価格安定対策として漁業経営セー

フティーネットの仕組みが始まっているところですが、養殖魚生産にかかるコストに占

める餌飼料経費の割合が大きく、配合飼料価格の高騰が魚類養殖漁業者の経営を圧迫し

ているため、漁業者がより一層安心して事業を継続できるよう漁業経営セーフティーネ

ット構築事業( 配合飼料) の継続が必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

【所管府省】水産庁（増殖推進部） 

【県関係課】水産課 
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（3）ノリの色落ち・食害対策 

 

【提案・要望事項】 

① 養殖ノリ不作への早急な対策を図るため、栄養塩管理の推進に向け、モデル海域

での実証試験を含め、国や大学、関係府県の連携による調査・研究を拡充すること。 

② 養殖ノリの食害対策について、全国的に被害が拡大していることから、国が主体

となって調査・研究を進めること。 

 

【現状・課題】 

○ 本県の基幹漁業であるノリ養殖の経営体数は、栄養塩不足及び食害により生産が安定

せず、平成 21年度の 143経営体から 83経営体に減少しています。 

 

○ 栄養塩不足によるノリの色落ち対策として、令和元年度からノリ養殖海域に限定した

施肥技術の開発に取り組んでおり、引き続き、国等との連携が不可欠です。 

 

○ 魚類の著しい食害により、平成 30年度には県内の一部漁場で生産が不能となりました。

そのため、県では令和元年度から、防除網の開発に取組んでいます。しかしながら、本

県を含め食害による養殖ノリ被害は、多くの生産県で大きな問題となっていることから、

その対策には国が主体となった調査･研究が必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【所管府省】水産庁（増殖推進部） 

【県関係課】水産課 
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（4）サワラ種苗生産対策 

 

【提案・要望事項】 

瀬戸内海におけるサワラの資源管理措置を踏まえ、サワラ資源安定化のため、種苗

生産・放流への財政的支援を継続すること。 

 

【現状・課題】 

○ 瀬戸内海のサワラ資源回復・安定化のためには、漁獲努力量の削減等の資源管理とと

もに種苗生産による放流事業の実施が必要不可欠です。そのため、今後とも計画的・効

率的にサワラ種苗生産し、放流を継続するために、広域種の資源管理魚種として国の指

導を仰ぎながら、引き続き、瀬戸内海海域栽培漁業推進協議会に対する国の財政的支援

が必要です。 

 

○ 特に水産総合研究センター( 現：国立研究開発法人水産研究・教育機構) が実施してき

たサワラの種苗生産は、平成 24年度から瀬戸内海沿岸 11府県の連携により組織された

瀬戸内海海域栽培漁業推進協議会に引き継がれています。 

 

○ 今年度、サワラの初期餌料として重要なマダイの孵化仔魚生産及びイカナゴシラスの

確保や、人員配置、その他種苗生産にかかる技術に関するマニュアルが作成されること

となっており、今後、マニュアル作成を通じて整理された課題を解決していく必要があ

ります。また、サワラ種苗の放流・再生産について、その効果をより高めるため、引き

続き国立研究開発法人水産研究・教育機構と連携した調査研究が必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【所管府省】水産庁（増殖推進部） 

【県関係課】水産課 
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（5）資源量の状況に応じた柔軟な資源管理施策の運用 

 

【提案・要望事項】 

① 管理措置の効果による資源量の回復、環境要因等による資源量の増減などの実情

に応じた資源管理施策の運用を行うとともに、資源管理の推進に関して継続して財

政支援を行うこと。 

② 水産政策改革で新たな資源管理の基本原則として示されている「漁獲可能量

(TAC)による管理」や「個別の漁獲割当(IQ)による管理」については、瀬戸内海の

沿岸漁業は小規模で漁業種類が多く、漁獲も少量多品種であり、漁獲量の把握が非

常に困難であるため、各海域に応じた資源管理手法を取り入れるなど、慎重な対応

を行うこと。 

③ 改正漁業法の施行に伴い、漁業許可に対する漁獲成績報告書の作成、集計、管理

など漁業者、漁協及び県の負担を軽減するため、既存の漁協市場データを活用でき

るようなシステム開発やシステム改修、報告に係る経費に対する支援を行うこと。 

 

【現状・課題】 

○ 水産資源管理の取組として、平成 23年度からは、国や都道府県が「資源管理指針」を

作成し、同指針に沿って関係漁業者が「資源管理計画」を作成・実施する新たな資源管

理体制が導入されました。本県でも、資源管理計画に基づき、漁業者が自主的管理措置

を順守するとともに、措置の内容も拡充してきたところです。 

○ これらの資源管理計画のうち、策定から５年が経過したものについては、評価・検証

を実施し、管理措置の強化が求められているところです。 

○ 資源管理施策は今後も必要と考えますが、瀬戸内海系群サワラのように管理措置の効

果により資源が回復傾向にあるものや、資源管理効果の発現を待っている漁業種類・魚

種もあります。 

○ また、漁業者の努力の及ばない環境要因等により資源量が増減する場合もありますの

で、資源管理計画の見直しに当たっては、一律に管理措置の強化を盛り込むのではなく、

漁業者が真摯に取り組んできた資源管理計画を評価・検証し、合理的な計画であると判

断できる場合には、現状にあった計画で取り組むことができるようにするなど、資源状

態に応じた適切な資源管理が実施されるよう、柔軟な運用を要望するものです。 
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○ 知事管理漁業における資源管理計画等の評価・検証及び高度化の推進、資源管理措置

の履行確認、資源状況等の科学的データの収集等を行うため、資源管理指針・計画体制

高度化事業にて、都道府県資源管理協議会の運営経費への支援が行われています。 

○ 資源管理の効果が発現するには時間がかかることから、資源造成型栽培漁業と連携し

た継続的な資源管理計画に取り組めるよう、引き続き財政的支援が必要です。 

○ 併せて、水産政策改革で新たな資源管理の基本原則として示されている「漁獲可能量

(TAC)による管理」や「個別の漁獲割当(IQ) による管理」については、瀬戸内海の沿岸漁

業は小規模で漁業種類が多く、漁獲も少量多品種であり、漁獲量の把握が非常に困難で

あるため、各海域に応じた資源管理手法を取り入れるなど、慎重な対応が必要です。 

○ 改正漁業法の施行に伴い、漁業許可に対する漁獲成績報告書を県へ報告することが義

務付けらますが、報告書の作成、集計、管理など漁業者や漁協への負担が増大するため、

現場の負担を軽減するため、国と水研が連携して、効率的な報告体制の確立が急務とな

っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【所管府省】水産庁（資源管理部） 

【県関係課】水産課 
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（6）水産業における燃油価格高騰対策 

 

【提案・要望事項】 

① 漁業用の燃油価格上昇に伴う経営への影響緩和のため、「漁業経営セーフティー

ネット構築事業」を補填発動基準の緩和などにより、補填が実施されやすい制度に

見直すこと。 

② 漁業に使用するＡ重油にかかる石油石炭税の免税・還付措置及び軽油引取税の免

税措置を堅持すること。 

③ 漁業生産者の経営安定のため、「競争力強化型機器等導入緊急対策事業」等を継

続実施できるよう所要予算を確保すること。 

 

【現状・課題】 

○ 漁船漁業における漁労支出のうち燃料代の割合は非常に大きく、漁業者にとって、燃

油価格の高騰は大きな負担増です。 

一方、水産物価格は、市場の需給関係によって決定されているため、燃油価格上昇分

を魚価に反映することは難しい状況にあります。そのため燃油価格の高騰は、漁業経営

を大きく圧迫しています。 

 

○ 漁業経営セーフティーネット構築事業は、過去の平均原油価格等による補填発動基準

により運用されておりますが、国際情勢の変化等により、燃油価格の急激な高騰が想定

されることから、経営への影響をできるだけ緩和するため、補填発動基準の緩和など、

より補填が実施されやすい制度への見直しが必要です。 

 

◯ 漁業に使用するＡ重油にかかる石油石炭税の免税・還付措置は令和４年度末、軽油引

取税の免税措置は令和２年度末までですが、当該措置が無くなれば、漁業経営はより厳

しくなることが予想されます。そのため、今後も軽油引取税の免税措置、漁業用燃油の

課税免税措置の堅持が必要です。 

 

○ 省エネ機器等の導入を推進する競争力強化型機器等導入緊急対策事業は、平成 30 年

度補正予算で実施された事業では 97件の申請のうち 63件が採択され、令和元年度補正

予算で実施される事業では 49 件の申請をうけて、今後抽選の予定で、要望が多くその

継続が必要です。 

 

【所管府省】水産庁（漁政部） 

【県関係課】水産課 
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（7）漁港・漁場の整備 

 

【提案・要望事項】 

水産業の振興と漁業地域の活性化及び防災・減災対策のため、漁港・漁場の整備

を効率的かつ効果的に実施していく必要があることから、引き続き財政的支援を行

うこと。 

 

【現状・課題】 

◯ 漁港は、浜の活性化を維持するための重要な拠点施設であり、生産と生活をする上で

重要な機能を有しています。 

本県では、すべての漁港が市町の管理となっていますが、整備後 50年近くが経過し、

老朽化が著しく進んでいます。財政的に厳しい市町では、更新するための予算措置がで

きないため、漁港の長寿命化対策として施設の調査を行い、機能保全計画を策定し計画

的に維持管理を進める予定にしています。 

また、漁港においては、近年、気象の変化などにより台風の大型化、台風並みの豪雨

も増加し、波浪などの越波によって、漁業活動に影響を受けています。また、南海トラ

フ地震の発生率は、今後 30年以内に 70～80％とされ、その影響が懸念されます。 

これらのことから、長寿命化対策及び防災・減災対策としての漁港整備を引き続き実

施していく必要があります。 

 

◯ 藻場は、水産動物の産卵場や幼稚魚の育成場であり、水産資源の保護・培養として重

要な役割を果たしているとともに、水質浄化機能を有しています。 

しかしながら、高度成長期以降、埋め立てなどの開発により、藻場の面積は大幅に減

少してきました。近年、増加傾向にあるものの依然として面積は低位にあります。 

本県では、平成９年度以降、ガラモ場の整備を中心に平成 30年度末までに 122haを整

備してきましたが、今後も引き続き、整備を推進する必要があります。 

 

◯ このため、水産業の振興と漁業地域の活性化及び防災・減災対策のため、漁港・漁場

の整備を効率的かつ効果的に実施していくことが必要です。 

 

 

【所管府省】水産庁（漁港漁場整備部） 

【県関係課】水産課 
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38 地方活力の向上に資する産業の地方移転について 

 

 

【提案・要望事項】 
 

○ 若者にとって魅力のある情報通信関連分野をはじめとした、首都圏に立地する企

業の地方移転が促進されるよう、移転に伴い必要となる設備投資や雇用に対する優

遇税制を新設するなどの施策を講じること。 

 

○ 若者の定着に資する魅力ある産業の創出に向けた地方の取組に対し、継続した財

政的支援を講じること。 

 

○ 企業が生産拠点を海外から国内に回帰させる動きがあるなか、これをとりわけ地

方に移転させるために、必要な負担を軽減する施策を講じること。 
 

 

【現状・課題】 

○ 本県の人口は、平成 11年の約 103万人をピークとして減少に転じ、令和元年の人口は

約 96 万人と、20 年連続で減少しています。特に大学進学者の８割以上が県外大学に進

学するなど、15～29歳の若者の大都市圏への流出が拡大しており、若者の県内定着が課

題となっています。 

 若者の就業率が高い情報通信業は、GDPの過去 10年間の成長率が全産業の平均よりも

高いほか、給与水準も他の業種と比較して高水準であり、若者にとって魅力的な産業で

あると考えられますが、この業種の企業は東京都に集中している状況です。 

 そこで、地方においては、大都市圏への若者の流出に歯止めをかけるため、若者に魅

力のある情報通信関連分野等の企業の地方への移転を促進するなど、若者の働く場を創

出する必要があります。 

 

〇 そのため、本県では、転出超過が拡大している若者の大都市圏への流出に歯止めをか

け、県内定着を図るため、若者の就業率が高く、将来の成長が見込まれる情報通信関連

産業の育成・誘致に重点的に取り組むこととしており、今年度から企業誘致助成対象業

種へのインターネット関連分野の追加や、設備投資に対する助成率の引き上げ、雇用要

件の緩和など、助成制度の拡充を行っております。 

あわせて、県有施設である情報通信交流館「e- とぴあ・かがわ」を改修し、新たな拠

点としたうえで、情報通信関連分野の人材を育成するための講座を集中的に実施すると

ともに、講座で学んだ人材を含めた多様な人材が集い、情報通信関連技術の新たな活用

策が誘発されるよう、活動・交流の場として、コワーキングスペースや創作機器を共同
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利用することができる創作工房、５Ｇ通信環境を利用できる環境等を整備します。 

さらに、生み出されたアイデアを起業や第二創業等の促進につなげられるよう、県内

外の有識者等による各種相談やビジネスマッチングの支援等を実施します。 

 

〇 これらの施策を総合的かつ集中的に展開することにより、若者に魅力のある働く場を

創出するとともに、本県経済の活性化にもつなげるため、その取組を推進するにあたり、

現状の優遇税制は、本社機能の移転のみが対象となっていますが、自社の社内業務を除

く情報通信部門を地方移転する場合にも対象となる制度を創設するなど、優遇税制を新

設するなどの施策が必要です。 

また、本県の取組に対して、今年度は、地方創生推進交付金の採択をいただいたとこ

ろですが、引き続き、若者の定着に資する魅力ある産業の創出に向けた地方の取組に対

する継続した財政支援が必要です。 

 

○ さらに、新興国の所得上昇や工場の自動化などＩＴ先端技術の導入によって、国内外

のコスト差は縮小していることや、日本製のブランド価値が再評価されていることなど

から、一部の企業に国内回帰の動きがあります。また、昨今の新型コロナウイルス感染

症の拡大に伴い、特定国からの原材料や部品の調達が困難になるなど、特定国に依存す

るサプライチェーンの脆弱性が顕在化したことから、今後、国内回帰の動きが加速する

と考えられます。 

このような情勢を契機として、地方での良質な雇用を創出するなど、地域の課題解決

や地方経済の活性化につなげるために、企業の生産拠点を国内の地方に回帰させる取組

として、国内回帰に伴い投資した建物等に対する特別償却または税額控除など優遇税制

を新設するなどの施策が必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【所管府省】経済産業省（経済産業政策局）、内閣府（地方創生推進事務局） 

【県関係課】企業立地推進課、政策課情報通信産業振興室 
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39 事業承継の支援体制のあり方について 

 

 

【提案・要望事項】 

  中小企業庁において、産業競争力強化法の改正等により、令和３年度以降、「事業

引継ぎ支援センター」に「事業承継ネットワーク地域事務局」を統合する方向で検討

しているが、本県においては、両者の情報共有や連携は十分になされており、事業者

にとって公的な相談窓口が２か所に分かれていることによる混乱や支障は生じてお

らず、むしろ統合することによる問題点等が考えられることから、以下の点に配慮す

ること。 

 

① 全国一律で統合を求めるのではなく、地域の実情に合わせた対応を可能とするこ

と。 

 

② 中長期的な観点から事業承継ネットワーク事務局の体制を維持できるようにす

ること。 

 

③ これまでの地域の関係機関が一丸となった事業承継支援の取組を後退させない

ようにすること。 
 

 

【現状・課題】 

○ 本県では、高松商工会議所（以下「会議所」という。）が「事業引継ぎ支援センター」

（以下「センター」という。）を、( 公財) かがわ産業支援財団（以下「財団」という。）

が「事業承継ネットワーク地域事務局」（以下「地域事務局」という。）を受託・運営し 

ていますが、中小企業庁が検討している法改正等により、地域事務局がセンターに統合

されることとなった場合、以下の問題点等が考えられます。 

 

(1)  本県では、財団の相談窓口に在席する事業承継コーディネーターとブロックコーデ

ィネーター（以下「承継ＣＯ・ＢＣＯ」という。）が、香川県事業承継ネットワーク

（以下「ネットワーク」という。）の各支援機関からの支援取次ぎだけでなく、県の

外郭団体である財団に所属する専門家として、既に多くの県内事業者と強い信頼関係

を築き、各支援機関とも十分に連携しながら、各事業者が目指す事業承継の実現に向

け、中長期的な伴走支援を行っています。事業者も、財団の他の支援機能も活用した

総合的かつ効果的な支援が得られるため、財団を自らの事業承継を進めるうえで信頼

できる相談先として認識しています。 

こうした中、事業者にとって財団の相談窓口がなくなれば、これまでのような支援

が受けられなくなることについて、不安などを感じさせ、混乱を生じさせてしまう懸
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念があります。 

また、ネットワークの各支援機関にとっても、県の外郭団体である財団がネット 

   ワークの事務局であることから、信頼性が高く円滑な連携体制が構築できており、ネ 

ットワークの事務局がセンターに統合されてしまうと、これまでどおりの連携体制が 

崩れてしまう懸念があります。 

 

(2)   財団の承継ＣＯ・ＢＣＯは、事業承継という個々の事業者の状況に応じて様々な

解決手法の検討が必要な業務を担っていることから、ノウハウの蓄積、事業者との関

係性構築という中長期的な観点での人材の確保に努めています。 

こうした中、ネットワーク事務局の運営主体が財団からセンターに統合されること

になれば、財団の承継ＣＯ・ＢＣＯは、財団の他の支援業務を兼任していたり、セン

ターの勤務条件に合わせられないという理由で、センターに移籍できない可能性が高

いため、これまでに積み上げたノウハウや信頼関係が失われること、また、地域事務

局においてこれまでと同水準の体制が維持できないことが懸念されます。 

仮に、センターにおいて新たに人員的には十分な体制が整えられたとしても、財団

がそれまでの支援で蓄積した企業情報は、守秘義務があるため、容易にセンターに引

き継げないという問題があり、財団がこれまで行っていた支援が完全にリセットされ

てしまうことによる事業者にとっての不便や損失は大きいものと考えています。 

 

(3)  県は、外郭団体である財団を事務局とするネットワークを主導し、地域の関係機関

が一丸となった事業承継支援の取組を加速化しているところですが、ネットワークの

事務局がセンターに統合されることになれば、県の関与に明確な法的根拠が存在しな

いため、ネットワークの運営に県が十分に関与できない状況に陥ることが懸念され、

そうなるとこれまでの地域の関係機関が一丸となった事業承継支援の取組を後退さ

せてしまうことが懸念されます。 

 

○ 以上のことから、全国一律で統合を求めるのではなく、地域の実情に合わせた対応を

可能とし、中長期的な観点からネットワーク事務局の体制を維持できるようにするとと

もに、これまでの地域の関係機関が一丸となった事業承継支援の取組を後退させないよ

うにすることを要望します。 

 

 

 

 

【所管府省】中小企業庁（事業環境部） 

【県関係課】経営支援課 
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40 地方における外国人材の受入れ促進と多文化共生社会の実現に向けた

取組等への支援について 

 

【提案・要望事項】 
 

 ① 地方における外国人材の受入れ促進について 

・ 地方自治体による県内企業の外国人材の受入れ支援などの独自の取組に対し、

継続的な財政支援を講じること。 

・ 特定技能外国人の受入れについて、地方の人手不足の解消に寄与するよう、制

度の浸透や、特定産業分野の追加に係る柔軟な対応、試験実施国や実施回数の増、

在留資格の取得や変更手続の簡素化等を図ること。 

・ 外国人技能実習生の増加を踏まえ、都道府県協会間のネットワークの構築や、

検定委員の派遣など、国において、技能検定の円滑な実施に向けた支援を行うこ

と。 

 

② 多文化共生社会の実現に向けた取組について 

・ 外国人の生活支援や防災面の支援など、多文化共生の社会づくりに向けた取組

や、地方自治体が独自に取り組む事業所向けの相談窓口の設置などの取組に対し、

継続的な財政支援を講じること。 

 

 ③ 外国人児童生徒の受入体制の整備について 

・ 外国人児童生徒が円滑に学校生活及び学習活動を行うことができるよう、学校

への日本語指導員派遣を幅広く行うための財政支援を拡充すること。 

・ 日本語指導を担当する教員等の研修システムとともに、効果的に日本語指導を

行うためのデジタル教材を開発すること。 

・ 大学の教員養成課程での日本語指導にかかる指導体制を充実させ、単位を必履

修とすること。 
 

 

【現状・課題】 

① 地方における外国人材の受入れ促進について 

○ 本県においては、生産年齢人口の減少に伴い、人手不足が顕在化しており、有効

求人倍率は、令和２年３月時点で 1. 64倍と 104か月連続で１倍台となっています。 

一方で、本県の外国人労働者数は、令和元年 10月末で 10,174 人と５年前と比較

して２倍以上となっており、本県経済の持続的発展に必要不可欠な人材となってい

ます。 

 

○ こうしたなか、本県では、県独自の取組として、外国人を雇用する場合の在留資

格についての相談や、労働条件等の労務に関する相談を総合的に受け付ける「外国
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人労働人材関係相談窓口」を昨年４月に開設し、専任職員を配置して相談に対応す

るとともに、県内企業と留学生を対象とした交流会や企業説明会を開催するほか、

今年度は新たに、在留資格「技能実習」や「特定技能」の制度説明や高度外国人材

の活用事例等を紹介するセミナーの開催や、外国人労働者の日本語能力向上のため

の研修等を行う中小企業への助成に取り組むなど、外国人材の受入れ等を積極的に

支援していくこととしています。 

   これらの取組を効果的かつ継続的に実施し、外国人の雇用の円滑化を推進してい

くためには、外国人受入環境整備交付金の拡充はもとより、外国人材の受入れ支援

などの県独自の取組に対して、継続的に、十分な財源が措置される必要があります。 

 

○ また、「特定技能」については、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人

を受け入れるために、昨年４月に創設され、令和５年度までの５年間で、全国で最

大約 34万５千人の外国人材を受け入れることとされていますが、昨年 12月末現在

での受入れは、全国で 1,621 人にとどまり、当初の想定を大きく下回っており、本

県においては 47人となっています。 

このため、「特定技能」による外国人の受入れが円滑に進み、地方の人手不足の解

消に寄与するよう、国において、一元的な情報発信等による制度の浸透のほか、企

業の意向等を踏まえた特定産業分野の柔軟な追加、試験会場を設ける国の数や地方

での試験の開催を含めた試験回数の増加、在留資格の取得や変更に係る要件や手続

の明確化・簡素化等を図っていくことが必要です。 

 

○ 技能実習生が受検する技能検定随時試験について、本県では、技能実習生が増加

する中、職種によっては、検定委員や機器設備等を確保することが困難なものもあ

ります。 

このため、国において、都道府県間及び都道府県職業能力開発協会間のネットワ

ークの構築や検定委員の派遣など、技能検定の円滑かつ安定的な実施に向けた支援

を行うことが必要です。 

 

② 多文化共生社会の実現に向けた取組について 

◯ 本県で働き、生活する外国人が増加する中で、外国人住民と日本人住民が、互い

の文化や生活習慣などを尊重し、共にいきいきと安全・安心で豊かな生活を営むこ

とができる多文化共生の社会づくりの取組が一層重要であり、本県では、国の「外

国人材の受入れ・共生のための総合的対応策」に基づき、「かがわ外国人相談支援セ

ンター」を昨年４月に開設し、外国人に係る生活全般の相談に多言語で対応できる

体制を整備したほか、外国人住民のための防災訓練実施や国際化推進会議による市

町等との連携体制の強化、市町における多文化共生のまちづくりに向けた取組の支
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援など、多文化共生の地域づくりを一層推進していくこととしており、外国人受入

環境整備交付金の継続をはじめ、十分な財源が措置される必要があります。 

 

③ 外国人児童生徒の受入体制の整備について 

○ 本県では、外国人児童生徒が最近５年間で約 1.5 倍に増加しております。このよ

うななか、外国人児童生徒が集住する地域には、国から加配措置された日本語指導

のための教員を８名配置するとともに、国の補助事業を活用し、日本語や生活様式

の基本を学ぶ初期指導教室を設置して、日本語指導員を配置する取組を促進してい

ます。 

 

○ 一方、県内には、1～２名の外国人児童生徒が在籍している学校が多数あり、こ

うした外国人児童生徒が散住する地域においても、個別の児童生徒の状況に応じた

指導を行うために、現在県から延べ 27名程度の日本語指導員を派遣していますが、

十分とはいえない状況にあります。今後外国人児童生徒は急速に増加することが見

込まれるため、こうした日本語指導員の派遣をより一層推進する必要があり、その

ためには国において新たな補助事業を創設するなどの財政支援の拡充が不可欠です。 

 

○ また、日本語指導を担当する教員等の資質向上のためには、国の教職員支援機構

が実施する中央研修の定員を増員し、学校において日本語指導の中心となるリーダ

ーを養成するとともに、専門知識が十分でない教員でも効果的に日本語指導を行う

ことができるように、教科書の本文を多様な母語へ翻訳したり、視覚的理解を促す

動画を再生できるデジタル教材を、国において開発する必要があります。 

 

○ さらに、教員に採用される前から日本語指導に関する知識等を習得し、学校での

指導に生かすことができるようにするため、大学の教員養成課程での日本語指導に

かかる指導体制を充実させ、単位を必履修とすることが必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

【所管府省】法務省（出入国在留管理庁）、文部科学省（総合教育政策局）、   

      厚生労働省（職業安定局、人材開発統括官） 

【県関係課】政策課、国際課、労働政策課、義務教育課 
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41 外国人観光客の消費拡大について 

 

 

【提案・要望事項】 
 

観光庁の統計（速報値）で令和元年の訪日外国人旅行者数と年間消費額がともに過

去最高を更新し、訪日外国人旅行者一人当たりの消費額についても、3.5％増と推計

されている。現在は、新型コロナウイルス感染拡大の影響を受け、一時的に減少して

いるものの、事態が収束した際には、地域経済の活性化のため、引き続き、訪日外国

人旅行者の年間消費額だけでなく、一人当たりの消費額の拡大に取り組む必要があ

る。 

こうした状況のもと、本県では、全国に先駆けて、高松丸亀町商店街振興組合が、

免税手続きを自動化する免税一括カウンターを導入し、訪日外国人観光客の消費環境

の向上に努めているが、この取組がより効果的かつ継続的に運営が可能となるよう、

以下の点について、特段の措置を講じること。 

（１）輸出物品許可販売場の効力を有している店舗については、免税一括カウンタ

ーに免税手続きを委託した場合でも、既に有している効力を継続して利用可

能とすること。 

（２）商店街振興組合が設置した免税一括カウンターにおいて、当該組合の組合 

員以外も免税手続きを委託可能とすること。 

（３）スマート免税一括カウンターの設置・運営については、無人運営を可能とす

ること。 
 

 

【現状・課題】 

○ 観光庁から公表された宿泊旅行統計調査（速報値）によると、令和元年の本県におけ

る外国人延べ宿泊者数は、約 69万 1 千人で、過去最高を記録した平成 30年実績の 1.27

倍となっており、引き続き、順調な増加傾向を維持しています。 

 

○ 人口減少に伴う地域活力の低下が懸念されるなか、旅行消費額が比較的多い外国人観

光客を増やすことは、地域経済の活性化にとって非常に重要であり、本県を訪れる外国

人の数を増やすとともに、本県を訪れる外国人観光客が県内で消費しやすい環境を整え

る必要があります。 

 

○ 本県では、平成 29年 10月から、全国に先駆けて、高松丸亀町商店街振興組合が、免

税手続きを自動化する「スマート免税一括カウンター」を導入し、訪日外国人観光客の

消費環境の向上に努めていますが、免税手続きを委託する店舗数や利用実績が極めて低

調である現状にかんがみて、「スマート免税一括カウンター」では、訪日外国人観光客が

手軽に消費税免税手続きを行うことができる環境を十分に整えていく必要があると考え



-  225 -  

 

ています。 

 

○ まず、消費税法施行令第 18条の２第 15項では、免税一括カウンターに免税手続きを

委託した店舗が、既に免税店の許可を受けている場合、現行で受けている輸出物品許可

販売場の効力を失うこととなるため、自店舗か、免税一括カウンターへの委託かの選択

をする必要があります。免税手続きを受けられる窓口が複数あることは、実際にショッ

ピングをする際の利便性が高まることから、輸出物品許可販売所の効力を有する店舗が、

その効力を失うことなく、免税一括カウンターに免税手続きを委託できることが必要で

あります。 

 

○ また、免税一括カウンターに免税手続きを委託する店舗の取り扱いについて、消費税

法施行令第 18条の２第４項第１号では、商店街振興組合が設置した免税一括カウンター

の適用は、当該組合の組合員が経営する販売場に限られるとされ、組合員ではないテナ

ント等が対象外となっています。今後の利用店舗の拡大のためには、商店街振興組合の

組合員以外が経営する販売場についても利用可能とする必要があります。 

 

○ さらに、免税一括カウンターの設置・運営について、スマートカウンターであれば、

技術的に無人で免税手続きが可能ですが、消費税法施行令第 18条の２第７項第２号では、

一律必要な人員を配置するものとされ、無人運営は認められていません。今後の自立的

かつ効率的な運営を実施するためには、スマートカウンターの無人運営を可能とする必

要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【所管府省】国税庁（課税部）、中小企業庁（経営支援部）、 

観光庁（観光地域振興部、観光戦略課） 

【県関係課】観光振興課国際観光推進室、経営支援課 
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42 日本版ＤＭＯの推進について 

 

 

【提案・要望事項】 

「明日の日本を支える観光ビジョン」における課題の一つとして「世界水準のＤＭ

Ｏの形成・育成」の促進が掲げられており、今後ＤＭＯを中心とした観光地域づく

りがますます重要となると考えられる。こうした中、日本版ＤＭＯが安定的・継続

的かつ、より効果的な事業の展開を図るため、以下の点に配慮すること。 

① 安定的な財源を確保しながら継続的に観光地経営を推進できる制度の構築を

図ること。 

② 新型コロナウイルス感染症の影響を考慮し、インバウンド対応だけでなく、観

光圏の推進及び国内観光客の誘致につながる国庫補助事業の新たなメニュー

の創設や、国際観光旅客税を活用した国庫補助事業の拡充など財源の確保、充

実を図ること。 

 

【現状・課題】 

○ 本県の人口は、平成 11年の 103万人をピークに減少に転じ、令和元年では 96万人と

なっており、人口減少の克服や地域活力の向上につながる効果的な施策に重点的に取り

組んでいますが、現状のままで推移すれば、令和 22年には 81万人程度にまで減少する

と見込まれ、地域経済を維持していくためには、観光・交流人口の拡大が不可欠です。 

 

○ 本県の宿泊客数は、都道府県別では低位で、観光客の滞在日数と観光消費額を増加さ

せることが課題となっています。このようなことから、本県では、国内外からの観光客

を誘致することを目的として、平成 22年度から観光圏整備法に基づく観光圏の整備に取

り組んでおり、令和２年度から６年度までの５年間を計画期間とする計画について、改

めて「香川せとうちアート観光圏」が国土交通大臣の認定を受け、日本版ＤＭＯである

公益社団法人香川県観光協会を観光地域づくりプラットフォームとして、滞在型プログ

ラムの企画等を進めています。 

 

○ また、訪日外国人観光客がかつてないペースで急増するなか、外国人観光客の誘致を

積極的に展開するため、日本版ＤＭＯである一般社団法人せとうち観光推進機構や一般

社団法人四国ツーリズム創造機構を主体として、平成 27年６月に広域観光周遊ルートの

認定を受け、広域でのインバウンド事業の取組を進めています。 
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○ 「日本版ＤＭＯ」が、観光地域マーケティングやマネジメントに基づき、科学的アプ

ローチから観光地域づくりに取り組むためには、安定的・継続的な運営を行うための財

源確保が不可欠です。 

 

○ また、本県における県外からの観光客の入込数は、国内観光客が占める割合が依然高

いものであることや、新型コロナウイルス感染症の影響から当面は国内観光が中心とな

ることも想定されることから、インバウンドの推進はもとより、まずは国内の観光消費

を活性化させ、地域の活力を取り戻す必要があります。しかしながら、観光圏を推進す

る国庫補助事業のメニューがなく、国内観光客の誘致につながる国庫補助事業のメニュ

ーも少ない状況です。 

 

○ なかでも、観光庁の「地域固有の文化、自然等を活用した観光資源の整備等による地

域での体験滞在の満足度向上」にかかる令和２年度当初予算は 23,738 百万円と昨年度の

22,441 百万円の 1.06 倍となっていますが、平成 30年度に創設された「広域周遊観光促

進のための観光地域支援事業」の令和２年度の当初予算額は、前年度に比べて 45％の減

額となっており、補助対象がインバウンド対応事業に限られることや、補助率が調査・

計画策定は定額であるものの、滞在コンテンツ充実、情報発信・プロモーションは初年

度事業費の１／２、２年目２／５、３年目１／３と逓減することとなっています。また、

平成 30年度、令和元年度、令和２年度ともに、国際観光旅客税が財源として充当されて

おりません。 

 

○ 「日本版ＤＭＯ」が、地域の多様な関係者を巻き込みつつ、国内外からの観光客を対

象に主体的に観光地域づくりを行う経営体として、将来にわたって安定的運営が担保で

きるようご支援いただくとともに、より効果的な事業の展開を図るため、観光圏の推進

及び国内観光客の誘致につながる国庫補助事業の新たなメニューの創設や、国際観光旅

客税を活用した国庫補助事業の拡充など財源の確保、充実を図っていただくことを要望

します。 

 

 

 

 

 

 

 

【所管府省】観光庁（観光地域振興部） 

【県関係課】観光振興課 
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43 文化財の修復等に係る財政的支援の拡充について 

 

 

【提案・要望事項】 

各自治体が作成する「文化財保存活用地域計画」に記載された文化財の保存と活用

を進めるため、指定文化財の修理等に対する補助額の拡充や、未指定文化財の修理等

に対する新たな財政的支援を行うとともに、規制緩和や税制優遇措置を図ること。 

 

【現状・課題】 

○ 本県には、豊かな自然と貴重な文化財が豊富にあり、これらは、本県の歴史や文化を

象徴するもので、長い年月にわたって先人から大切に伝えられてきた、かけがえのない

財産であるとともに、せとうち香川ならではの観光資源にもなっています。 

 
○ この度の文化財保護法の改正による文化財の保存・活用に関した新たな枠組みの構築

を受け、各市町においては、文化財保存活用地域計画の作成に着手したところですが、

今後、この地域計画が認定されれば、文化財の保存・活用について、既に設けられてい

る各種の優遇措置を受けつつ、地域計画の記載内容に沿った具体的な事業に取り組んで

いくこととなります。 

 
○ 地域計画に基づく事業が増えることが予想されることから、文化財保護に係る予算総

額の拡充を求めます。特に、地域計画で取り上げられた国指定・登録文化財の修理など

優先的予算配分がなされる事業を一層充実させるとともに、自治体指定文化財に対して

も同様の措置を求めます。 

 

○ 未指定文化財においては、便益施設設置など、活用のための整備は補助対象となりま

したが、更に、修理等保存を対象とした財政支援が必要です。 

 

○ また、国宝、重要文化財等については建築基準法が自動的に適用除外とされています

が、地域計画で取り上げられた自治体指定文化財、建築物についても同法の適用除外と

する規制緩和が望まれます。 

 

○ 税制優遇措置についても、既に重要文化財等に対して行われていますが、地域計画で

取り上げられた自治体指定の文化財や未指定文化財に対しても、その対象を広げるよう

求めます。 

 

【所管府省】文部科学省( 文化庁） 

【県関係課】生涯学習・文化財課 
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44 瀬戸内海国立公園の整備の推進について 

 

 

【提案・要望事項】 

① 瀬戸内海国立公園の直轄整備を推進すること。 

② 公園施設の老朽化対策等のための自然環境整備交付金の予算を十分に確保する

こと。 

 

【現状・課題】 

○ 多島海の優れた景観が「世界の宝石」とも称され、我が国最初の国立公園として指定

された瀬戸内海国立公園の香川県地域は、屋島や五色台、小豆島の寒霞渓などの展望地

が主要な観光地となり、年間約 450万人もの方々に利用されています。 

 

○ 本県では、多くの方々が瀬戸内海国立公園に訪れることから、昭和 30 年代から平成

16年度にかけて、国の補助事業等を活用して園地などを整備してきました。 

 

○ こうした国立公園の園地などの整備は、三位一体改革以降、国の直接執行が原則とさ

れ、国の補助事業が廃止されたことから、本県の施設整備は進まず、また、直轄事業で

の整備もほとんどなされなかったため、施設の老朽化が進んでおりましたが、屋島にお

いて、国の直轄事業による整備が開始されるとともに、平成 27 年度から、自然環境整

備交付金の交付対象が国立公園整備事業にも拡充されたところです。 

 

○ しかしながら、直轄事業による整備は、現在、屋島以外では実施の予定がありません。 

また、交付金については、令和２年度から令和６年度を計画期間とする本県の整備計

画を策定し、交付金を活用した施設の老朽化対策等を実施する予定としておりますが、

これまで都道府県の要望額を確保できておらず、整備計画の期間内での実施が困難とな

っています。 

 

○ 利用者の利便性の向上や、安全面と瀬戸内海の景観に配慮した環境整備を図るため、

自然公園等事業費の予算を十分に確保して、瀬戸内海国立公園の整備を推進する必要が

あります。 

 

【所管府省】環境省（自然環境局） 

【県関係課】みどり保全課 
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45 里海づくりの推進について 

 

 

【提案・要望事項】 

① 瀬戸内海を「里海」として再生させるための実効的な施策を早期に行うとともに、

「里海づくり」を行う人材の育成や住民参加を促進するため、人材育成の取組や環

境保全活動のネットワーク化、環境教育・啓発など地域活動の活性化の取組に対す

る財政的支援を行うこと。 

 

② 生物多様性・生産性の向上と水質浄化・物質循環の機能の確保を図るため、藻場・

干潟等の浅場の整備に対する財政的支援を行うこと。 

 

③ 海底堆積ごみ及び漂流ごみの回収・処理については、国や地方自治体等の役割分

担を明確にすること。 

海ごみの回収・処理、調査研究、発生抑制対策に対する財政支援を継続するとと

もに、台風等により突発的に大量発生する漂流ごみや海岸漂着ごみの地方自治体等

による回収・処理については、従来の補助金を地方自治体が使いやすいものとして

整理し、柔軟な財政支援を行うこと。 

また、海ごみの大半を占めるプラスチックごみの削減を図るため、民間団体等を

含む多様な主体の参画・連携による循環的利用の促進に向けた仕組みづくりを推進

すること。さらに、マイクロプラスチックの発生状況、原因、影響及び処理に関す

る調査研究を急ぐとともに、早急に対策を講じること。 

 

④ 栄養塩類の循環機構の解明及び適正管理のための調査・研究の一層の充実を図る

こと。 

 

【現状・課題】 

○ 瀬戸内海では、これまでの各種施策の結果、水質については一定の改善がみられるも

のの、栄養塩の循環バランスの崩れによる赤潮の発生やノリの色落ち、景観の悪化、人

と海との関わりの希薄化、海ごみの問題など、依然として多くの課題があります。 

 

○ このようななか、里海づくりは、国において平成 19年 11月の第三次生物多様性国家

戦略、平成 20 年３月の海洋基本計画に位置づけられるとともに、平成 19 年６月の 21

世紀環境立国戦略においても重点的に着手すべき環境政策として明記されました。 
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○ 平成 27年２月には、国において瀬戸内海環境保全基本計画の変更が閣議決定され、多

面的価値・機能が最大限に発揮された「豊かな瀬戸内海」を目指すことが明記され、そ

のための各種施策の実施に当たっては、森・里・川・海のつながりに配慮した里海づく

りの手法を必要に応じて導入することになっています。平成 27年 10月に改正された瀬

戸内海環境保全特別措置法でも、これまでの水質保全のための規制に加え、海ごみの除

去等の推進をはじめ、瀬戸内海を豊かな海とするための里海づくりの活動などの沿岸域

の良好な環境の保全・再生・創出の事業を推進することとされています。 

 

○  このため、本県では、平成 28年 10月に瀬戸内海の環境保全に関する香川県計画を変

更し、美しい海、交流と賑わいのある海などを目指すとした「かがわの里海づくり」を

中心に据えた計画としています。また、栄養塩類の管理の在り方については、平成 29

年６月に策定した総量削減計画の中で、従来から定めのあった汚濁負荷の削減量に加え、

国の調査研究の動向等を踏まえ、必要な措置について検討することを盛り込んでいます。 

 

○ さらに、本県では、里海づくりをけん引する人材育成や里海への理解を広げるため、

平成 28年４月に「かがわ里海大学」を設置し、運営しています。今後も、地域で様々な

環境保全活動に取り組むに当たって、各省庁が連携した、財政支援施策が必要です。 

 

○ 海ごみ対策については、海岸漂着物処理推進法では、海岸漂着物についての処理責任

は明確になっていますが、海底堆積ごみと漂流ごみについての処理責任は明確になって

いません。また、海ごみについては、その回収・処理に地元自治体の負担が必要である

とともに、台風等により突発的に大量発生する海ごみの回収・処理に対する財政支援に

関しては、対象要件等が使いにくいものとなっており、柔軟な支援が必要です。 

 

○  また、近年は、プラスチックごみによる海洋汚染が国際的な課題となっているなか、

国においてはプラスチック製買い物袋の有料化、本県においてもマイバック持参による

買い物運動など各種施策を進めていますが、瀬戸内海においては、海ごみの大半はプラ

スチックごみが占めており、これらの海への流出を防ぐだけではなく、発生抑制や循環

的利用を今後とも一層推進することが重要です。さらに、生態系への影響が懸念されて

いるマイクロプラスチックについては、その実態や原因の究明を早急に行い、対策を講

じる必要があります。 

 

【所管府省】環境省（水・大気環境局、環境再生・資源循環局）、 

水産庁（増殖推進部、漁港漁場整備部）、 

国土交通省（港湾局、水管理・国土保全局） 

【県関係課】環境管理課、廃棄物対策課、土地改良課、水産課、河川砂防課、港湾課 
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46 廃棄物処理について                    

（1）拡大生産者責任に基づく廃棄物処理システムの構築 

 

【提案・要望事項】 
 

持続可能な循環型社会を形成するために、拡大生産者責任の考え方を徹底し、生産

者が、製品の循環利用や適正な処分にかかる責任を負う廃棄物処理システムを早期に

構築されるよう次の点について提案する。 

 

① 家電リサイクル制度等の円滑な推進 

家電リサイクル制度については、廃家電製品の不法投棄や不適正処理事件を防止

するため、リサイクル料金前払い制度の導入について検討するとともに、廃家電の

引渡義務違反に対する罰則の強化など家電リサイクル制度の円滑な推進のために実

効性ある措置を講じること。 

また、リサイクル料金の積算根拠の情報開示と制度の一層の普及啓発に努めるこ

と。 

なお、リサイクル料金の前払い制度が導入されるまでは、市町の不法投棄対策に

対するメーカー等の資金協力を継続すること。 

さらに、使用済小型電子機器リサイクル制度の推進のため、市町の費用負担軽減を

図ること。 

 

② 生産者による廃棄物回収システム及びデポジット制度の導入等 

循環型社会を形成するためには、「生産者は、製品の使用後の段階においても、当

該製品の適正なリサイクルや処分について一定の責任を負う。」という考え方を徹底

し、生産者が廃棄物を回収する仕組みを一層拡大することが必要である。こうした

廃棄物回収システムには、デポジット制度を有効に組み合わせるとともに、全国一

斉に同一基準で実施し、システムの実効性を高めることが不可欠である。 

ついては、資源として再生利用できる製品や有害物質などについて、可能なもの

から随時、生産者による廃棄物回収システム及びデポジット制度を導入すること。 

  また、現行の各種リサイクル法が適用されない使用済の太陽光パネルなどの製品

についても、リサイクルシステムを早急に構築すること。 

 

③ 容器包装リサイクル制度の見直し 

容器包装リサイクル制度については、現在、見直しが検討されているが、拡大生

産者責任の原則に基づき、事業者責任の強化を図るとともに、市町の費用負担の軽

減など制度の見直しを行うこと。 

また、プラスチック製品のリサイクルを進めるため、容器包装以外のプラスチッ

ク製品についてもリサイクル制度の導入に向けた検討を行うこと。 
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【現状・課題】 

① 家電リサイクル制度等の円滑な推進 

○ 家電リサイクル法については、平成 27年３月 30日に「特定家庭用機器廃棄物の収

集及び運搬並びに再商品化等 に関する基本方針」の一部改正が行われましたが、下記

のような現状を踏まえた検討が必要です。 

・ 現行の家電リサイクル法においては、消費者がリサイクル料金を排出時に費用負

担する後払い制度となっていることや、メーカーによる再商品化に要する費用及び

その内容が公表されていないことなどから、料金負担を嫌う消費者等による不法投

棄が後を絶たないなど、その対応が地方自治体の大きな負担となっています。 

・ 小売店がリサイクル料金を徴収しながら、不適正なルートに横流しする事件やリ

サイクル料の便乗徴収、無料家電引取業者による料金徴収に伴うトラブルなどの問

題や、買い替え以外の場合、排出者（消費者）が自分で指定引き取り場所へ搬入す

るなどの負担があるため、無料家電引取業者等へ引き渡すなど、家電リサイクル法

の適正な施行が必ずしもなされていない状況です。 

・ 不法投棄された廃家電の家電リサイクルプラントへの直接搬入など、一定の対策

は取られたものの、廃家電の不法投棄への対応は、なお各地方自治体の負担となっ

ており、不法投棄を未然に防止するためには、現行のリサイクル料金の後払い制度

を、新製品購入時にリサイクル料金を負担する制度（前払い制度）に改め、廃家電

の引渡義務違反に対する罰則を強化するなど、家電リサイクル制度の円滑な推進を

図ることが必要です。 

 

○ 市町の不法投棄対策に対するメーカー等の資金協力が行われていますが、今後、市

町の意見を十分に反映し、さらに活用しやすい体制を構築することが必要です。 

 

○ 平成 25年度から導入された使用済小型電子機器等リサイクル制度では、市町が回収

を行うこととなっていますが、財政面の理由から市町の取組が困難となることも考え

られます。この制度が大きな成果を上げるためには、市町の財政負担の軽減が必要で

す。 

 

② 生産者による廃棄物回収システム及びデポジット制度の導入 

○ 現在、使用済小型電子機器等リサイクル制度による回収をはじめ、一部の製品につ

いては事業者自主回収等の取組が行われていますが、まだ、十分に行われているとは

言い難い状況です。資源として再生利用できる製品については、資源の有効利用のた

め、一層の回収促進が求められています。 

また、農薬や薬品などの有害物質やそれを含有する製品など処理困難な廃棄物につ

いては、市町での受入れがなされてないケースが多く、その適正な回収・処理の確保

が求められています。 
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○ こうした廃棄物回収システムにはデポジット制度を組み合わせることが廃棄物の発

生抑制やリサイクルの推進、散乱ごみ対策に有効であると考えます。 

 

○ なお、生産者による廃棄物回収システムやデポジット制度を実施している地域と実

施していない地域があると、実施している地域では製品が割高となり、実施していな

い地域で購入されるようになるだけで、回収システム等の効果が上がらないことや、

換金目当てで使用済み製品が実施していない地域から持ち込まれることもあり、全国

一斉に同一基準で実施することが不可欠です。 

 

 ○ また、同様の考えから、将来多量の発生が見込まれる使用済の太陽光パネルなどの

製品についてもリサイクルシステムを早急に構築することが必要です。 

 

③ 容器包装リサイクル制度の見直し 

○ 容器包装リサイクル法については、現在、制度見直しの検討が行われていますが、

下記のような現状を踏まえた検討が必要です。 

同法においては、消費者が分別排出、市町が分別収集、事業者が再商品化するとい

う役割分担のもと、リサイクルを進めていますが、分別収集や選別及び小規模事業者

の再商品化にかかる費用が市町の大きな負担になっています。 

また、容器包装プラスチック以外のプラスチック製品については、容器包装プラス

チックと同様に再生利用が可能にもかかわらず、焼却・埋め立てされています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【所管府省】環境省（環境再生・資源循環局）、 

経済産業省（商務情報政策局、産業技術環境局） 

【県関係課】廃棄物対策課 
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（2）廃止焼却施設の解体の促進及び市町の負担軽減 

 

【提案・要望事項】 

① ダイオキシン類対策やごみ処理の広域化に伴い廃止したごみ焼却施設の解体を一

層促進するために、施設整備を伴わない解体のみの事業や、跡地を災害廃棄物仮置場

等の防災対策用地とする場合も循環型社会形成推進交付金の交付対象とするほか、交

付税措置の創設など支援施策の充実を図ること。 

② 交付金の交付対象となっている場合についても、交付額の引き上げや交付税措置の

創設などにより、市町の財政的な負担が軽減されるよう、国の支援策の充実を図るこ

と。 

 

【現状・課題】 

○ 平成 14年度に国のダイオキシン類対策により、多くのごみ焼却施設が廃止されました

が、廃止された施設をそのまま放置しておくことは、新たな環境汚染を引き起こす可能

性があり、早期に解体を行う必要があります。 

 

○ しかしながら、ごみ焼却施設の解体作業を行うには、労働安全衛生規則によりダイオ

キシン類のばく露を防止するための安全対策を講ずる必要があり、市町においては多大

な財政的負担を強いられることになります。 

 

○ 平成 17年度に創設された循環型社会形成推進交付金制度では、解体跡地に新たな廃棄

物処理施設を整備する場合に限り、解体工事費が交付対象となることから、廃止した焼

却施設の解体が依然として進まない状況にあります。 

 

○ ダイオキシン類対策や市町合併等に伴い廃止したごみ焼却施設の解体を一層促進する

ためには、施設整備を伴わない解体のみの事業や、跡地を災害廃棄物仮置場等の防災対

策用地とする場合も交付対象とするほか、交付税措置の創設など支援施策の充実を図る

ことが必要です。 

 

○ さらに、交付金の交付対象となっている場合についても、交付額の引き上げや交付税

措置の創設などにより、市町の財政的な負担が軽減されるよう、国の支援策の充実を図

る必要があります。 

 

【所管府省】環境省（環境再生・資源循環局） 

【県関係課】廃棄物対策課 
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（3）一般廃棄物処理施設等の整備事業にかかる循環型社会形成推進交付金

等の予算確保 

【提案・要望事項】 
 

市町・組合が一般廃棄物処理施設を整備する際、循環型社会形成推進交付金等が交

付率どおり交付されなければ、所要額を確保できなくなり、安定した廃棄物処理に影

響を及ぼすことになるため、必要な予算額を確保すること。 

また、市町が行う浄化槽設置整備事業についても、要望額どおり交付されるよう必

要な予算額を確保すること。 
 

 

【現状・課題】 

○ 市町・組合は、一般廃棄物処理施設を整備するに当たって、循環型社会形成推進交

付金が交付率( １／２または１／３) どおりに交付されることを想定して整備事業を計

画しています。このため、交付金額が要望額（交付限度額）より減額されると、所要

額との差額の補填が財政上困難なことから、事業規模の縮小や工程の見直し等を迫ら

れる可能性もあり、ひいては、安定した一般廃棄物処理に影響を与える恐れがありま

すので、予算の確保が必要です。 

 

○ 市町が補助する浄化槽設置整備事業に係る交付金について、生活排水処理基本計画

に沿った整備を推進するため、予算の確保が必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【所管府省】環境省（環境再生・資源循環局） 

【県関係課】廃棄物対策課 
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（4）ＰＣＢ廃棄物の早期適正処理の推進 

 

【提案・要望事項】 
 

ＰＣＢ廃棄物の処理費用について、中小企業者等軽減制度の対象外となる費用に対

して支援制度を創設すること。 

高濃度ＰＣＢ廃棄物の代執行に係る費用については、自治体へ財政負担が生じない

よう、処理費用だけでなく、人件費も含めた財政的支援の仕組みを確実に講ずること。 

ＰＣＢ廃棄物の期限内処分の必要性について、テレビや新聞等のマスメディアを活

用した積極的な広報・啓発を継続的かつ頻繁に行うこと。 
 

 

【現状・課題】 

○ 高濃度ＰＣＢ廃棄物の処理費用については、中小企業者に対しては 70％、個人に対し

ては 95％の補助がなされています。一方、収集運搬費用や低濃度ＰＣＢ廃棄物の処理費

用については補助がない状況です。 

収集運搬費用は一社あたり 10万円前後の費用がかかると聞いており、処分を推進する

上での課題となっています。 

 

○ 期限内処理を達成するため、高濃度ＰＣＢ廃棄物は県による代執行も可能とされてい

ることなどから、これらの業務に係る事務費や人件費等が自治体の多大な負担となって

います。 

 

○ 全国各所でＰＣＢ廃棄物の早期処分に向けた説明会の開催、パンフレットの作成・配

布などが行われていますが、安定器等についてはテレビや新聞等を使った広報も始まっ

ているものの、回数が少ないため、ＰＣＢに関する知識や制度が事業者に伝わっていな

いケースが多くあります。 

 

 

 

 

 

 

 

【所管府省】環境省（環境再生・資源循環局） 

【県関係課】廃棄物対策課 
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47 地球温暖化対策の推進について 

 

 

【提案・要望事項】 
 

① 国を挙げた温暖化対策に取り組む機運醸成について 

   脱炭素化に向けた世界の動向を踏まえ、早期に長期エネルギー需給見通しを見直

し、今後の具体策を明らかにした上で、国内外における資源エネルギー対策を総合

的、計画的に推進すること。 

   また、パリ協定の目標達成に向け、国の地球温暖化対策の目標について、２０５

０年温室効果ガス排出実質ゼロを目指すよう引き上げるとともに、その目標を目指

す先進的な動きが広まるよう、地方公共団体、事業者、ＮＰＯ等の取組を後押しす

るなど、国を挙げて温暖化対策に取り組む機運を醸成すること。 

 

② 再生可能エネルギーの地域との共生について 

   再生可能エネルギーを利用した発電設備の事業計画認定に際して、地域住民への

事前説明とその結果の国への報告を義務付けるなどの法整備を図るとともに、地域

住民の理解を得ないまま設置を進めることのないよう、国が責任を持って事業者を

指導すること。 

   また、地球温暖化対策に必要な再生可能エネルギーを活用した発電設備が安全か

つ長期安定的に稼働されるよう、風水害等に備えた設置者による対策の徹底や、小

出力発電設備に関する電気事業法上の規制強化等を図ること。 

 

③ 地球温暖化への適応の推進について 

気候変動の影響による国民の被害を最小化し、迅速に回復できる社会の構築に向

けて、気候変動に対する国民の危機意識の共有を図る取組を強化するなど適応策を

強力に推進するとともに、地域気候変動適応センターへの技術的援助の強化を図る

こと。 
 

 

【現状・課題】 

① 国を挙げた温暖化対策に取り組む機運醸成について  

○ 地球温暖化の進行に伴い、世界各地で記録的な高温や大雨等の異常気象が発生して

おり、本県においても平均気温の上昇や局地的な豪雨の増加が見られるなど、地球温

暖化防止に向けた取組は喫緊の課題となっています。 

 

○ ２０１５年に合意されたパリ協定では「平均気温上昇の幅を２度未満とする」目標

が国際的に広く共有されるとともに、ＩＰＣＣが公表した「１．５度特別報告書」に

おいては、「気温上昇を２度よりリスクの低い１．５度に抑えるためには、２０５０年
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までに温室効果ガスの実質排出量をゼロにすることが必要」とされています。 

 

○ しかしながら、国が掲げる温室効果ガスの排出削減目標は「２０５０年に８０％削

減」となっており、その根拠の一つとして、エネルギー政策の打出しに必要な長期エ

ネルギー需給見通しを挙げていることから、脱炭素化を目指すためには早期にこれを

見直し、エネルギー政策を総合的、計画的に推進する必要があります。 

 

○ ２０５０年の温室効果ガス排出実質ゼロの実現には、県単独の省エネルギーの取組

や再生可能エネルギーの導入促進だけでは実現可能性がなく、原子力発電のあり方や

再生可能エネルギー、水素利用の促進など国のエネルギー政策によるところが非常に

大きく、ＣＯ２のリサイクル技術など革新的なイノベーションが不可欠であり、国全

体として取り組まなければ実現できないことから、先ずは国が地球温暖化対策の目標

を引き上げ、国を挙げて温暖化対策に取り組む機運を醸成していく必要があります。 

 

 

② 再生可能エネルギーの地域との共生について 

○ 太陽光発電をはじめとする再生可能エネルギー発電事業を長期安定的に実施するた

めには、地域住民の理解を得て、地域と共生した形で事業を実施することが重要です。 

 

○ 国が今年２月に公表した中間とりまとめにおいて、条例を関係法令に含めることに

より、地域の特性や事情に応じながら、再エネ発電事業者と地域住民の対話が促進さ

れることが期待されるなど示されていますが、地域住民への事前説明とその結果の国

への報告は、地域の特性や事情に関わらず必要なものであるため、全国一律の制度と

して国が責任を持って事業者を指導する必要があります。 

 

○ また、資源エネルギー庁の「事業計画策定ガイドライン」では、事業者に対し、「地

域住民に十分配慮して事業を実施するよう努めること」や「地域住民への説明会を開催

するなど、事業について理解を得られるように努めること」としていますが、ＦＩＴ法

第 13条（改善命令）や第 15条（認定の取消し）の対象とはなっておらず、実効性があ

るものにするためには、法律による義務付けを行う必要があります。 

 

○ さらに、再生可能エネルギーの利用は、分散型エネルギーを確保し、地球温暖化対

策に有効であることから、再生可能エネルギーを活用した発電設備が長期に使用され

るためにも、風水害対策や安全性を担保した設備基準の強化を図る必要があります。 
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③ 地球温暖化への適応の推進について 

○ 地球温暖化対策は、温室効果ガスを削減する「緩和策」と、気候変動による被害の

回避・軽減を図る「適応策」を一体的に取り組む必要があり、国民の被害を最小限に

とどめるためにも適応に関する意識の醸成や行動変容につなげるとともに、地域気候

変動適応センターが、気候変動影響や気候変動適応に関する情報の収集、整理、分析

及び技術的助言を行う地域の拠点となれるよう、国からの技術的な援助・連携や情報

共有の強化を図っていく必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【所管府省】経済産業省（商務情報政策局）、資源エネルギー庁（省エネルギー・新エネル

ギー部）、環境省（地球環境局） 

【県関係課】環境政策課 


